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◇大和高田市議会議員及び大和高田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例 

１ 理由 

公職選挙法の一部改正により、地方議員選挙においても候補者が選挙運動ビラを頒布すること及

び当該ビラの作成費用を公費負担することができるものとされたことを受け、本市における市議会

議員選挙及び市長選挙について公費負担するための条例を制定するものです。 

２ 内容 

 ① ビラの作成の公費負担（第２条関係) 

市議会議員及び市長の選挙における候補者は、供託物が市に帰属することとならない場合に限

り、選挙運動用ビラの作成に要する費用について、公費負担することとします。 

② ビラの作成の契約締結の届出（第３条関係） 

公費負担の適用を受けようとする者に、ビラ作成業者との有償契約の締結及び市選挙管理委員

会への届出義務を課すこととします。 

③ 工費の支払（第４条関係） 

市が負担する金額の計算方法及び支払方法を規定します。 

④ 公費負担の限度額（第５条関係） 

候補者１人ごとの公費負担の限度額については、候補者１人について、７円５１銭に選挙運動 

用ビラの作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、

同号に定める枚数)を乗じて得た額とします。 

３ 施行期日 

  公布の日 

市議会議員選挙に係るものについては、平成３１年３月１日 

 

◇大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

    平成２９年人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行

され、国の特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合が改正されたことに伴い、本市の特

定任期付職員についても同様の取扱いとするため、所要の規定整備を行うものです。 

２ 内容 

 ① 特定任期付職員給料表の１号給の金額を３７２，０００円から３７３，０００円に、２号給の

金額を４２０，０００円から４２１，０００円に引き上げます。（第７条関係） 

② 特定任期付職員の期末手当の支給割合を、１００分の１６２．５から１００分の１６５に引き

公布された条例のあらまし 
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上げます。（第８条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

大和高田市新庁舎建設基本構想等策定委員会による平成３０年２月１日付答申をもって、大和高

田市新庁舎建設基本構想等策定委員会条例が同条例附則第３項の規定により失効すること並びに

大和高田市いじめ問題対策連絡協議会等条例（案）の規定により「いじめ問題対策連絡協議会」、「い

じめ対策委員会」及び「いじめ問題再調査委員会」を設置することに伴い、これらの委員の報酬に

ついて所要の規定の整備を行います。 

２ 内容 

 ① 報酬額を減額する特例の対象から新庁舎建設基本構想等策定委員会の委員を除き、いじめ問題

対策連絡協議会の委員、いじめ対策委員会の委員及びいじめ問題再調査委員会の委員を対象に加え

ます。（附則第３項関係） 

② 特別職の職員の報酬の額について、新庁舎建設基本構想等策定委員会の委員の規定を削り、い

じめ問題対策連絡協議会の委員及びいじめ対策委員会の委員並びにいじめ問題再調査委員会の委

員の報酬の額をそれぞれ日額１２，０００円とする規定を加えます。（別表第１関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正 

する条例 

１ 理由 

災害時等に、他の行政機関等からの職員の派遣を受けた場合に当該職員に対して支給する災害派

遣手当について、規定の整備を行うほか、特例として引き下げてきた地域手当の支給割合について、

他市の支給状況等を勘案して、４％に引き上げるものです。 

２ 内容 

 ① 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

・災害派遣手当を支給することができる者として、大規模災害からの復興に関する法律第５６

条第１項に規定する職員（復興計画の作成等のため必要があるときに派遣される職員）を加

えます。（第１６条関係） 

・特例として「１００分の６」から「１００分の３」に減額していた地域手当の支給割合につ

いて、平成３０年４月から当分の間、「１００分の４」まで引き上げます。（附則第１７項関

係） 

② 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第２条関係） 

   災害時等に、他の行政機関等からの職員の派遣を受けた場合に当該職員に対して災害派遣手当

を支給する規定を新設します。（第１２条の３関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日（地域手当に関する規定に限る。） 

公布の日 

 

◇大和高田市交通遺児就学援助等基金条例 

１ 理由 

交通遺児に対して行う就学援助事業及び交通安全対策事業の推進に要する財源に充てるための
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基金を設けるに当たり、条例を制定するものです。 

２ 内容 

 ① 基金として積み立てる額は、基金の設置目的に沿った寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定め

る額とします。（第２条関係） 

② 運用益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れます。（第４条関係） 

③ 基金は、規則で定める交通遺児への就学援助事業及び市長が必要と認める交通安全対策事業の

ために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができることとします。

（第６条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

１ 理由 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、条項ズ

レが生じた規定について、所要の改正を行うものです。 

２ 内容 

 この条例における認定子ども園の定義として引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の条項のズレを改めます。（第１５条関係） 

改正前 改正後 

法第３条第９項 法第３条第１１項 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を改正する条例 

１ 理由 

所得税法等の改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更され、現行の「控除対

象配偶者」と同じ範囲を示す用語が「同一生計配偶者」に置き換えられたことに伴い、文言の整理

を行うものです。 

２ 内容 

 ① 次の条例について、医療費助成の対象者に係る所得制限の規定中で使用する「控除対象配偶者」

の文言を「同一生計配偶者」に改めます。 

・大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例（第１条関係） 

・大和高田市心身障害者医療費助成条例（第２条関係） 

・大和高田市精神障害者医療費助成条例（第３条関係） 

・大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例（第４条関係） 

② その他所要の改正 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例及び大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

国民健康保険法の一部改正により、これまで市単独で行っていた国民健康保険事業について、平

成３０年度からは都道府県単位で行うこととなったことに伴い、所要の整備を行うものです。 

２ 内容 
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 １ 大和高田市国民健康保険税条例の改正（第１条関係） 

①  基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の定義を改めます。（第２ 

 条第１項関係） 

②  第２条第１項の改正に伴う所要の整備（第２条第２項から第４項及び第５条第１号関係） 

２ 大和高田市国民健康保険条例の改正（第２条関係） 

①  これまで市町村のみに設置されてきた国民健康保険運営協議会が、平成３０年度から、都 

道府県にも設置されることとなったことを受けて、これらを区別するために、所要の整備を 

行います。（第２条第１項関係） 

②  出産育児一時金の額を奈良県下統一の金額に改定するため、これまで規則で定めていた加 

算の要件及び金額を条例に明記します。（第５条関係） 

③  法改正による条ズレの修正（第８条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、被保険者が県外の施設等に入所するため当

該施設等に住所を変更した場合、当該住所変更前の市町村が引き続き保険者となる特例措置につい

て、適用要件が拡大されたことに伴い、規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

 住所地特例措置は、既に後期高齢者医療保険の被保険者である者が県外の住所地特例対象施設に 

住民票を異動した場合に適用されていましたが、平成３０年度からは、国民健康保険の被保険者で 

ある間に住所地特例措置が適用されていた者が７５歳に到達したことにより後期高齢者医療保険 

の被保険者になった場合においても、当該措置を適用することとします。（第３条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

第７期介護保険事業計画に基づき保険料を改定するほか、介護保険法及び介護保険法施行令の一

部改正に伴う規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ① 第７期介護保険事業計画期間における第１号保険料の保険料率を改定するほか、介護保険法施

行令で定める合計所得金額の定義が改められたことに伴う規定の整備を行います。（第４条関係） 

② 介護保険法第２０２条第１項の規定による文書等の提出命令に従わない場合等に科する過料

の対象者として、第２号被保険者の配偶者及びその世帯員を加えます。（第１６条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防 

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 理由 

介護報酬の改定に併せて指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る

関係各省令が改正されたことを受け、当該省令を参酌して定めている３条例について、規定の整備

を行うものです。 
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２ 内容 

        指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正により、所要の改

正を行うものです。 

 ① 大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正（第１条関係） 

② 大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改 

正（第２条関係） 

③ 大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改

正（第３条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例 

１ 理由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律に

より、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指

定権限を都道府県から市町村に移譲されたことに伴い、新たに条例を制定するものです。 

２ 内容 

 ① 居宅介護支援を実施する事業者を指定するに当たり、当該事業者が守るべき基本方針及び満た

すべき人員、運営等に関する基準を定めます。（第４条から第３３条関係） 

② 指定基準の一部を満たさない事業者について、基準該当居宅介護支援事業者として指定するた

めの基準を定めます。（第３４条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市公園条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

都市緑地法等の一部改正により都市公園法及び都市公園法施行令の規定が改められ、都市公園の敷

地面積に対する当該都市公園の運動施設の敷地面積の割合の上限を条例で定めることとされたほ

か、引用する条項にズレが生じたため、規定の整備を行うものです。 

２ 内容 

 ① 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合の上 

限を、１００分の５０とする。（第２条の３第６項関係） 

  ※改正前の都市公園法施行令で規定していた割合に準じています。 

② 引用条項のズレを修正します（第２６条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

◇大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、消防団員等に係る損害

補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算対象区分が改められたことを受け、規定の整備その他

所要の改正を行うものです。 

２ 内容 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 8 

  ① 引用している消防法の条項ズレを整備します。（第２条関係） 

② 補償基礎額の加算額を改定します。（第５条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇大和高田市いじめ問題対策連絡協議会等条例 

１ 理由 

いじめ防止対策推進法において、「いじめ問題対策連絡協議会」及び「いじめ対策委員会」並びに「い

じめ問題再調査委員会」を置くことができるとされていることから、これらの設置について定めるもの

です。 

２ 内容 

 ① いじめ問題対策連絡協議会（第２条-第９条） 

・設置目的・所掌事務 

   法第１４条第１項に規定するいじめ防止等に関係する機関等の連携の推進に関し必要な事項を
協議し、相互の連絡調整を図るために設置する。 

・庶務 

  教育委員会事務局において行う。 

② いじめ対策委員会（第１０条-第１５条） 

・設置目的・所掌事務 

   大和高田市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策について調査及び審議を
し、並びに重大事態発生時には、その事実関係を明確にするための調査を行うため、教育委員会
の附属機関として設置する。  

・庶務 

   教育委員会事務局において行う。 

③ いじめ問題再調査委員会（第１６条-第１９条） 

・設置目的・所掌事務 

   重大事態に係る調査の結果について報告を受けた市長が再調査の必要があると認める場合に、
当該調査の結果についての調査を行うため、市長の附属機関として設置する。 

・庶務 

   市民部において行う。 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

◇特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 理由 

平成２６年度本郷大中線街路事業に係る家屋移転補償金の過大積算分につき、市財源に補填する

ことを目的として、市長及び副市長の給料月額の更なる減額措置を講じるものです。 

２ 内容 

 ① 平成３０年４月１日から平成３０年１２月３１日までの間、市長及び副市長の給料の減額率を

次のとおりとします。（附則第３の５項関係） 

 改正前 改正後 

市長 100分の 30 100分の 50 

副市長 100分の 25 100分の 45 

 

② 平成３１年１月１日から平成３１年２月２８日までの間、市長及び副市長の給料の減額率を次

のとおりとします。（附則第３の６項関係） 

 改正前 改正後 

市長 100分の 20 100分の 40 

副市長 100分の 20 100分の 40 
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３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

条例第１号 

大和高田市議会議員及び大和高田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

をここに公布する。 

  平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市議会議員及び大和高田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条

例 

 （趣旨) 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」という。)第１４２条第１

１項の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙における同条第１項第６号のビラ（以下「選挙運

動用ビラ」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担) 

第２条 市議会議員及び市長の選挙における候補者は、第５条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビ

ラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第９３条第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。 

 （選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出) 

第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者（以下「ビラ作成業者」

という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、市選挙管理委員会（以

下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。 

 （公費の支払) 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相

手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円５１銭を超える場合には、７円５１銭)に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内である

ことにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。)を乗じて得た金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビ

ラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。 

 （公費負担の限度額) 

第５条 第２条の規定による公費負担の限度額は、候補者１人について、７円５１銭に選挙運動用ビ

ラの作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、同号に

定める枚数)を乗じて得た額とする。 

 （委任) 

第６条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 （施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（読替規定） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成３１年２月２８日までの間は、第１条及

び第２条中「市議会議員及び市長」とあるのは、「市長」とする。 

（適用区分） 

３ この条例の規定は、市長の選挙にあっては施行日以後その期日を告示される選挙について、市議

条 例 
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会議員の選挙にあっては平成３１年３月１日以後その期日を告示される選挙について適用する。 

 

条例第２号 

大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）の

一部を次のように改正する。 

 第７条の表中「３７２，０００円」を「３７３，０００円」に、「４２０，０００円」を「４２１，

０００円」に改める。 

 第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第３号 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

大和高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「、新庁舎建設基本構想等策定委員会の委員」を削り、「青少年問題協議会の委員」

の次に「、いじめ問題対策連絡協議会の委員、いじめ対策委員会の委員、いじめ問題再調査委員会の

委員」を加える。 

別表第１中 

「 

退職手当審査会の委員 日額        １２，０００円 

新庁舎建設基本構想等策定委員会の

委員 

日額        １２，０００円 

」を  

「 

退職手当審査会の委員 日額        １２，０００円 

」に、 

「 

青少年問題協議会の委員 日額        １２，０００円 

」を  

「 

青少年問題協議会の委員 日額        １２，０００円 

いじめ問題対策連絡協議会の委員 日額        １２，０００円 

いじめ対策委員会の委員 日額        １２，０００円 

いじめ問題再調査委員会の委員 日額        １２，０００円 
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」に改 

める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第４号 

一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月１５日  

                               大和高田市長 吉田 誠克   

一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条

において準用する場合を含む。）」の次に「又は大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法

律第５５号）第５６条第１項」を加える。 

  附則第１７項中「平成２７年４月１日」を「平成３０年４月１日」に、「１００分の３」を「１０

０分の４」に改める。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第３項中「管理職員特別勤務手当」の次に「、災害派遣手当」を加える。 

  第１２条の２の次に次の１条を加える。 

（災害派遣手当） 

第１２条の３ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条第１項（武

力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１

５４条（同法第１８３条において準用する場合を含む。）において準用する場合及び新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条において準用する場合を含む。）

又は大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する

職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に支給する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中一般職の職員の給与に関する条例附則第１

７項の改正規定は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第５号 

大和高田市交通遺児就学援助等基金条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市交通遺児就学援助等基金条例 

（設置） 

第１条 交通遺児を見舞い、その就学を援助する事業の財源及び交通安全対策事業の推進に要する財

源に充てるため、大和高田市交通遺児就学援助等基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、前条に規定する設置目的に沿った寄附金の額とする。 
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２ 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、大和高田市一般会計歳入歳出予

算（以下「予算」という。）で定める額を基金に積み立てることができる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基

金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、次に掲げる事業のために必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによ

りその全部又は一部を処分することができる。 

 （１） 規則で定めるところにより実施する交通遺児に対する見舞金及び就学援助金の支給事業 

 （２） 市長が必要と認める交通安全対策事業 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第６号 

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 大和高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項第２号中「第９項」を「第１１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第７号 

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正） 

第１条 大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成８年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条の２第１項第１号及び第２号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

 （大和高田市心身障害者医療費助成条例の一部改正） 

第２条 大和高田市心身障害者医療費助成条例（平成８年条例第３３号）の一部を次のように改正す
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る。 

  第２条第１項第３号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、同項第４号中「明治３１年

法律第９号」を「明治２９年法律第８９号」に改める。 

 （大和高田市精神障害者医療費助成条例の一部改正） 

第３条 大和高田市精神障害者医療費助成条例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第１項第３号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

  第４条第４号中「大和高田市児童医療費助成条例」を「大和高田市子ども医療費助成条例」に改

める。 

 （大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例の一部改正） 

第４条 大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例（平成２８年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１項第３号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条の２第１項第１号及び

第２号、大和高田市心身障害者医療費助成条例第２条第１項第３号、大和高田市精神障害者医療費

助成条例第２条第１項第３号並びに大和高田市精神障害者医療費助成（後期高齢者）条例第２条第

１項第３号の規定は、平成３１年８月１日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、

同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

条例第８号 

大和高田市国民健康保険税条例及び大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市国民健康保険税条例及び大和高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条

において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金の納付に要する費用を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）及び後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要す

る費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）並びに当該世帯主及び当該世

帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第９条第２号に規定する被保険者であるものにつ

き算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費

用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）」を「次に掲げる額」に改め、同項

に次の各号を加える。 

  （１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による

国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の

納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療
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の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

  （２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

  （３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条第２号に

規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

  第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同条第３項中「第１項」の次に「第２号」を

加え、同条第４項中「第１項」の次に「第３号」を加える。 

  第５条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。 

 （大和高田市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 大和高田市国民健康保険条例（昭和３６年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「国民健康保険運営協議会」を「大和高田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」

に改める。 

  第１条中「保険」の次に「の事務」を加える。 

  第２章の章名を次のように改める。 

    第２章 大和高田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

  第２条（見出しを含む。）中「国民健康保険運営協議会」を「大和高田市の国民健康保険事業の運

営に関する協議会」に改める。 

  第５条第１項中「必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、これに３万円を超え

ない範囲内の額」を「同号の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下に

おける出産であると保険者が認めるときは、これに１万６千円」に改める。 

  第８条中「第７２条の５」を「第７２条の５第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの年度分の国民健康保険税については、

なお従前の例による。 

 

条例第９号 

大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出し中「徴収する」を「徴収すべき」に改め、同条中「徴収する」を「徴収すべき」に

改め、同条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」
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を加え、「同項」を「法第５５条第１項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次に「（法

第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「第５５条第２項第２号」

の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「行った同号」を「行った

法第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。 

 （５） 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の適用を受け、これらの規定によ

り市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの 

 附則中第２項及び第３項を削り、第４項を第２項とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第１０号 

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市介護保険条例の一部を改正する条例 

 大和高田市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に改め、

同項第１号中「３５，１６０円」を「３５，７６０円」に改め、同項第２号及び第３号中「５２，６

８０円」を「５３，６４０円」に改め、同項第４号中「６３，２４０円」を「６４，３２０円」に改

め、同項第５号中「７０，３２０円」を「７１，５２０円」に改め、同項第６号及び第７号を次のよ

うに改める。 

 （６） 次のいずれかに該当する者 ８５，８００円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する

特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）が１２０万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者をい

う。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用

されたならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る

部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ又は第１０号イに該当する者を除く。） 

 （７） 次のいずれかに該当する者 ９２，８８０円 

  ア 合計所得金額が１２０万円以上２００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態になるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を

除く。）、次号イ、第９号イ又は第１０号イに該当する者を除く。） 

 第４条第１項第８号中「１０５，４８０円」を「１０７，２８０円」に改め、同号ア中「１９０万

円以上２９０万円未満」を「２００万円以上３００万円未満である者」に改め、同号イ中「要保護状

態」を「要保護者」に改め、同項第９号中「１１９，５２０円」を「１２１，５６０円」に改め、同

号ア中「２９０万円以上４００万円未満」を「３００万円以上４００万円未満である者」に改め、同

号イ中「要保護状態」を「要保護者」に改め、同項第１０号中「１３０，０８０円」を「１３２，２

４０円」に改め、同号ア中「未満」を「未満である者」に改め、同号イ中「要保護状態」を「要保護
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者」に改め、同項第１１号中「１４０，６４０円」を「１４３，０４０円」に改め、同条第２項を削

り、同条第３項中「第１項第１号」を「前項第１号」に改め、「平成２７年度から平成２９年度までの」

を削り、「３１，６８０円」を「３２，２８０円」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第１６条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市介護保険条例第４条の規定は、平成３０年度以後の年度分の

保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

条例第１１号 

大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第１条 大和高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２６年条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第４項中「当たっては、」の次に「市、」を、「介護保険施設をいう。以下同じ。）」の次に「、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加え、「及び市」を削る。 

  第６条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めるこ

とができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項各号列記以外の部分中「第３項」

を「第４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項と

し、同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４

項を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第４項とし、同条

第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

  第３２条第９号中「のために」を「のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、」に改

め、同条第１４号の次に次の１号を加える。 

  （１４）の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生

活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科

医師又は薬剤師に提供するものとする。 

  第３２条第２１号中「（以下」を「（次号及び第２２号において」に改め、同号の次に次の１号を

加える。 

  （２１）の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当
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該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

 （大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  目次中 

 「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する 

基準                              」を 

 「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の２０の２・第５９ 

条の２０の３） 

  第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する 

基準                              」に改める。 

  第２条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  （４） 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法第４２条の２第

１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 

  第６条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者として

市長が定めるものにあっては、３年以上）」に改め、同条第５項中「の各号」及び「午後６時から

午前８時までの間において、」を削り、同項に次の１号を加える。 

  （１２） 介護医療院 

  第６条第７項及び第８項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条第１２項中「第１

９１条第１０項」を「第１９１条第１４項」に改める。 

  第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

  第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には、」の次に「正当な理由が

ある場合を除き、」を加え、「行うよう努めなければならない」を「行わなければならない」に改め

る。 

  第４７条第３項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て市長が定めるものにあっては、３年以上）」に改める。 

  第５９条の９第４号中「地域密着型通所介護従業者」を「指定地域密着型通所介護従業者」に改

め、同条第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

  第５９条の１０第５項中「地域密着型通所介護従業者」を「指定地域密着型通所介護従業者」に

改める。 

  第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

  （共生型地域密着型通所介護の基準） 

 第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下この条及び次条

において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条において「指

定障害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、

指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指

定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サー

ビス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発

達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条において「指定通所支援基準」という。）第５条第１

項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）
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を通わせる事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達

支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス

事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、

主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基

準第６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事

業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

  （１） 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定生活

介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準第１５

６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

事業所（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）

事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児

童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準第６６

条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生

活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生

活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１５５条に規定する指定自立訓練（機能訓練）

をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指

定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下こ

の号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生

型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事

業所等として必要とされる数以上であること。 

  （２） 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域

密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５３条及び第５９条の２、第５９条の４、

第５９条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護

の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」

とあるのは「運営規程（第５９条の１２に規定する運営規程をいう。第３４条において同じ。）」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供

に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５

９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備

を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、

夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第５９条の９第

４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１３第３項中「指定地域密着型通所介護従業者」と

あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号中「次条におい

て準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条において準

用する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４号中「次条において準用する第３８条第

２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み替えるものとする。 

  第５９条の２５中「９人」を「１８人」に改める。 

  第５９条の３１第３項中「指定居宅サービス等基準第７０条第１項」を「指定居宅サービス等基

準条例第７５条第１項」に改める。 

  第５９条の３８中「第３４条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第５９条の３４に規定する重

要事項に関する規程」と、」を加える。 
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  第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（第１５８条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者

の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる

数」を加え、同条第２項中「第８２条第７項」の次に「及び第１９１条第８項」を加える。 

  第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

  第８２条第１項中「及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所」を「並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所及び第１９１条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改め、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療

養型医療施設」に、「限る。）」を「限る。）又は介護医療院」に改め、同条第７項中「（以下」を「（以

下この章において」に改める。 

  第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「第１９２条第２項」を

「第１９２条第３項」に改める。 

  第８４条、第１０３条第３項、第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健施設」の次に

「、介護医療院」を加える。 

  第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

 ７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

  （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  （３） 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

  第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第１３０条第４項中「のうち１人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」

に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第７項第１号

中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

  （３） 介護医療院 介護支援専門員 

  第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

  （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  （３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

  第１５１条第３項ただし書中「この条において同じ。）及び」を「この項において同じ。）に」に、

「（平成２４年奈良県条例第１４号）」を「（平成２４年奈良県条例第１４号）。以下「奈良県指定介

護老人福祉施設基準条例」という。）」に、「）を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を

併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職

員及び看護職員（奈良県指定介護老人福祉施設基準条例第５４条第２項の規定に基づき配置される
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看護職員に限る。）」に、「及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合」を「に

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設

及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第４項中「介護老人保健施設」の

次に「、介護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若し

くは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

  （４） 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

  第１５１条第１２項中「。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。」を削る。 

第１５３条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

  第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

  （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  （３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

  第１６５条の次に次の１条を加える。 

  （緊急時等の対応） 

 第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、

あらかじめ、第１５１条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応

方法を定めておかなければならない。 

  第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

  （６） 緊急時における対応方法 

  第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

  （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  （３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

  第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

  （７） 緊急時等における対応方法 

  第１９０条中「施行規則第１７条の１２」を「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）第１７条の１０」に改める。 

  第１９１条第１項中「看護小規模多機能型居宅介護（」を「指定看護小規模多機能型居宅介護（第

８２条第７項に規定する」に、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」

を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項

に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多
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機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第８２条第７項に規定するサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「本体事業所で」を「第８２条第７項に規定

する本体事業所で」に、「を含む」を「及び第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む」に改め、同条

第７項に次の１号を加える。 

  （５） 介護医療院 

  第１９１条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 １３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代え

て、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に市長が定める研修を修了

している者（第１７９条において「研修修了者」という。）を置くことができる。 

  第１９１条第８項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」に改め、同項を同条第１１項とし、

同条第７項の次に次の３項を加える。 

 ８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用者又

はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し

適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有す

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下こ

の章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護

サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２

人以上とすることができる。 

 ９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護

従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能

型居宅介護従業者を置かないことができる。 

 １０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所について

は、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

  第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を

もって充てることができる。 

  第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「あっては、」を「あっては」に改め、「利用定

員」の次に「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」を加え、

同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、
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６人）」を加える。 

  第１９５条第２項第２号に次のように加える。 

   オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規

模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有す

る病床については、宿泊室を兼用することができる。 

  第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１３項の規定により介護支援専門

員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。

以下この条において同じ。）」を加える。 

  第２０２条中「活動状況」と、」の次に「第８７条中「第８２条第１２項」とあるのは「第１９１

条第１３項」と、」を加える。 

 （大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成２４

年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

  第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の次に「とし、ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の

数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加える。 

  第４４条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に、「限

る。）」を「限る。）又は介護医療院」に改め、同条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条

の２第１６項」に改める。 

  第４５条第３項、第４６条、第６０条第３項、第７２条第２項及び第７３条中「介護老人保健施

設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第７８条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

  （１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  （２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  （３） 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

  第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第１２号 

大和高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 23 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 基本方針（第４条） 

 第３章 人員に関する基準（第５条・第６条） 

 第４章 運営に関する基準（第７条―第３３条） 

 第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３４条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７条第１項第

１号、第７９条第２項第１号並びに法第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営の基準等について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 指定居宅介護支援 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。 

 （２） 指定居宅介護支援事業者 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。 

 （３） 指定居宅サービス等 法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。 

 （４） 指定介護予防支援事業者 法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。 

 （５） 基準該当居宅介護支援 法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。 

 （申請者の要件） 

第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

   第２章 基本方針 

第４条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、当該事業の利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮

して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定

の指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同

じ。）等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター（法第１１５

条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、

指定介護予防支援事業者、介護保険施設（法第８条第２５項に規定する介護保険施設をいう。以下

同じ。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければな

らない。 

   第３章 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」とい

う。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤である

ものを置かなければならない。 
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２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

 （管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければな

らない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員でなければならない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

（１） 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の業務に従事する場合 

（２） 管理者が同一敷地内にある他の事業所の業務に従事する場合（その管理する指定居宅介護

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

   第４章 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第２１条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用

申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画（法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）が第４条に規定する基

本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者

等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に

係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第１項の規

定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提

供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１項

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録す

る方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を

作成することができるものでなければならない。 
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６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、

利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 （１） 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

 （２） ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者

又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 （提供拒否の禁止） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

 （サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域（当該指

定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、

他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、当該提供を

求めた者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定（法第１９条第１項に規定す

る要介護認定をいう。以下同じ。）の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意

思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない

利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われて

いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介

護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 

 （身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証す

る書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に基づき居宅介

護サービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）が当該指

定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）

の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者
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から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第１項の利用料の支

払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交

付しなければならない。 

 （指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、

医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

 （１） 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する

業務を担当させるものとする。 

 （２） 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

 （３） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の

支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

 （４） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援

する観点から、介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービス

をいう。以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な

活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならな

い。 

 （５） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービス

の選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利

用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

 （６） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に

ついて、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等

の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

 （７） 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、

理解を得なければならない。 

 （８） 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利

用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せに

ついて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決

すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並

びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければ
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ならない。 

 （９） 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のた

めに、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以

下同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サ

ービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医

師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その他の

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができ

るものとする。 

 （１０） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、

保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

（１１） 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者

及び担当者に交付しなければならない。 

 （１２） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、

訪問介護計画（奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２４年奈良県条例第１７号。以下「指定居宅サービス等基準等条例」という。）第２５条第１項

に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準等条例において位置付けられている

計画の提出を求めるものとする。 

 （１３） 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、

指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

 （１３）の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活

の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師

又は薬剤師に提供するものとする。 

（１４） 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）

に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

  ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

  イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

 （１５） 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居

宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

する。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求

めることができるものとする。 

  ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

  イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定

を受けた場合 

 （１６） 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計画の変更につい

て準用する。 

 （１７） 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提

供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行うものとする。 
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 （１８） 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼が

あった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の

作成等の援助を行うものとする。 

 （１８）の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に市長が定める回数以上の訪問介護（市長が

定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性

を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービ

ス計画を市に届け出なければならない。 

（１９） 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利

用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めな

ければならない。 

（１９）の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当

該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

 （２０） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に

限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、

当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、

当該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

（２１） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置

付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものと

し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び

短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにし

なければならない。 

（２２） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応

じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をし

た上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記

載しなければならない。 

（２３） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、

その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならな

い。 

（２４） 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規定する認定

審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サ

ービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同条第１項の規定による指定

に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができるこ

とを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければ

ならない。 

（２５） 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指

定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。 

（２６） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、指定介護予防

支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、

当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しな

ければならない。 

（２７） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第１項に

規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要

な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。 
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 （法定代理受領サービスに係る報告） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市（法第４１条第１０項の規定により同条第９項の規

定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託して

いる場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付け

られている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規定により居宅

サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者（同条第１項に規定する指定居宅サービ

ス事業者をいう。以下同じ。）に支払われる場合の当該居宅サービス費に係る指定居宅サービス（同

条第１項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）をいう。）として位置付けたものに関

する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービス（法

第４２条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。）に係る特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市（当該事務を国民健康保険団体連合会に

委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

 （利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要

介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合に

は、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければ

ならない。 

 （利用者に関する市への通知） 

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

 （１） 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 （２） 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

 （管理者の責務） 

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その

他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従

業者にこの章（この条を除く。）の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 （運営規程） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 （１） 事業の目的及び運営の方針 

 （２） 職員の職種、員数及び職務内容 

 （３） 営業日及び営業時間 

 （４） 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

 （５） 通常の事業の実施地域 

 （６） その他運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保） 

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指

定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介
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護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の

補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行

うよう努めなければならない。 

 （設備及び備品等） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定

居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 （従業者の健康管理） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な

管理を行わなければならない。 

 （掲示） 

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持） 

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ

り得ておかなければならない。 

 （広告） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、

その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 （居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作

成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事

業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者

に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に

対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サー

ビス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 （苦情解決） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画

に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利

用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３条の規定により市
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が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しな

ければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地

域密着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをいう。）に対する

苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者又はその家族に対し必要な援助を行わ

なければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者又はその家族からの苦情に関し

て国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、自ら提供

した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生し

た場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、第１項の事故による損害のうち、当該指定居宅介護支援事業者が賠

償すべきものについては、速やかに賠償しなければならない。 

 （会計の区分） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指

定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第３２条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を

整備しておかなければならない。 

 （１） 第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

 （２） 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１６条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第１６条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第１６条第１４号に規定するモニタリングの結果の記録 

 （３） 第１９条に規定する市への通知に係る記録 

 （４） 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 （５） 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

３ 指定居宅介護支援事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める

期間保存しなければならない。 

 （１） 居宅介護サービス計画費又は特例居宅介護サービス計画費（法第４７条第１項に規定する

特例居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）の額の算定の基礎となる記録であって、市長が

別に定めるもの 居宅介護支援を提供した日から５年間 
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 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

 （報告） 

第３３条 指定居宅介護支援事業者は、サービスの向上に関する施策の推進を図るため市長が別に定

めるところによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求めたときは、

協力しなければならない。 

   第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

 （準用） 

第３４条 第４条、第３章及び前章（第２９条第６項及び第７項を除く。）の規定は、基準該当居宅介

護支援の事業について準用する。この場合において、第７条第１項中「第２１条」とあるのは「第

３４条において準用する第２１条」と、第１３条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項

の規定に基づき居宅介護サービス計画費（同条第２項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基

準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第４７条第３項に規定

する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第６条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介

護支援専門員を除く。）を第６条第１項に規定する管理者とすることができる。 

 

条例第１３号 

大和高田市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市公園条例の一部を改正する条例 

 大和高田市公園条例（昭和３９年条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の３に次の１項を加える。 

６ 令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の５０とする。 

 第２６条中「第５条の３」を「第５条の１１」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第１４号 

大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 大和高田市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「同法第３６条第７項」を「これらの規定を同法第３６条第８項」に、「及び第３６条第

７項」を「及び第３６条第８項」に改める。 

 第５条第３項中「、第１号」の次に「又は第３号から第６号までのいずれか」を加え、「３３３円

を」を「１人につき２１７円を」に改め、「２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がな

い場合には、そのうち１人については」及び「）を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶
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養親族については１人につき２１７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当す

る扶養親族がない場合には、そのうち１人については３００円）」を削り、同項第６号中「重度障害

者」を「重度心身障害者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた大和高田市消防団員等公務災害補償条例第５条第１

項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償

年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべ

き事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 

条例第１５号 

大和高田市いじめ問題対策連絡協議会等条例をここに公布する。 

  平成３０年３月１５日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市いじめ問題対策連絡協議会等条例 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 大和高田市いじめ問題対策連絡協議会（第２条―第９条） 

第３章 大和高田市いじめ対策委員会（第１０条―第１５条） 

第４章 大和高田市いじめ問題再調査委員会（第１６条―第１９条） 

第５章 雑則（第２０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）の規定

に基づき、市が設置する大和高田市いじめ問題対策連絡協議会及び大和高田市いじめ対策委員会並

びに大和高田市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 大和高田市いじめ問題対策連絡協議会 

（設置） 

第２条 法第１４条第１項の規定に基づき、大和高田市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議

会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 連絡協議会は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携

の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。 

（組織） 

第４条 連絡協議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 連絡協議会の委員は、前条に規定する機関及び団体に所属する職員その他教育委員会が必要と認

める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者
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の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は副市長をもって充て、副会長は会長が指名した者とする。 

３ 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

第３章 大和高田市いじめ対策委員会  

（設置） 

第１０条 法第１４条第３項の規定に基づき、大和高田市いじめ対策委員会（以下「いじめ対策委員

会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１１条 いじめ対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事務を所掌する。 

 （１） 法第１条に規定するいじめの防止等のための対策についての調査及び審議 

（２） 法第２８条第１項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査 

（３） その他教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第１２条 いじめ対策委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ いじめ対策委員会の委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、

教育委員会が委嘱する。 

（委員長及び副委員長） 

第１３条 いじめ対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、いじめ対策委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第１４条 いじめ対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選さ

れる前に招集される会議は、教育委員会が招集する。 

２ いじめ対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ いじめ対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（準用） 

第１５条 第５条、第８条及び第９条の規定は、いじめ対策委員会について準用する。この場合にお

いて、第９条中「連絡協議会」とあるのは「いじめ対策委員会」と読み替えるものとする。 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 35 

第４章 大和高田市いじめ問題再調査委員会 

（設置） 

第１６条 法第３０条第２項の規定に基づき、大和高田市いじめ問題再調査委員会（以下「再調査委

員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１７条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 法第２８条第１項の規定による重大事態に係る調査の結果についての調査 

 （２） その他市長が必要と認める事項 

 (任期) 

第１８条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申が完了する日までとする。 

（準用） 

第１９条 第８条、第９条及び第１２条から第１４条までの規定は、再調査委員会について準用する。

この場合において、第９条中「連絡協議会」とあるのは「再調査委員会」と、「教育委員会事務局」

とあるのは「市民部」と、第１２条から第１４条までの規定中「いじめ対策委員会」とあるのは「再

調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

第５章 雑則 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、いじめ対策委員会又は再調査委員会の運営に

関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、いじめ対策委員会又は再調査委員会に

諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

条例第１６号 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１６日  

大和高田市長 吉田 誠克   

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３４年条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

附則第３項の４中「平成３０年１２月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。 

附則第３項の５中「平成３１年１月１日」を「平成３１年３月１日」に改め、同項を附則第３項の

７とし、附則第３項の４の次に次の２項を加える。 

３の５ 平成３０年４月１日から平成３０年１２月３１日までの間、第４条の規定にかかわらず、市

長の給料月額は別表の額からその額に１００分の５０を乗じて得た額を減じた額とし、副市長の給

料月額は別表の額からその額に１００分の４５を乗じて得た額を減じた額とし、教育長の給料月額

は別表の額からその額に１００分の２０を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第６条及び第

６条の２第２項の規定を適用する場合における給料月額は、別表の額とする。 

３の６ 平成３１年１月１日から平成３１年２月２８日までの間、第４条の規定にかかわらず、市長

及び副市長の給料月額は別表の額からその額に１００分の４０を乗じて得た額を減じた額とし、教

育長の給料月額は別表の額からその額に１００分の２０を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、

第６条及び第６条の２第２項の規定を適用する場合における給料月額は、別表の額とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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規則第２号 

大和高田市公印規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年１月１９日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市公印規則の一部を改正する規則 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表一般公印３の項中「方２０ｍｍ」を「方２１ｍｍ」に改め、別表専用公印６の項中「に関する

事務」を「、社会保険、雇用保険、労働者災害補償保険その他職員の福利厚生に関する事務並びに職

員の在職、退職及び給与に関する証明事務」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第３号 

大和高田市公有財産規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年１月３１日   

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市公有財産規則の一部を改正する規則 

大和高田市公有財産規則の一部を改正する規則（昭和４１年規則第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第５条に次のただし書を加える。 

ただし、登記又は登録の制度のあるもので、契約の相手方が国又は地方公共団体であるときは、

登記又は登録の前に代金を支払うことができる。 

附 則 

この規則は、平成３０年２月１日から施行する。 

 

規則第４号 

大和高田市交通遺児見舞金等支給規則を次のように定める。 

平成３０年３月１２日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市交通遺児見舞金等支給規則 

（目的） 

第１条 この規則は、大和高田市交通遺児就学援助等基金条例（平成３０年条例第〇号）第６条第１

号の規定に基づき、交通遺児を激励するために支給する見舞金及び就学援助金（以下「見舞金等」

という。）について必要な事項を定めることにより、もって交通遺児の健全な育成及び福祉の増進

を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 交通事故 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第８号に規定する車両、

同項第１３号に規定する路面電車、航空機、船舶その他の交通機関の運行に伴う衝突、接触、転

落、転覆その他これに類する原因による人身事故をいう。 

 （２） 交通遺児 交通事故により父又は母（父又は母が既に死亡し、当該父及び母以外の者に養

育されているときは、当該養育している者を含む。）と死別した１８歳未満の者 

規 則 
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 （３） 保護者 交通遺児に係る財産管理権を有する親権者及び交通遺児の後見人をいう。 

 （４） 教育施設 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（幼稚園及び大

学を除く。）及び第１２４条に規定する専修学校をいう。 

 （支給対象者等） 

第３条 見舞金等の支給対象となる者は、次項に規定する支給時期において、次に掲げる要件に該当

する交通遺児の保護者とする。 

 （１） 市内に住所を有する者 

 （２） 次のいずれかに該当すること。 

  ア 父又は母が交通遺児を伴って再婚（事実婚を含む。）していないこと。 

  イ 養子縁組により両親がそろっていないこと。 

２ 見舞金等の支給額は、次に掲げるとおりとする。 

区分 支給時期 支給金額 

見舞金 交通遺児になったとき。 １人につき １００，０００円 

就学援助金 教育施設に入学したとき。 １人につき入学するごとに １００，０００円 

 （支給申請） 

第４条 見舞金等の支給を受けようとする者は、交通遺児見舞金等支給申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 交通事故証明書又はこれに類する書類 

 （２） 戸籍謄本 

 （３） 死亡診断書又は死体検案書 

 （４） 教育施設に入学した事実を証する書類 

 （５） その他市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、前項第１号から第４号までに規定する書類の内容について公簿で確認できる場合は、当

該書類の添付を求めないことができる。 

 （審査及び決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否を決定して、

交通遺児見舞金等支給決定・却下通知書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものと

する。 

 （受給資格の喪失） 

第６条 交通遺児が死亡したときは、見舞金等を受給する資格を失う。 

 （返還） 

第７条 市長は、詐欺その他不正な手段により見舞金等の支給を受けた者があるときは、当該見舞金

等の返還を求めるものとする。 

 （補則） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 38 

様式第１号（第４条関係） 

交通遺児見舞金等支給申請書 

 

   年  月  日 

 大和高田市長  殿 

                  申請者 住  所 

                 （保護者）氏  名           印   

                      続  柄 

                      電話番号 

 

 見舞金等の支給を受けたいので、次のとおり申請します。 

交 通 

遺 児 

住  所  

氏  名
（ ふ り が な ）

 
 保護者との

続柄 

 

生年月日 年  月  日   性  別 男・女 

学 校 名  学  年  

死 亡 し

た 父 母

等 

住  所 
 

氏  名
（ ふ り が な ）

 
 遺児との 

続柄 

 

生年月日 年  月  日   性  別 男・女 

氏  名
（ ふ り が な ）

 
 遺児との 

続柄 

 

生年月日 年  月  日   性  別 男・女 

事 故 

状 況 

発生場所  発生年月日  

事故の 

状況 
 

振 込 金

融機関 

      銀行       本店   普通・当座 

金庫       支店   口座番号   

口座名義人
（ ふ り が な ）

 

添 付 

書 類 
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様式第２号（第５条関係） 

交通遺児見舞金等支給決定・却下通知書 

 

  年  月  日 

       様 

                         大和高田市長      印        

 

     年  月  日付けで申請のありました見舞金等の支給について、次のとおり決定しまし

たので通知します。 

 

□ 見舞金等を次のとおり支給します。 

交 通 遺 児 

住  所 
 

氏  名
（ ふ り が な ）

 
 申請者と

の続柄 

 

支 給 金 額 （見舞金・就学援助金）          円 

 

 

□ 次の理由により、見舞金等を支給しません。 

支給しない理由 
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規則第５号 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２２日  

大和高田市長 吉田 誠克   

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 （一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条の６の次に次の１条を加える。 

 第６条の７ 条例第１６条第２項の市長が規則で定める額は、次の表に掲げる滞在する期間及び利

用施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 

利用施設の区分 

滞在する期間 

公用の施設又はこれに準ず

る施設（１日につき） 

その他の施設（１日につき） 

３０日以内の期間 ３，９７０円 ６，６２０円 

３０日を超え６０日以内の

期間 

３，９７０円 ５，８７０円 

６０日を超える期間 ３，９７０円 ５，１４０円 

備考 

１ 「滞在する期間」とは、職員が本市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日ま

での期間をいう。 

２ 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条

第２項及び第３項に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設以外の施設をいう。 

３ 災害派遣手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第６条の７の表備考第２中「及び第３項」を削り、「ホテル営業及び旅館営業」を「旅館・ホテル

営業」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年６月１５日から施行す

る。 

 

規則第６号 

 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２２日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９

年条例第１７号。以下「条例」という。）の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関し必要な事項を定めるものとする。 

（採用の公正の確保） 

第２条 任命権者は、条例第２条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、

性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけそ

の他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされ

る専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定
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その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。 

（特定任期付職員の号給の決定） 

第３条 特定任期付職員（条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下

同じ。）の条例第７条第１項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにそ

の者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標

準的な場合は次に掲げるとおりとする。 

（１） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 １号

給 

（２） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 

２号給 

（３） 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する

場合 ３号給 

（４） 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事

する場合 ４号給 

（５） 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要

なものに従事する場合 ５号給 

（６） 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特

に困難な業務で重要なものに従事する場合 ６号給 

（７） 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特

に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 ７号給 

（特定任期付職員業績手当） 

第４条 条例第７条第３項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第２項の規定により特

定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。 

第５条 特定任期付職員業績手当は、１２月１日（以下「基準日」という。）に在職する特定任期付職

員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間（特定任期付職員業績手当

の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直

近の基準日までの間）にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認

められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する条例（昭和

３２年条例第６３号）第１７条第１項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものと

する。 

（一般任期付職員の号給の決定の特例） 

第６条 新たに一般任期付職員（条例第２条第２項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

以下同じ。）となった者の号給は、採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間を遡っ

た日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、一般職の職員の初任

給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）別表第１の初任給基準表を適用して得

られる初任給を基礎とし、かつ、現に在職する他の職員との均衡を考慮して昇格、昇級等の規定を

適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項

は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）を次のように改正する。 
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  第１条の２第３号中「（以下「任期付育児短時間勤務職員」を「又は大和高田市一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第１７号）第４条の規定により採用された

職員（以下「任期付短時間勤務職員」に改める。 

  第５条の６の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第６条の５第３項を削る。 

  第６条の６中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員に対する前項の規定の適用については、「管理職手当支給規則（昭和

３３年規則第１９号）別表の右欄に掲げる支給月額又は支給割合」とあるのは「大和高田市一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第７条第１項の表の左欄に掲げる号給」と、

「８１，１００円又は１７％」とあるのは「６号給及び７号給」と、「７３，１００円又は１６％」

とあるのは「５号給」と、「６６，３００円又は１５％」とあるのは「２号給から４号給」と、「４

６，８００円又は１１％」とあるのは「１号給」とする。 

  第８条第１号中「前条各号」を「前条第１項各号」に改め、同条第２号中ロを削り、同号ハを同

号ロとし、同条第３号中「任期付育児短時間勤務職員」を「任期付短時間勤務職員」に改める。 

  第１０条中「任期付育児短時間勤務職員」を「任期付短時間勤務職員」に改める。 

  第１１条第２項第１号中「第７条第３号」を「第７条第１項第３号」に改め、同項第第２号中「第

７条第７号」を「第７条第１項第７号」に改め、同項第４号中「育児短時間勤務算出率」を「条例

第４条第１項に規定する育児短時間勤務算出率（以下「育児短時間勤務算出率」という。）」に改め、

同条第３項中「（昭和２４年法律第１号）」を削る。 

  第１３条第１項中「条例第１８条第５項」を「同条第５項」に改め、同項第２号中「第７条第３

号」を「第７条第１項第３号」に改める。 

  第１７条第２項第１号中「第７条第３号」を「第７条第１項第３号」に改め、同項第９号を同項

第１０号とし、同項第８号中「１日の勤務時間の一部について」を削り、「日が９０日」を「期間

が３０日」に、「その勤務しなかった期間」を「その勤務しなかった全期間」に改め、同号を同項

第９号とし、同項第７号の次に次の１号を加える。 

  （８） 勤務時間等条例第１７条第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期

間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

  第２０条の３中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。 

 （一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正） 

３ 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和３３年規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成２９年条例第１７号）第４条の規定に基づき採用する職員のうち、当該職員の職務が専門

的知識又は技術等を必要とするものであって、著しく他の職員との均衡を失し、又はその採用が

著しく困難になると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て職務の級を決定することができ

る。 

  第４条中「職務の級別の分類の内容を定める規則（昭和４０年規則第３号）」を「条例第３条第３

項の規定」に改める。 

  第５条第１項中「のうち、その者の資格に応じて別表第１の初任給基準表（以下「初任給基準表」

という。）に掲げる」を「が別表第１に定める初任給基準表（以下「初任給基準表」という。）に定

められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定

める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第８条第

１項又は第９条第１項の規定により得られる」に改め、同条第２項中「試験」を「区分欄」に、「学
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歴免許欄」を「学歴・免許欄」に改め、同条第３項中「学歴免許欄」を「学歴・免許欄」に改める。 

 （管理職手当支給規則の一部改正） 

４ 管理職手当支給規則（昭和３３年規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「とする（」の次に「条例第４条第１項に規定する」を、「育児短時間勤務職員にあって

はその額に」の次に「同項に規定する」を加え、「任期付育児短時間勤務職員」を「条例第４条第

１項に規定する任期付短時間勤務職員」に、「任期付育児短時間勤務算出率」を「同項に規定する

任期付短時間勤務算出率」に改める。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

５ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  第９条の２中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第９条の３第１項中「第６条の４第２項」を「第６条の４第１号」に、「児童福祉法第２７条第４

項」を「同法第２７条第４項」に、「第６条の４第１項」を「第６条の４第２号」に、「里親であっ

て養子縁組によって養親となることを希望している者」を「養子縁組里親」に改める。 

  第１１条第１号及び第２号中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第１１条の２中「継続勤労年数」を「継続勤務年数」に、「再任用短時間勤務職員」を「再任用短

時間勤務職員等」に改める。 

  第１１条の３第１項第１号、第１１条の４第１号及び第２号、第１３条、第１５条第３項、第１

６条の２第１項並びに第２５条の２第２項中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員

等」に改める。 

  第２９条中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」

に改める。 

  別表第２の９の項中「第６条の４第１項」を「第６条の４第２号」に、「里親であって、養子縁組

によって養親となることを希望している者」を「養子縁組里親」に、「同条第２項」を「同条第１

号」に改め、「である者（」の次に「児童の親その他の」を加え、「養子縁組によって養親となるこ

とを希望している者」を「同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親」に改める。 

（大和高田市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正） 

６ 大和高田市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成２年規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

  別表イ 平成１８年４月１日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表中 

 「５ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

   用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの        」を 

 「５ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

   用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの        

  ６ 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成 

   ２９年条例第１７号）第７条第１項の給料表（以下「特定任期付職員給料表」 

   という。）の適用を受けていた者で同表６号給又は７号給の号給月額を受けて 

いた者                                」に、 

 「５ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち市長の定 

めるもの                               」を 

 「５ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもののうち市長の定 

めるもの 

  ６ 特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表５号給の号給月額を受 

けていた者                              」に、 
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 「４ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(２)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの（第２号区分の 

項第４号に掲げる者を除く。）                      」を 

 「４ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(２)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が６級であったもの（第２号区分の 

項第４号に掲げる者を除く。） 

  ５ 特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表２号給から４号給のい 

ずれかの号給月額を受けていた者                    」に、 

 「４ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第２号区分の 

項第５号に掲げる者を除く。）のうち市長の定めるもの           」を 

 「４ 平成８年４月以後平成１８年３月以前の給与条例の医療職給料表(３)の適 

用を受けていた者でその属する職務の級が５級であったもの（第２号区分の 

項第５号に掲げる者を除く。）のうち市長の定めるもの 

  ５ 特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表１号給の号給月額を受 

けていた者                              」に改める。 

 （大和高田市職員の退職管理に関する条例施行規則の一部改正） 

７ 大和高田市職員の退職管理に関する条例施行規則（平成２８年規則第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１３条第３号の次に次の１号を加える。 

  （４） 大和高田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２９年条例第

１７号）第７条第１項の給料表の適用を受ける職員であって、同表５号給の号給月額以上の号

給を受けるもの 

 

規則第７号 

大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則等の一部を改正する規則 

を次のように定める。 

平成３０年３月２２日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則等の一部を改正する

規則 

 （大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則の一部改正） 

第１条 大和高田市中小企業者の金融の円滑化及び金融負担の軽減に関する規則（平成２３年規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中第７号及び第８号を削り、第９号を第７号とし、第１０号を第８号とする。 

 （大和高田市小口事業資金融資制度及び補給制度に関する規則の一部改正） 

第２条 大和高田市小口事業資金融資制度及び補給制度に関する規則（平成２８年規則第１４号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とし、同条中第１０号を削り、第

１１号を第９号とし、第１２号を第１０号とする。 

 （大和高田市創業者支援事業資金融資制度及び補給制度に関する規則の一部改正） 

第３条 大和高田市創業者支援事業資金融資制度及び補給制度に関する規則（平成２８年規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条中第８号を削り、第９

号を第７号とし、第１０号を第８号とする。 
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   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第８号 

 大和高田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に 

関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成３０年３月２７日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指

定等に関する規則の一部を改正する規則 

 大和高田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に

関する規則（平成１８年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１１５条の１１第１項」を「第１１５条の１２第１項」に改める。 

 第３条中「第１１５条の１４」を「第１１５条の１５」に、「施行規則第１３１条の１０第１項」

を「施行規則第１３１条の１３第１項及び第１４０条の３０第１項」に改める。 

 第６条中「第７８条の１０及び第１１５条の１８」を「第７８条の１１及び第１１５条の２０」に、

「第７８条の１０各号及び第１１５条の１８各号」を「第７８条の１１各号及び第１１５条の２０各

号」に改める。 

 様式第１号中 

「 

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所

の

種

類 

事業所等の所在地 

（〒   ―    ） 

 

  

同一所在地において行う事業の種類 
実施 

事業 

指定申請をする事

業の事業開始予定

年月日 

既に指定を受け

ている事業の 

指定年月日 

様式 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

夜間対応型訪問介護    付表１ 

認知症対応型通所介護    付表２ 

小規模多機能型居宅介護    付表３ 

認知症対応型共同生活介護    付表４ 

地域密着型特定施設入居者生活介護    付表５ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    付表６ 

地
域
密
着
型 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護    付表２ 

介護予防小規模多機能型居宅介護    付表３ 

介護予防認知症対応型共同生活介護    付表４ 

                                            」 

を 

「 

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

事業所等の所在地 

（〒   ―    ） 

 

  

同一所在地において行う事業の種類 
実施 

事業 

指定申請をする事

業の事業開始予定

年月日 

既に指定を受け

ている事業の 

指定年月日 

様式 

地
域
密
着

型
サ
ー
ビ

ス 

夜間対応型訪問介護    付表１ 

認知症対応型通所介護    付表２ 

小規模多機能型居宅介護    付表３ 
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事

業

所

の

種

類 

認知症対応型共同生活介護    付表４ 

地域密着型特定施設入居者生活介護    付表５ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    付表６ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護    付表７ 

看護小規模多機能型居宅介護    付表８ 

地域密着型通所介護    付表９ 

地
域
密
着
型 

介
護
予
防 

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護    付表２ 

介護予防小規模多機能型居宅介護    付表３ 

介護予防認知症対応型共同生活介護    付表４ 

                                            」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

規則第９号 

 大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成３０年３月２７日 

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立病院の料金等に関する条例施行規則（平成１７年規則第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１中「 

新生児介補料 １日 ５，０００円 

人間ドック検診料 

 基本検診 

 脳検診 

 乳がん検診 

 

１回 

１回 

１回 

 

３５，０００円 

２７，７７８円 

２，７００円 

                                         」を 

      「 

新生児介補料 １日 １０，０００円 

人間ドック検診料 

 基本検診 

 脳検診 

 乳がん検診 

 

 

１回 

 

１回 

１回 

 

３５，０００円 

２７，７７８円 

１方向 ４，６３０円 

２方向 ５，２０４円 

                                         」に 

改める。 

 様式第３号中 

「３ 借用した寝具、器具等は大切に使用し、退院時に員数を揃えて返納します。 

なお、破損、紛失等の場合は、弁償金をお支払します。 

                                     」を 

「３ 借用した寝具、器具等は大切に使用し、退院時に員数を揃えて返納します。 

なお、破損、紛失等の場合は、弁償金をお支払します。 

４ 入院治療に必要としない金品、貴重品等を病室に持ち込みません。特別の事 

情によりこれらを病室に持ち込む必要があるときは、自身の責任により保管 

します。 
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５ 病院内及び病院敷地内では、喫煙しません。               」に、 

「医事課事務室」を「受付窓口」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

告示第７号の２ 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第８条の規定により次の公印を改刻しましたので、

同規則第９条の規定により告示します。 

  平成３０年２月５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

 

公印の名称 市長印 

ひな型番号 ３ 

寸法 方２１㎜ 

改刻する理由 ４隅が摩滅したため 

使用開始年月日 平成３０年４月１日 

印影 市長印印影 

 

告示第１７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の２０及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８の規定により、次の者を指

定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に指定したので告示します。 

  平成３０年２月２７日  

大和高田市長 吉田 誠克   

指定等に係る指定特定相談

支援事業者又は指定障害児

相談支援事業者の名称及び

主たる事務所の所在地 

株式会社 奈良ケアセンターはる 

大和高田市礒野北町８－８ 

 

指定等に係る事業所の名称

及び所在地 

相談支援センターあや 

大和高田市礒野北町８－８ 

指定等の年月日 平成３０年３月１日 

指定等に係る指定計画相談

支援又は指定障害児相談支

援の種類 

指定特定相談支援事業 

指定障害児相談支援事業 

事業の主たる対象者 特定無し 

特定相談支援事業所番号又

は障害児相談支援事業所番

号 

２９３０８００２１０ 

２９７０８０１５７７ 

 

告示第１８号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

告 示 
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平成３０年３月１日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成３０年２月６日 ２  １        

平成３０年２月８日 １          

平成３０年２月１４日   １        

平成３０年２月１６日 １      １    

平成３０年２月１９日 １          

平成３０年２月２０日 ２  １        

平成３０年２月２２日 ２          

平成３０年２月２６日   １７        

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後４時 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を徴

取する。 

総額は、１，０００円を限度とする。 

７．連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１９号 

大和高田市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融

機関並びに収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定についての一部を改正する告示を次の

ように定める。 

  平成３０年３月１日  

                               大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱
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金融機関並びに収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定についての一部を改正す

る告示 

 大和高田市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機

関並びに収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定について（平成１５年告示第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 第２項中「株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行」を「株式会社 三菱ＵＦＪ銀行」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

告示第２０号 

 市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない地域、場所及び

物件に掲出されていた広告物を次のとおり屋外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項の規定に

より除却し、保管したので告示します。 

 なお、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定により、当該広告物を廃棄します。 

平成３０年３月６日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．引取期間  公示の日から２週間（屋外広告物法第８条第３項第１号に規定する広告物について

は２日間） 

２．引取方法  引取人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることが確認で

きるものを提示し、受領書及び誓約書と引き換えに返還する。 

３．引取時間  午前９時から午後５時まで（ただし、土日祝日を除く。） 

４．連 絡 先  大和高田市役所 環境建設部 都市計画課 

   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１代表 

整理

番号 
名   称 種 類 数量 

設置 

場所 
除却日 保管開始日 保管場所 

１ 
0729-85-6666

（融資） 
はり札 １ 

神楽 

三丁目 
平成 30･2･27 平成 30･2･27 

雲梯資材置

き場 

 

告示第２１号 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。 

平成３０年３月７日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．職権消除日     平成３０年３月７日 

２．職権消除される者  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

告示第２２号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。                               

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

大和高田市長に対し審査請求をすることができる。 

平成３０年３月７日 

大和高田市長 吉田 誠克   
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１．職権消除日     平成３０年３月７日 

２．職権消除される者  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

 

告示第２３号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成３０年６月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２９年１２月１日から平成２９年１２月３１日までの間 

 

告示第２４号 

平成３０年３月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成３０年３月１５日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 平成３０年度大和高田市一般会計予算 

２ 平成３０年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成３０年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

４ 平成３０年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

５ 平成３０年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

６ 平成３０年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

７ 平成３０年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

８ 平成３０年度大和高田市水道事業会計予算 

９ 平成３０年度大和高田市下水道事業会計予算 

１０ 平成３０年度大和高田市病院事業会計予算 

１１ 平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第１１号） 

１２ 平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

１３ 平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第３号） 

１４ 平成２９年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号） 

  平成３０年度大和高田市一般会計予算 

平成３０年度大和高田市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，３００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （継続費） 
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第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」

による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，

０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.市税 

 

 

 

 

 

 6,473,000 

1.市民税 3,034,000 

2.固定資産税 2,605,000 

3.軽自動車税 140,000 

4.たばこ税 310,000 

5.都市計画税 384,000 

2.地方譲与税 

 

 

 119,000 

1.地方揮発油譲与税 32,000 

2.自動車重量譲与税 87,000 

3.利子割交付金 

 

 18,000 

1.利子割交付金 18,000 

4.配当割交付金 

 

 80,000 

1.配当割交付金 80,000 

5.株式等譲渡所得割交付金 

 

 67,000 

1.株式等譲渡所得割交付金 67,000 

6.地方消費税交付金 

 

 1,051,000 

1.地方消費税交付金 1,051,000 

7.自動車取得税交付金 

 

 40,000 

1.自動車取得税交付金 40,000 

8.地方特例交付金 

 

 37,000 

1.地方特例交付金 37,000 

9.地方交付税 

 

 7,180,000 

1.地方交付税 7,180,000 

10.交通安全対策特別交付金 

 

 9,000 

1.交通安全対策特別交付金 9,000 

11.分担金及び負担金 

 

 361,823 

1.分担金 4,720 
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 2.負担金 357,103 

12.使用料及び手数料 

 

 

 863,463 

1.使用料 571,262 

2.手数料 292,201 

13.国庫支出金 

 

 

 

 4,242,022 

1.国庫負担金 4,021,917 

2.国庫補助金 195,174 

3.国庫委託金 24,931 

14.県支出金 

 

 

 

 1,510,361 

1.県負担金 1,112,793 

2.県補助金 288,620 

3.県委託金 108,948 

15.財産収入 

 

 

 27,563 

1.財産運用収入 26,562 

2.財産売払収入 1,001 

16.寄附金 

 

 1 

1.寄附金 1 

17.繰入金 

 

 69,541 

1.基金繰入金 69,541 

18.繰越金 

 

 250,000 

1.繰越金 250,000 

19.諸収入 

 

 

 

 

 237,726 

1.延滞金加算金及び過料 12,000 

2.市預金利子 1,800 

3.貸付金元利収入 1,630 

4.雑入 222,296 

20.市債 

 

 1,663,500 

1.市債 1,663,500 

歳  入  合  計  24,300,000 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.議会費 

 

 237,750 

1.議会費 237,750 

2.総務費 

 

 2,236,393 

1.総務管理費 1,755,952 

2.徴税費 287,312 

3.戸籍住民基本台帳費 111,269 

4選挙費 41,015 

5.統計調査費 14,613 

6.監査委員費 26,232 

3.民生費 

 

 10,982,946 

1.社会福祉費 4,988,515 

2.児童福祉費 3,162,910 

3.生活保護費 2,831,217 

4.災害救助費 304 

4.衛生費  2,794,462 

1.保健衛生費 1,018,002 
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2.清掃費 1,776,460 

5.労働費 

 

 21,021 

1.労働諸費 21,021 

6.農林水産業費 

 

 297,210 

1.農業費 297,210 

7.商工費 

 

 110,169 

1.商工費 110,169 

8.土木費 

 

 1,640,077 

1.土木管理費 120,121 

2.道路橋りょう費 168,220 

3.河川費 10,132 

4.都市計画費 1,192,678 

5.住宅費 148,926 

9.消防費 

 

 902,492 

1.消防費 902,492 

10.教育費 

 

 

 

 

 

 2,588,844 

1.教育総務費 450,116 

2.小学校費 448,436 

3.中学校費 150,866 

4.高等学校費 384,227 

5.幼稚園費 211,604 

6.社会教育費 388,450 

7.保健体育費 555,145 

11.災害復旧費  4 

1.公共土木施設災害復旧費 4 

12.公債費 

 

 2,468,632 

1.公債費 2,468,632 

13.予備費 

 

 20,000 

1.予備費 20,000 

歳  出  合  計  24,300,000 

 

第２表 継続費                              （単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

2 総務費 1 総務管理費 新庁舎建設事業 5,066,366 

平成 30年度 8,646 

平成 31年度 2,118,504 

平成 32年度 2,939,216 

                         

第３表 債務負担行為 

事     項 期   間 限  度  額 

大和高田市土地開発公社の金融機関等か

らの融資に対する債務保証 

平成３０年度以降事業

満了まで 

借入金１０，０００，０００千

円とこれに対する利子の合

計額 

広報誌等発送業務 平成３２年３月末まで １，７７９千円 

土地路線価算定業務 平成３３年３月末まで １７，８２４千円 

評価要領作成支援業務 平成３３年３月末まで ３，４７４千円 

指定ごみ袋等配送業務 平成３２年３月末まで １，００５千円 

高田千本桜に伴う周辺道路等警備業務 平成３１年４月末まで １時間当たり１，７００円

と消費税等に相当する額に

業務に要した時間数を乗じ
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て得た額 

小学校・幼稚園給食調理業務 平成３３年７月末まで １３７，０６０千円 

 

第４表 地方債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

交通安全対策事業 

 

千円 

 

 

 

 

7,200 

 

 

 

(借入方法) 

 

普通貸借又 

 

は証券発行 

 

の方法によ 

 

る。 

 

 

％ 

3.0 以内 

(ただし､利率見

直し方式で借入

れる場合につい

て､利率の見直し

を行った後にお

いては､当該見直

し 後 の 利 率 )

  

 

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行

その他の場合にはその

債権者と協定するもの

による。 

 ただし、市財政の都合

により据置期間及び償

還期間を短縮し、又は繰

上償還もしくは低利に

借換えすることができ

る。 

保育所整備事業  9,400 〃 〃 〃 

清掃運搬施設等整備事

業 
10,800 〃 〃 〃 

一般廃棄物処理事業 

（ごみ処理施設） 
63,100 〃 〃 〃 

耕地事業 158,200 〃 〃 〃 

河川応急対策事業 2,300 〃 〃 〃 

橋りょう整備事業 19,800 〃 〃 〃 

道路整備事業 8,100 〃 〃 〃 

借換債 

（側溝新設改良事業） 
200 〃 〃 〃 

本郷大中線街路事業 21,000 〃 〃 〃 

大和高田当麻線街路

事業 
92,100 〃 〃 〃 

緑化公園整備事業 13,500 〃 〃 〃 

借換債 

（本郷大中線街路事

業） 

1,700 〃 〃 〃 

借換債 

（中和幹線道路新設

改良事業） 

2,400 〃 〃 〃 

防災対策事業 72,700 〃 〃 〃 

小学校校舎除却事業 165,300 〃 〃 〃 

中学校体育館増改築事

業 

9,800 〃 〃 〃 

臨時財政対策債 853,000 〃 〃 〃 

借換債 

（臨時財政対策債） 
118,700 〃 〃 〃 

借換債 

（減収補てん債） 
34,200 〃 〃 〃 

計 1,663,500    
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平成３０年度大和高田市国民健康保険事業特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，５７８，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，

０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 第２款保険給付費に計上した各項（審査費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.国民健康保険税 

 

 1,372,156 

1.国民健康保険税 1,372,156 

2.使用料及び手数料 

 

 739 

1.手数料 739 

6.県支出金 

 

 5,591,360 

3.県負担金・補助金 5,591,360 

県負担金 0 

県補助金 0 

8.財産収入  22 

1.財産運用収入 22 

9.繰入金  595,947 

1.一般会計繰入金 595,946 

2.基金繰入金 1 

11.諸収入 

 

 18,576 

1.延滞金加算金及び過料 7,023 

2.市預金利子 5 

3.療養費等指定公費返還金 330 

4.雑入 11,218 

国庫支出金 

 

 0 

国庫負担金 0 

国庫補助金 0 

療養給付費等交付金  0 

療養給付費等交付金 0 

前期高齢者交付金  0 

前期高齢者交付金 0 

共同事業交付金 

 

 0 

共同事業交付金 0 

歳  入  合  計  7,578,800 
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（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.総務費 

 

 121,390 

1.総務管理費 103,763 

2.徴税費 17,177 

3.運営協議会費 450 

2.保険給付費 

 

 5,566,058 

1.療養諸費 4,862,141 

2.高額療養費 666,800 

3.出産育児諸費 33,617 

4.葬祭諸費 3,300 

5.移送費 200 

3.国民健康保険事業費納付金  1,802,007 

1.医療給付費分 1,291,352 

2.後期高齢者支援金等分 350,749 

3.介護納付金分 159,906 

7.共同事業拠出金 

 

 5 

1.共同事業拠出金 5 

8.保健事業費  78,985 

1.特定健康診査等事業費 69,990 

2.保健事業費 8,995 

9.基金積立金 

 

 22 

1.基金積立金 22 

10.公債費  1,768 

1.公債費 1,768 

11.諸支出金 

 

 8,065 

1.償還金及び還付加算金 7,500 

2.繰出金 235 

3.療養費等指定公費立替金負担金 330 

旧老人保健拠出金 0 

12.予備費 

 

 500 

1.予備費 500 

後期高齢者支援金等 

 

 0 

後期高齢者支援金等 0 

前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等 0 

介護納付金 

 

 0 

介護納付金 0 

歳  出  合  計  7,578,800 

 

平成３０年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３７，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １０，０００千円と定める。 

第１表 歳入歳出予算 
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（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.診療収入 

 

 112,870 

1.外来収入 108,170 

2.その他検査等収入 4,700 

2.使用料及び手数料 

 

 12,047 

1.使用料 216 

2.手数料 11,831 

3.財産収入 

 

 4 

1. 財産運用収入 4 

4.繰入金 

 

 12,045 

1.基金繰入金 11,810 

2.特別会計繰入金 235 

6.諸収入 

 

 34 

1.市預金利子 1 

2.雑入 33 

繰越金 

 

 0 

繰越金 0 

歳  入  合  計  137,000 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.総務費 

 

 68,345 

1.施設管理費 68,106 

2.研究研修費 239 

2.医業費 

 

 68,134 

1.医業費 68,134 

3.基金積立金 

 

 4 

1.基金積立金 4 

4.公債費 

 

 17 

1.公債費 17 

5.予備費 

 

 500 

1.予備費 500 

歳  出  合  計  137,000 

 

平成３０年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，９００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３５０，０

００千円と定める。 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.諸収入  9,900 
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 1.市預金利子 1 

2.雑入 9,899 

歳  入  合  計  9,900 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.住宅新築資金等貸付事業費 

 

 5 

1.運用管理費 5 

2.公債費 

 

 9,895 

1.公債費 9,895 

歳  出  合  計  9,900 

 

平成３０年度大和高田市駐車場事業特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３６０，０

００千円と定める。 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.使用料及び手数料 

 

 21,616 

1.使用料 21,616 

2.諸収入 

 

 2 

1.市預金利子 2 

3.繰入金 

 

 12,782 

1.一般会計繰入金 12,782 

歳  入  合  計  34,400 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.駐車場費 

 

 32,108 

1.駐車場費 32,108 

2.公債費 

 

 2,192 

1.公債費 2,192 

4.予備費 

 

 100 

1.予備費 100 

歳  出  合  計  34,400 

 

平成３０年度大和高田市介護保険事業特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，１３５，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 
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第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３５０，０

００千円と定める。 

 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.保険料 

 

 1,347,906 

1.介護保険料 1,347,906 

2.使用料及び手数料 

 

 12 

1.手数料 12 

3.国庫支出金 

 

 1,393,051 

1.国庫負担金 984,646 

2.国庫補助金 408,405 

4.支払基金交付金 

 

 1,534,945 

1.支払基金交付金 1,534,945 

5.県支出金 

 

 849,051 

1.県負担金 800,875 

2.県補助金 48,176 

6.財産収入 

 

 39 

1.財産運用収入 39 

7.繰入金 

 

 989,883 

1.一般会計繰入金 895,513 

2.基金繰入金 94,370 

9.諸収入 

 

 20,613 

1.延滞金加算金及び過料 10 

2.市預金利子 60 

3.雑入 20,543 

歳  入  合  計  6,135,500 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.総務費 

 

 128,916 

1.総務管理費 78,130  

2.徴収費 3,679 

3.介護認定審査会費 46,796 

4.介護保険運営協議会費 311 

2.保険給付費 

 

 5,493,912 

1.給付諸費 5,493,912 

3.地域支援事業費 

 

 351,819 

1.介護予防・生活支援総合事業費 212,114 

2.包括的支援事業・任意事業費 139,705 

5.基金積立金 

 

 158,296 

1.基金積立金 158,296 

6.公債費 

 

 201 

1.公債費 201 

7.諸支出金 

 

 2,356 

1.償還金及び還付加算金 2,356 

歳  出  合  計  6,135,500 
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平成３０年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

平成３０年度大和高田市の後期高齢者医療保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８１４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０

００千円と定める。 

 

第１表 歳入歳出予算 

（歳入）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.後期高齢者医療保険料 

 

 540,354 

1.後期高齢者医療保険料 540,354 

2.使用料及び手数料 

 

 36 

2.手数料 36 

3.繰入金 

 

 258,826 

1.一般会計繰入金 258,826 

5.諸収入 

 

 13,428 

1.市預金利子 20 

2.雑入 13,406 

3.延滞金加算金及び過料 2 

7.国庫支出金 

 

 1,356 

2.国庫補助金 1,356 

歳  入  合  計  814,000 

 

（歳出）                                 （単位：千円） 

款 項 本年度予算額 

1.総務費 

 

 36,507 

1.総務管理費 35,210 

2.徴収費 1,297 

2.後期高齢者医療広域連合負担金 

 

 763,897 

1.後期高齢者医療広域連合負担金 763,897 

3.保健事業費 

 

 11,906 

1.保健事業費 11,906 

4.公債費 

 

 90 

1.公債費 90 

5.諸支出金  1,500 

1.償還金及び還付加算金 1,500 

6.予備費 

 

 100 

1.予備費 100 

歳  出  合  計  814,000 

 

平成３０年度大和田高田市水道事業会計予算 

（総 則） 

第１条 平成３０年度大和田高田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予算量） 
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第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）総   配   水   量                   ７，０２０，０００㎥ 

     （うち県営水道からの受水量）               ７，０２０，０００㎥ 

  （２）一  日  平  均  配  水  量                   １９，２３２㎥ 

  （３）平  均  給  水  件  数                     ３０，８１５件 

  （４）主 要 な 建 設 改 良 事 業 

     イ．配水管布設、布設替及び移設工事             ４４４，０５４千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

第１款 水道事業収益                                      １，９１１，８８１千円 

第１項 営業収益                     １，８０５，４７７千円 

第２項 営業外収益                      １０６，３２９千円 

第３項 特別利益                             ７５千円 

支    出 

第１款 水道事業費用                   １，７３０，３５８千円 

第１項 営業費用                     １，６６４，６４８千円 

第２項 営業外費用                       ６２，７１０千円 

第３項 特別損失                          １，０００千円 

第 4項 予備費                           ２，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 基本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額３４９，９８９千円は当年度分損益勘定留保資金２９８，８６３千円、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２３，１０５千円、建設改良積立金２８，０２１千円で補てんす

るものとする。）。 

収    入 

第１款 基本的収入                      ３２９，０４７千円 

第１項 企業債                       １５０，０００千円 

第３項 負担金                         １７９，０４７千円 

支    出 

第１款 資本的支出                      ６７９，０３６千円 

第１項 建設改良費                      ５１１，１７４千円 

第２項 企業債償還金                     １６５，８６２千円 

第６項 予備費                          ２，０００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

建設改良事業債 150,000千円 証書借入 3.0％ 以内 

政府資金、地方公共団体金融機構

資金については、その融資条件に

より、銀行その他の場合は、その

債権者との協定による。ただし、

企業財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、もしくは

繰上償還又は低利に借り換える

ことができる。 
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（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は４００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）収益的支出における各項間の流用 

 （２）資本的支出における各項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

    （１）職員給与費          １８７，７９０千円 

    （２）交際費                 ２０千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、３，４９３千円と定める。 

 

平成３０年度大和田高田市下水道事業会計予算 

（総 則） 

第１条 平成３０年度大和田高田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予算量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）水洗化戸数                            １２，２００戸 

  （２）年間総排水量                       ２，７００，０００㎥ 

  （３）主要な建設改良事業  管路建設費等           １，２２５，４４８千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

第１款 下水道事業収益                  １，４１０，４１１千円 

第１項 営業収益                       ４０９，３２８千円 

第２項 営業外収益                    １，０００，５８３千円 

第６項 国庫補助金                           ５００千円 

支    出 

第１款 下水道事業費用                  １，３３６，１６６千円 

第１項 営業費用                     １，０８８，４６０千円 

第２項 営業外費用                      ２４７，４５６千円 

第３項 特別損失                             ５０千円 

第 4項 予備費                             ２００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 基本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額２５７，９６８千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額６９，１２６千円、

当年度分損益勘定留保資金１６２，４２６千円、当年度利益剰余金予定処分額２６，４１６千

円で補てんするものとする）。 

収    入 

第１款 基本的収入                    ２，０８３，２５３千円 

第１項 企業債                     １，４０６，２２０千円 

第２項 他会計補助金                  ３１７，５３３千円 

第３項 国庫補助金                       ３５６，０００千円 
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第４項 長期貸付金償還金                  ３，５００千円 

支    出 

第１款 資本的支出                    ２，３４１，２２１千円 

第１項 建設改良費                    １，２２５，４４８千円 

第２項 企業債償還金                   １，１１２，０７３千円 

第３項 長期貸付金                         ３，５００千円 

第４項 予備費                            ２００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

下水道事業 879,700千円 

(借入方法) 

普通貸借又 

は証券発行 

の方法によ 

る。 

 

 

 

3.0％ 以内 

(ただし､利率見

直し方式で借入

れる場合につい

て､利率の見直し

を行った後にお

いては､当該見直

し後の利率) 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合に

は、その債権者と協定

するものによる。 

ただし、企業財政の都

合により据置期間及び

償還期間を短縮し、又

は繰上償還もしくは低

利に借換えすることが

できる。 
資本費平準化債 526,520千円 

計 1,406,220千円    

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は２，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）収益的支出における各項間の流用 

 （２）資本的支出における各項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費          ７３，７６０千円 

（他会計からの補助） 

第９条 下水道事業運営を助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は６８１，６０

６千円である。 

 

平成３０年度大和高田市病院事業会計予算 

（総 則） 

第１条 平成３０年度大和高田市病院事業会計の予算は、次の定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

 （１）病床数                                   320床 

（２）年間入院患者数及び外来患者数  入院患者数 93,323人   外来患者数     205,448人 

（３）１日平均入院患者数及び外来患者数    入院患者数    256人   外来患者数         842人 
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（４）主要な建設改良事業                                   設備改良費        １千円 

設備新設費           １千円 

固定資産購入費    117,400千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定は、次のとおりと定める。 

収    入 

第１款 病院事業収益                       7,545,143千円 

第１項 医業収益                         7,170,324千円 

第２項 医業外収益                         369,817千円 

第３項 特別利益                           5,002千円 

支    出 

第１款 病院事業費用                       7,523,224千円 

第１項 医業費用                         7,253,013千円 

第２項 医業外収益                         241,609千円 

第３項 特別損失                           27,602千円 

第 4項 予備費                             1,000千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額４２１，７５９千円は、過年度分損益勘定留保資金１９９，４８７千円、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額８，６９６千円、当年度分損益勘定留保資金２１３，５７６千

円で補てんするものとする。）。 

収    入 

第１款 基本的収入                         310,003千円 

第１項 企業債                          110,000千円 

第２項 補助金                              1千円 

第３項 負担金                            200,000千円 

第 4項 固定資産売却代                       1千円  

第５項 寄附金                           1千円                           

支    出 

第１款 資本的支出                         731,762千円 

第１項 建設改良費                         122,410千円 

第２項 企業債償還金                        608,852千円 

第３項 予備費                             500千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項             期   間            限 度 額 

病院事業に係る賃借    平成３１年度から契約期限到来の日まで    契約に定める額 

病院事業に係る委託    平成３１年度から契約期限到来の日まで    契約に定める額 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還方法 

病院医療器械整備事業 

 

110,00千円 

 

 

 

 

 

 

 

証書借入 

 

 

 

3.0％ 以内 政府資金、地方公共団体金融

機構資金については、その融

資条件により、銀行その他の

場合は、その債権者と協定に

よる。ただし、企業財政の都

合により据置期間及び償還

期限を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借り換える

ことができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は３，０００，０００千円に定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １．収益的支出における各項間の流用 

 ２．資本的支出における各項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 １．職員給与費         4,392,780千円 

 ２．交際費             400千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 地方公営企業法第１７条の２第１項の規定により一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は５４０，０００千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、８２１，４６０千円と定める。 

 

平成２９年度大和高田市一般会計補正予算（第１１号） 

平成２９年度大和高田市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２７，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２５，０８１，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債は、「第４表 地方債補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 
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款 項 補正前の額 補 正 額 計 

9.地方交付税 

 
 7,184,815 130,078 7,314,893 

1.地方交付税 7,184,815 130,078 7,314,893 

13.国庫支出金 

 
 4,459,872 88,725 4,548,597 

1.国庫負担金 4,131,793 8,568 4,140,361 

2.国庫補助金 303,548 80,157 383,705 

14.県支出金 

 
 1,527,563 4,550 1,532,113 

1.県負担金 1,116,960 4,477 1,121,437 

2.県補助金 291,762 73 291,835 

15.財産収入 

 
 261,944 △43,294 218,650 

2.財産売払収入 236,001 △43,294 192,707 

16.寄附金 

 
 922 4,033 4,955 

1.寄附金 922 4,033 4,955 

18.繰越金 

 
 128,150 115,666 243,816 

1.繰越金 128,150 115,666 243,816 

19.諸収入 

 
 249,156 33,242 282,398 

4.雑入 234,486 33,242 267,728 

20.市債 

 
 1,650,200 294,000 1,944,200 

1.市債 1,650,200 294,000 1,944,200 

補正されなかった科目に係る額 8,991,378 0 8,991,378 

歳  入  合  計 24,454,000 627,000 25,081,000 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費 

 

 237,940 256 238,196 

1.議会費 237,940 256 238,196 

2.総務費 

 
 2,377,600 67,020 2,444,620 

1.総務管理費 1,873,377 77,788 1,951,165 

3.戸籍住民基本台

帳費 
127,117 △10,768 116,349 

3.民生費 

 
 11,072,211 145,237 11,217,448 

1.社会福祉費 5,059,074 97,625 5,156,699 

2.児童福祉費 3,015,607 44,589 3,060,196 

3.生活保護費 2,997,226 3,023 3,000,249 

4.衛生費  2,876,110 34,821 2,910,931 

1.保健衛生費 1,032,491 44,500 1,076,991 

2.清掃費 1,843,619 △9,679 1,833,940 

9.消防費 

 
 821,145 5,612 826,757 

1.消防費 821,145 5,612 826,757 

10.教育費 

 
 2,478,015 387,991 2,866,006 

1.教育総務費 428,271 407 428,678 

3.中学校費 207,024 385,286 592,310 

5.幼稚園費 197,571 2,298 199,869 

11.災害復旧費 

 
 83,304 0 83,304 

1.公共土木施設災

害復旧費 
56,004 0 56,004 
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12.公債費 

 
 2,480,140 △13,937 2,466,203 

1.公債費 2,480,140 △13,937 2,466,203 

補正されなかった科目に係る額 2,027,535 0 2,027,535 

歳  出  合  計 24,454,000 627,000 25,081,000 

 

第２表 繰越明許費 

（単位：千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

土木費 道路橋りょう費 道路新設改良事業 4,340 

側溝維持工事 4,760 

河川費 河川調査業務 6,600 

排水路改良工事 4,627 

貯留施設整備工事 68,260 

都市計画費 シビックコア地区基本構想策定業務 8,560 

本郷大中線街路事業 43,873 

教育費 中学校費 高田西中学校大規模改造事業 79,983 

高田中学校体育館増改築事業 305,303 

災害復旧費 公共土木施設 

災害復旧費 
土木施設災害復旧事業 43,300 

農林水産業施設 

災害復旧費 
農業施設災害復旧事業 17,480 

 

第３表 債務負担行為補正 

（単位：千円） 

事     項 期     間 限 度 額 

高田西中学校大規模改造工事 平成３２年３月末まで 182,000   

高田西中学校大規模改造工事に伴う施工監理料 平成３２年 3月末まで 4,627 

 

第４表 地方債補正 

起債の

目的 

補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 
起債の方

法 
利 率 償還の方法 
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中学校体

育館増改

築事業 

千円 

 

 

 

 

 

 

7,600 

（借入方法） 

 

普通貸借

又は証券

発行の方

法による。 

% 

3.0 

以内 

(ただし、 

利率見直 

し方式で 

借入れる 

場合につ 

いて、利 

率の見直 

しを行っ 

た後にお 

いては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

 政府資金に 

ついては、そ 

の融資条件に 

より、銀行そ 

の他の場合に 

はその債権者 

と協定するも 

のによる。 

 ただし、市 

財政の都合に 

より据置期間 

及び償還期間 

を短縮し、又 

は繰上償還も 

しくは低利に 

借換えするこ 

とがでる。 

千円 

  

  

  

 

 

 

246,700 

（借入方法） 

  

普通貸借

又は証券

発行の方

法による。 

% 

3.0 

以内 

(ただし、 

利率見直 

し方式で 

借入れる 

場合につ 

いて、利 

率の見直 

しを行っ 

た後にお 

いては、 

当該見直 

し後の利 

率） 

 政府資金に

ついては、そ 

の融資条件に 

より、銀行そ 

の他の場合に 

はその債権者 

と協定するも 

のによる。 

 ただし、市 

財政の都合に 

より据置期間 

及び償還期間 

を短縮し、又 

は繰上償還も 

しくは低利に 

借換えするこ 

とができる。 

中学校大

規模改造

事業 

7,500 〃 〃 〃 62,400 〃 〃 〃 

 

平成２９年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

平成２９年度大和高田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８，６５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９，７８５，７１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

（歳入）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3.国庫支出金 

 
 2,629,219 △58,451 2,570,768 

2.国庫補助金 1,075,257 △58,451 1,016,806 

6.県支出金 

 
 507,204 118 507,322 

2.県補助金 425,183 118 425,301 

9.繰入金 

 
 633,017 96,984 730,001 

1.一般会計繰入金 633,016 96,984 730,000 

補正されなかった科目に係る額 5,977,619 0 5,977,619 

歳  入  合  計 9,747,059 38,651 9,785,710 

 

（歳出）                                  （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1.議会費 

 

 111,228 442 111,670 

1.総務管理費 91,138 442 91,580 

2.保険給付費  5,923,472 △6,300 5,917,172 
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 3.出産育児諸費 37,819 △6,300 31,519 

4.前期高齢者納付金等  3,526 37 3,563 

1.前期高齢者納付

金等 
   3,526 37 3,563 

10.諸支出金 

 
 9,590 44,472 54,062 

1.償還金及び還付

加算金 
7,600 41,472 49,072 

2.繰出金 390 3,000 3,390 

補正されなかった科目に係る額 3,699,243 0 3,699,243 

歳  出  合  計 9,747,059 38,651 9,785,710 

 

平成２９年度大和高田市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第１条 平成２９年度大和高田市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第２条  平成２９年度大和高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的収入

及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

           収       入 

   （科   目）        （既決予定額）     （補正予定額）     （ 計 ） 

 第１款 資本的収入     2,174,946千円    △265,000千円    1,909,946千円 

 第１項 下水道事業債      1,493,913千円     △127,000千円     1,366,913千円 

第３項 国庫補助金         360,000千円     △138,000千円       222,000千円 

           支       出 

   （科   目）          （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

 第１款 資本的支出      2,382,217千円     △265,000千円     2,117,217千円 

 第１項 建設改良費       1,277,018千円     △276,000千円     1,001,018千円 

第２項 企業債償還金      1,101,499千円        11,000千円     1,112,499千円 

 

平成２９年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号） 

第１条 平成２９年度大和高田市病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第２条 平成２９年度大和高田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     （科   目）       （既決予定額）      （補正予定額）     （ 計 ） 

収  入 

  第１款 病院事業収益     7,442,439千円      445,000千円     7,486,939千円 

    第１項 医業収益      7,085,782千円       10,000千円     7,095,782千円 

    第２項 医業外収益      351,655千円       34,500千円      386,155千円 

支  出  

 第１款 病院事業費用     7,451,232千円       58,069千円     7,509,301千円 

    第１項 医業費用        7,176,678千円       55,938千円      7,232,616千円 

    第２項 医業外費用      245,952千円        2,131千円      248,083千円 

第３条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。     

（科   目）       （既決予定額）      （補正予定額）     （ 計 ） 

 1. 職員給与費      4,188,123千円       56,552千円     4,244,675千円 

第４条 予算第１０条に定めた一般会計からこの会計への補助を受ける金額「５４０，０００千円」

を「５８４，５００千円」に改める。 
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告示第２５号 

市道路線認定に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１５３１ 高５３１号線 
土庫１丁目６７９番５先  

土庫１丁目６７９番９先 

１５３２ 高５３２号線 
大字有井１５９番８先  

大字有井１５９番５先 

１５３３ 高５３３号線 
曽大根１丁目４１番２３先  

曽大根１丁目４１番１０先 

１５３４ 高５３４号線 
春日町１丁目５２３番５２先  

 春日町１丁目５２３番５６先 

１５３５ 高５３５号線 
春日町１丁目５２３番５７先  

 春日町１丁目５２３番６１先 

１５３６ 高５３６号線 
中三倉堂２丁目６５８番４先  

中三倉堂２丁目６５８番１０先 

１５３７ 高５３７号線 
大字築山１７９番３３先  

大字築山１７９番１６先 

１５３８ 高５３８号線 
大字築山１７９番３１先  

大字築山１７９番７先 

１５３９ 高５３９号線 
大字曽大根４３６番３先  

大字曽大根４３６番５先 

１５４０ 高５４０号線 
大字勝目５９番１０先  

 大字勝目５９番５先 

１５４１ 高５４１号線 
大字田井１７４番先  

 大字田井１７２番８先 

１５４２ 高５４２号線 
大字有井１００番４先  

大字有井９４番２０先 

１５４３ 高５４３号線 
東中２丁目２１５番２先  

東中２丁目２６３番１先 

１５４４ 高５４４号線 
東中２丁目２６０番２先  

東中２丁目２６０番９先 

１５４５ 高５４５号線 
東中２丁目２５５番１先  

東中２丁目２５４番１０先 

１５４６ 高５４６号線 
北片塩町５８番３先  

 北片塩町５５番１先 

２０３９ 瀬 ３９号線 
大字池尻７４番２先  

 大字池尻７６番１先 

３１６２ 陵１６２号線 
大字市場１７８番３先  

大字市場１７８番１１先 

３１６３ 陵１６３号線 
大字大谷４４１番１先  

大字大谷７４４番１３先 

３１６４ 陵１６４号線 
大字市場１６７番３先  

大字市場１６８番１２先 

３１６５ 陵１６５号線 
大字池田２３４番７先  

大字池田２３２番１５先 
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３１６６ 陵１６６号線 
大字池田２３２番２６先  

 大字池田２３２番７先 

３１６７ 陵１６７号線 
大字池田２２６番４１先  

 大字池田２２６番１１先 

３１６８ 陵１６８号線 
大字池田２２６番３０先  

大字池田２２６番３５先 

３１６９ 陵１６９号線 
大字池田２２３番１４先  

大字池田２２３番１０先 

３１７０ 陵１７０号線 
大字池田２２６番３８先  

大字池田２６７番４８先 

３１７１ 陵１７１号線 
大字池田２２３番１６先  

大字池田２４０番２８先 

３１７２ 陵１７２号線 
大字池田２４０番２５先  

 大字池田２４５番１０先 

３１７３ 陵１７３号線 
大字池田２４０番１７先  

 大字池田２４５番１３先 

３１７４ 陵１７４号線 
大字池田２４０番８先  

大字池田２４５番１９先 

３１７５ 陵１７５号線 
大字池田２４０番２先  

大字池田２６７番２先 

３１７６ 陵１７６号線 
大字池田２７２番３９先  

大字池田２６７番１０先 

３１７７ 陵１７７号線 
大字池田２７２番４４先  

大字池田２６７番２７先 

３１７８ 陵１７８号線 
大字大谷５６０番２１先  

 大字大谷５６０番８４先 

３１７９ 陵１７９号線 
大字大谷５６０番１４先  

 大字大谷５６０番１０２先 

３１８０ 陵１８０号線 
大字大谷５６０番８先  

大字大谷５６４番９先 

３１８０ 陵１８１号線 
大字大谷５６０番２先  

 大字大谷５６４番１６先 

３１８１ 陵１８２号線 
大字岡崎３０番２先  

 大字岡崎３９番１先 

３１８２ 陵１８３号線 
大字岡崎３９番１先  

大字岡崎４５番先 

３１８３ 陵１８４号線 
大字市場５６４番１７先  

大字市場５７５番２先 

４１２８ 天１２８号線 
大字奥田３５番３先  

大字奥田３４番８先 

４１２９ 天１２９号線 
大字吉井４８番１先  

大字吉井４８番２先 

４１３０ 天１３０号線 
大字根成柿３２９番２０先  

 大字根成柿３２９番１３先 

４１３１ 天１３１号線 
大字出９０番２先  

 大字出９１番８先 

４１３２ 天１３２号線 
大字出８５番１４先  

大字出８８番８先 

４１３３ 天１３３号線 
大字出８０番３先  

大字出８２番４先 

４１３４ 天１３４号線 大字出９５番３先  
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大字出９６番６先  

 

告示第２６号 

市道の区域の決定及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高５３１号線 
土庫１丁目６７９番５先から 

土庫１丁目６７９番９先まで 
6.0～8.0 45.3  

高５３２号線 
大字有井１５９番８先から 

大字有井１５９番５先まで 
6.0～8.0 34.2  

高５３３号線 
曽大根１丁目４１番２３先から 

曽大根１丁目４１番１０先まで 
6.0～6.0 148.8  

高５３４号線 
春日町１丁目５２３番５２先から 

春日町１丁目５２３番５６先まで 
6.0～8.0 22.8 

 

 

高５３５号線 
春日町１丁目５２３番５７先から 

春日町１丁目５２３番６１先まで 
6.0～8.0 23.5 

 

 

高５３６号線 
中三倉堂２丁目６５８番４先から 
中三倉堂２丁目６５８番１０先まで 

6.0～8.0 102.2 
 

 

高５３７号線 
大字築山１７９番３３先から 

大字築山１７９番１６先まで 
6.0～8.0 84.4  

高５３８号線 
大字築山１７９番３１先から 

大字築山１７９番７先まで 
6.0～8.0 21.2  

高５３９号線 
大字曽大根４３６番３先から 

大字曽大根４３６番５先まで 
6.0～8.0 67.2  

高５４０号線 
大字勝目５９番１０先から 

大字勝目５９番５先まで 
6.0～8.0 41.3 

 

 

高５４１号線 
大字田井１７４番先から 

大字田井１７２番８先まで 
6.0～6.0 101.8 

 

 

高５４２号線 
大字有井１００番４先から 

大字有井９４番２０先まで 
6.0～8.0 97.9 

 

 

高５４３号線 
東中２丁目２１５番２先から 

東中２丁目２６３番１先まで 
5.0～7.4 213.8  

高５４４号線 
東中２丁目２６０番２先から 

東中２丁目２６０番９先まで 
6.0～8.0 88.2  

高５４５号線 
東中２丁目２５５番１先から 

東中２丁目２５４番１０先まで 
6.0～8.0 84.6  

高５４６号線 
北片塩町５８番３先から 

北片塩町５５番１先まで 
4.0～4.5 77.2 

 

 

瀬 ３９号線 
大字池尻７４番２先から 

大字池尻７６番１先まで 
6.0～8.0 40.7 

 

 

陵１６２号線 
大字市場１７８番３先から 

大字市場１７８番１１先まで 
6.0～8.0 36.9 
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陵１６３号線 
大字大谷４４１番１先から 

大字大谷７４４番１３先まで 
6.0～8.0 50.0  

陵１６４号線 
大字市場１６７番３先から 

大字市場１６８番１２先まで 
6.0～8.0 96.2  

陵１６５号線 
大字池田２３４番７先から 

大字池田２３２番１５先まで 
4.0～4.2 97.8  

陵１６６号線 
大字池田２３２番２６先から 

大字池田２３２番７先まで 
4.0～4.0 100.4  

陵１６７号線 
大字池田２２６番４１先から 

大字池田２２６番１１先まで 
4.0～4.0 99.4  

陵１６８号線 
大字池田２２６番３０先から 

大字池田２２６番３５先まで 
4.0～4.0 98.3  

陵１６９号線 
大字池田２２３番１４先から 

大字池田２２３番１０先まで 
3.9～4.0 58.5 

 

 

陵１７０号線 
大字池田２２６番３８先から 

大字池田２６７番４８先まで 
3.6～4.3 225.9 

 

 

陵１７１号線 
大字池田２２３番１６先から 

大字池田２４０番２８先まで 
3.9～4.1 198.1 

 

 

陵１７２号線 
大字池田２４０番２５先から 

大字池田２４５番１０先まで 
4.0～4.1 107.8  

陵１７３号線 
大字池田２４０番１７先から 

大字池田２４５番１３先まで 
4.1～4.1 108.8  

陵１７４号線 
大字池田２４０番８先から 

大字池田２４５番１９先まで 
3.9～4.1 110.0  

陵１７５号線 
大字池田２４０番２先から 

大字池田２６７番２先まで 
3.9～4.0 109.8  

陵１７６号線 
大字池田２７２番３９先から 

大字池田２６７番１０先まで 
4.1～4.1 110.3  

陵１７７号線 
大字池田２７２番４４先から 

大字池田２６７番２７先まで 
4.0～4.1 110.8  

陵１７８号線 
大字大谷５６０番２１先から 

大字大谷５６０番８４先まで 
3.3～3.6 21.7 

 

 

陵１７９号線 
大字大谷５６０番１４先から 

大字大谷５６０番１０２先まで 
3.8～3.8 30.3 

 

 

陵１８０号線 
大字大谷５６０番８先から 

大字大谷５６４番９先まで 
3.7～3.8 39.4 

 

 

陵１８１号線 
大字大谷５６０番２先から 

大字大谷５６４番１６先まで 
4.0～4.8 50.7  

陵１８２号線 
大字岡崎３０番２先から 

大字岡崎３９番１先まで 
1.8～4.3 53.9  

陵１８３号線 
大字岡崎３９番１先から 

大字岡崎４５番先まで 
2.0～7.2 69.2  

陵１８４号線 
大字市場５６４番１７先から 

大字市場５７５番２先まで 
4.0～5.6 220.4  

天１２８号線 
大字奥田３５番３先から 

大字奥田３４番８先まで 
6.8～8.8 88.5  

天１２９号線 
大字吉井４８番１先から 

大字吉井４８番２先まで 
6.0～8.0 64.0  

天１３０号線 
大字根成柿３２９番２０先から 

大字根成柿３２９番１３先まで 
6.0～8.0 67.2 

 

 

天１３１号線 大字出９０番２先から 6.0～8.0 57.9  
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大字出９１番８先まで  

天１３２号線 
大字出８５番１４先から 

大字出８８番８先まで 
6.0～8.0 72.1 

 

 

天１３３号線 
大字出８０番３先から 

大字出８２番４先まで 
6.0～8.0 47.3  

天１３４号線 
大字出９５番３先から 

大字出９６番６先まで 
5.0～5.0 80.1  

３．供用開始の期日 平成３０年３月１９日 

 

告示第２７号 

市道路線変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

整理番号 旧新別 路 線 名 起 点 終 点 
重要な 

経過地 

３０７９ 

旧 

陵 ７９号線 

大和高田市大字市場５１１番先 

大和高田市大字岡崎３９番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字市場５１１番先 

大和高田市大字市場６８４番２先 

３１０８ 

旧 

陵１０８号線 

大和高田市大字市場５０３番７先 

大和高田市大字市場５７５番２先 

 

 

 
新 

大和高田市大字市場５０３番７先 

大和高田市大字市場５４７番１５先 

３１２９ 

旧 

陵１２９号線 

大和高田市大字大谷２９３番８先 

大和高田市大字大谷２９２番４先 

 

 

 
新 

大和高田市大字大谷２９３番８先 

大和高田市大字大谷３０１番２先 

３１３５ 

旧 

陵１３５号線 

大和高田市大字大谷５７７番７先 

大和高田市大字大谷５６８番３９先 

 

 

 
新 

大和高田市大字大谷５７７番７先 

大和高田市大字大谷５６７番４先 

３１５７ 

旧 

陵１５７号線 

大和高田市大字大中１３番１先 

大和高田市大字岡崎３９番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字岡崎４６番７先 

大和高田市大字大中１３番１先 

告示第２８号 

市道の区域の変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域の変更を次のよ

うに決定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   
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路 線 名 変更の区間 

変更前の 

幅員（ｍ） 

変更前の 

延長（ｍ） 

変更後の 

幅員（ｍ） 

変更後の 

延長（ｍ） 

陵 ７９号線 
大和高田市大字市場５１１番先から 

大和高田市大字市場６８４番２先まで 

1.8～9.4   560.8 

3.2～9.4   679.5 

陵１０８号線 
大和高田市大字市場５０３番７先から 

大和高田市大字市場５７５番２先まで 

4.0～6.6   212.8 

5.6～6.6   102.4 

陵１２９号線 
大和高田市大字大谷２９３番８先から 

大和高田市大字大谷３０１番２先まで 

4.4～5.1   102.8 

4.0～5.6   212.6 

陵１３５号線 
大和高田市大字大谷５７７番７先から 

大和高田市大字大谷５６７番４先まで 

4.0～4.3   123.8 

3.9～4.3   165.1 

陵１５７号線 
大和高田市大字岡崎４６番７先から 

大和高田市大字大中１３番１先まで 

1.3～7.2   529.0 

1.3～9.1   488.8 

 

告示第２９号 

供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

陵 ７９号線 
大和高田市大字市場５１１番先から 

大和高田市大字市場６８４番２先まで 
平成３０年３月１９日 

陵１０８号線 
大和高田市大字市場５０３番７先から 

大和高田市大字市場５４７番１５先まで 
平成３０年３月１９日 

陵１２９号線 
大和高田市大字大谷２９３番８先から 

大和高田市大字大谷３０１番２先まで 
平成３０年３月１９日 

陵１３５号線 
大和高田市大字大谷５７７番７先から 

大和高田市大字大谷５６７番４先まで 
平成３０年３月１９日 

陵１５７号線 
大和高田市大字岡崎４６番７先から 

大和高田市大字大中１３番１先まで 
平成３０年３月１９日 

 

告示第３０号 

市道路線廃止に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

大和高田市長 吉田 誠克   

路線番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

３０１５ 陵 １５号線 
大字池田２４５番１３先  

大字池田２３２番２６先 

３０１６ 陵 １６号線 
大字池田２６７番１０先  

大字池田２２６番３０先 

３０８１ 陵 ８１号線 
大字岡崎４６番１先  

大字市場６８３先 

３０９５ 陵 ９５号線 大字岡崎３３番１先  
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大字岡崎４５番先 

 

告示第３１号 

市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成３０年３月１９日 

 

大和高田市長 吉田 誠克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高 ６０号線 
大字松塚４９３番先から 

大字松塚４９１番１先まで 

前 4.2～4.3 62.4 
面積増 

後 4.7～4.8 62.4 

高 ６３号線 
大字東雲町９２９番１先から 

大字東雲町９２１番１先まで 

前 2.5～3.3 100.6 
〃 

後 2.9～3.3 100.6 

高 ８０号線 
大字有井１６１番１先から 

大字有井１５９番８先まで 

前 4.9～5.2 28.9 
〃 

後 5.2～5.2 28.9 

高１４２号線 
北片塩町１５８７番先から 

北片塩町５５番１先まで 

前 2.4～3.3 22.3 
〃 

後 2.7～3.5 22.3 

高１８５号線 
片塩町２８４番３先から 

片塩町２７４番７先まで 

前 7.5～8.1 36.9 
面積減 

後 7.6～7.8 36.9 

高２０７号線 
東中二丁目３７３番１先から 

東中二丁目２６３番１先まで 

前 2.9～3.6 80.1 
面積増 

後 4.0～4.4 80.1 

高２１２号線 
大字田井１８１番先から 

大字田井１７２番１先まで 

前 5.2～5.2 18.5 
面積増 

後 5.2～5.3 18.5 

高２１９号線 
大字勝目６８番５先から 

大字勝目５９番１先まで 

前 4.2～4.4 35.9 
〃 

後 5.8～6.0 35.9 

高２３８号線 
大字曽大根１４３番１先から 

大字曽大根１４３番２先まで 

前 4.3～4.3 3.4 
面積減 

後 4.3～4.3 2.5 

高２３９号線 
大字曽大根１４２番先から 

大字曽大根１６０番２先まで 

前 5.9～8.1 30.1 
面積増 

後 8.0～10.2 30.1 

高２３９号線 
大字曽大根１５７番先から 

大字曽大根１５８番２先まで 

前 5.6～6.7 4.0 
〃 

後 6.7～7.0 4.0 

瀬 ３３号線 
 大字池尻１２０番１先から 

大字池尻７４番２先まで 

前 3.8～3.8    24.8 
〃 

後 5.0～5.0   24.8 

陵 ４９号線 
大字野口１３９番１先から 

大字野口９０番先まで 

前 2.7～3.2 21.3 
〃 

後 3.6～5.3 21.3 

陵 ５７号線 
大字野口７６番２１先から 

大字野口９０番先まで 

前 2.5～4.2 25.7 
〃 

後 4.5～4.7 25.7 

陵 ６０号線 
大字池田３１２番７先から 

大字池田４４０番６先まで 

前 5.7～6.1 223.8 
〃 

後 6.6～6.9 223.8 

陵 ６２号線 
大字市場２８４番１先から 

大字池田２番２先まで 

前 3.8～6.3 57.2 
〃 

後 7.1～9.9 57.2 

陵 ６３号線 
大字池田４１２番２先から 

大字池田５９５番先まで 

前 3.5～3.7 14.4 
面積減 

後 3.3～3.4 14.4 
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陵 ７９号線 
大字岡崎５２番１先から 

大字市場６８４番１先まで 

前 5.0～5.0 14.7 
面積増 

後 6.0～6.0 14.7 

陵 ９１号線 
大字市場１６８番先から 

大字市場３７６番５先まで 

前 5.0～6.1 11.2 
〃 

後 5.0～6.5    11.2 

陵１５７号線 
大字岡崎４５番先から 

大字岡崎４６番１先まで 

前 2.4～6.0 68.6 
〃 

後 4.0～9.1 68.6 

天  ６号線 
大字出１０５番２先から 

大字出９１番１先まで 

前 4.0～4.0 16.5 
〃 

後 6.0～6.0 16.5 

天  ６号線 
大字出１０３番２４先から 

大字出８８番１先まで 

前 4.1～4.1 17.5 
面積増 

後 6.0～6.0 17.5 

天  ６号線 
大字出９８番１先から 

大字出８０番３先まで 

前 4.0～4.0 29.8 
〃 

後 4.4～4.4 29.8 

天 １６号線 
大字西坊城２６７番１先から 

大字西坊城３０３番１先まで 

前 2.0～8.1 8.7 
〃 

後 2.0～2.3 14.1 

天 １７号線 
大字西坊城２６６番先から 

大字西坊城３００番１先まで 

前 2.3～4.0 13.6 
〃 

後 2.3～4.4 13.6 

天 ３２号線 
大字奥田１３９番１先から 

葛城川右岸堤防敷地まで 

前 5.3～12.6 526.8 
〃 

後 4.0～13.5 525.0 

天 ５９号線 
大字奥田３５番先から 

大字奥田２６番４先まで 

前 3.6～3.8 47.2 
〃 

後 4.2～4.5 47.2 

天 ６９号線 
大字奥田３９番１先から 

大字奥田４８０番５先まで 

前 4.3～4.8 34.2 
〃 

後 4.9～5.1 34.2 

天 ６９号線 
大字根成柿２４１番１先から 

大字根成柿２１０番１先まで 

前 4.1～4.2 25.7 
〃 

後 4.4～4.8 25.7 

天 ８１号線 
大字奥田２１２番１先から 

大字奥田５６８番１先まで 

前 5.6～15.1 140.9 
〃 

後 10.0～18.2 138.3 

天 ９７号線 
大字根成柿４９５番３先から 

大字根成柿４６１番先まで 

前 3.5～5.2 17.8 
面積減 

後 3.0～3.0 19.7 

天１１９号線 
大字根成柿３２９番８先から 

大字根成柿３２７番９先まで 

前 5.8～6.1 27.2 
面積増 

後 6.0～6.1 27.2 

３．供用開始の期日 平成３０年３月１９日 

 

告示第３２号 

大和高田市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月２３日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱（平成２２年告示第５１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第９条第２項中「３，５００円」を「５，０００円」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

告示第３３号 

大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

  平成３０年３月２３日  
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                                 大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市立病院に勤務する臨時職員の任用等に関する要綱(平成１６年告示第３１号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１看護助手の項中「７，２００円」を「７，６００円」に、「９００円」を「９５０円」に改

め、同表給食調理師の項中「７，２００円」を「７，６００円」に、「９００円」を「９５０円」に改

める。 

別表第２中「１．０５」を「１．０７５」に、「１．２」を「１．２２５」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

告示第３４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき、使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成３０年３月２３日 

                      大和高田市長 吉田 誠克   

１ 受託者の住所・氏名 

（１） 大和高田市大字池田４１８番地１ 

    公益社団法人 大和高田市シルバー人材センター 理事長 坂本 勝 

２ 委託した事務の範囲 

  大和高田市市営斎場に係る使用料の領収及び保管 

３ 委託期間 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  

 

告示第３５号 

 大和高田市し尿くみ取り手数料集金事務委託規則（昭和４６年規則第１１号）に基づき、し尿

くみ取り手数料集金事務を次の者に委託したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条第２項の規定により告示する。 

  平成３０年３月２３日 

                       大和高田市長 吉田 誠克   

１ 委託した者 

  省略（市役所前掲示板に掲示済み） 

２ 委託期間 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

告示３６号 

 差押調書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明であるため、送達

できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のとおり公示

送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あればいつでも交付します。 

平成３０年３月２８日 

                   大和高田市長 吉田 誠克   

１ この通知の発送年月日 

平成３０年３月１２日 
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２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第３７号 

大和高田市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成３０年３月２８日  

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市日中一時支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市日中一時支援事業実施要綱(平成１８年告示第１２１号)の一部を次のように改正する。 

 第１条中「預かり」を「預かることで」に、「「事業」という。」を「「日中一時支援事業」とい

う。」に改める。 

 第２条中「この事業」を「日中一時支援事業」に改め、同条ただし書中「ただし、」の次に「施設

入所支援、療養介護若しくは共同生活援助の支給決定を受けている者又は」を加え、「又は要支援認

定」を「若しくは要支援認定」に改める。 

 第３条中「事業は」を「市長は、日中一時支援事業の実施について」に、「で次の各号のいずれに

も該当するものの管理者（以下「施設管理者」という。）に委託して行うものとする」を「又は児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５の規定により児童発達支援若しくは放課後

等デイサービスの指定障害児通所支援事業者として指定を受けた事業所に委託することができる」に

改め、同条各号を削り、同条に次の３項を加える。 

２ 前項の規定により委託を受ける事業所は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければ

ならない。 

 （１） 障害者等の障害の程度に応じた見守り等の支援を行うための適切な人員を確保し、配置す

ることができること。 

 （２） 日中一時支援に利用する居室等の施設について、適正な面積を確保し、安全及び衛生に配

慮していること。 

 （３） 安定的に日中一時支援を行うことができること。 

３ 日中一時支援事業の利用日数は、対象者１人あたり１月につき５日までとする。ただし、法に基

づく障害福祉サービス又は児童福祉法に基づく障害児通所支援を行う事業所の事情により障害者

等が必要なサービスを受けられない等特別な理由があるときは、この限りでない。 

４ 前項の利用日数は、次の各号に掲げる１日あたりの利用時間の区分に応じ、当該各号に定める日

数に換算して計算するものとする。 

 （１） ４時間未満 ０．２５日 

 （２） ４時間以上８時間未満 ０．５日 

 （３） ８時間以上 ０．７５日 

 第４条第１項中「この事業」を「日中一時支援事業」に改め、「（以下「申請者」という。）」を

削り、同条第２項中「事業の」を「日中一時支援事業の」に改め、「により」の次に「前項の規定に

よる」を加える。 

 第５条第１項中「事業の」を「日中一時支援事業の」に改め、「。以下「利用者証」という。」を

削り、同条第２項中「利用者証」を「前項に規定する利用者証」に、「事業」を「日中一時支援事業」

に改め、同条第３項中「事業」を「日中一時支援事業」に改める。 

 第６条第１項中「利用者証」を「第５条第１項に規定する利用者証」に改める。 

 第７条の見出し中「廃止」を「取消し」に改め、同条第１項中「事業」を「日中一時支援事業」に、

「廃止する」を「取り消す」に改め、同条第２項中「事業の利用を廃止したときは、日中一時支援事
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業利用廃止決定通知書」を「日中一時支援事業の利用を取り消したときは、日中一時支援事業利用決

定取消通知書」に改める。 

 第８条第１項中「事業」を「日中一時支援事業」に、「施設管理者（以下「届出者」という。）」

を「事業者」に改め、同条第２項中「当該届出者が事業」を「事業者が日中一時支援事業」に、「当

該届出者と事業」を「当該事業者と日中一時支援事業」に改める。 

 第９条第１項中「事業」を「日中一時支援事業」に改め、同条第２項及び第３項中「事業に」を「日

中一時支援事業に」に改める。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条中「事業の」を「日中一時支援事業の」に改め、同条を第１３

条とし、第１１条中「事業の」を「日中一時支援事業の」に改め、同条を第１２条とし、第１０条中

「事業に」を「日中一時支援事業に」に改め、同条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （併給の制限） 

第１０条 利用者が日中一時支援事業に係るサービスの提供を受けた日と同日内において、障害福祉

サービス又は障害児通所支援を重複して受けたときは、市長は、利用者に対する費用の給付又は日

中一時支援事業者に対する費用の支払を行わないものとする。ただし、特別な事情があると認めた

ときは、この限りでない。 

 別表第１中「・他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。 

また、自室に閉じこもって何もしないでいる。    」を 

      「・他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。 

また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 

       ・学習障害のため、読み書きが困難          」に改める。 

 様式第６号中「日中一時支援事業利用廃止決定通知書」を「日中一時支援事業利用決定取消通知

書」に、「利用の廃止を決定した」を「利用決定を取り消した」に、「廃止期日」を「取消期日」に、

「廃止する理由」を「取り消した理由」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

公告第１０号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成３０年３月２日 

大和高田市長 吉田 誠克   

 

公告第１１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成３０年３月８日 

大和高田市長 吉田 誠克   

１ 業務名 大和高田市流域対策検討業務 

２ 履行場所 大和高田市内 

３ 履行期間 契約締結日から平成３０年１２月２８日（金）まで 

公 告 
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(※１８ その他（４）を参照すること。) 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべ

て満たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木関係

建設コンサルタント業務（河川･砂防及び海岸･海洋部門）に登録し

ている者であること。 

（２）平成２４年４月１日以降において、官公庁発注の地理情報シス

テム（ＧＩＳ）によるデータ構築を含む同種業務を元請けで履行実

績を有する者であること。 

（３）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳＱ

２７００１】を認証取得している者であること。 

（４）奈良県内に本店又は支店等を有する者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格

確認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」

欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え

付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 平成２４年４月１日以降における同種業務の契約書の写し及

び登録内容確認書（テクリス）等（業務の同等確認できるもの）

の写し 

③ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳ

Ｑ２７００１】の認定取得を証する書類の写し 

④ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによる

ものは受け付けません。 

（４）受付期間 

平成３０年３月９日（金）から平成３０年３月１９日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 
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７ 競争入札参加資格

の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成３０年３月２０日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様

書）についての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本

市ホームページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成３０年３月２７日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成３０年３月２８日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成３０年３月２９日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局

留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停

止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成３０年３月３０日（金）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表し

ます。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び
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虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の

価格をもって入札を行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 最低制限基準比較価格 ￥２，９６０，０００－（消費税等抜き） 

１７ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

（４）本案件は繰越を予定しています。ただし、大和高田市議会で繰

越承認の議決が得られない場合には、入札を中止します。 

 

公告第１２号 

不 動 産 等 の 最 高 価 申 込 者 等 決 定 公 告 

平成３０年３月１６日  

                             大和高田市長 吉田 誠克   

 国税徴収法第１０４条の規定により、公告第７号の公売に係る公売財産の最高価申込者を、同

法第１０４条の２の規定により同じく次順位買受申込者を下記のとおり決定したから、同法第１

０６条第２項の規定により公告する。 

記 

公    売    財    産 
最高価申込

価  額 

（円） 

最高価申込

者の氏名又

は名称 

次順位買受申

込 価 額 

（円） 

次順位買受申

込者の氏名又

は名称 

売 却 区 分 番 号 大和高田市-3-2 

名 称、性 質、そ の 他 数量 

(一棟の建物の表示) 

所在 奈良県大和高田市大字市場 

181番地 1 

建物の名称 大和高田リバティ２番館 

構造 鉄筋コンクリート造ルーフィ 

ング葺 5階建 

床面積 1階 146.62㎡      

 2階 379.82㎡      

 3階 379.82㎡      

        4階 379.82㎡      

        5階 379.82㎡ 

新築 平成 3年 3月 15日 

 

(敷地権の目的である土地の表示) 

土地の符号 1 

所在および地番 奈良県大和高田市 

大字市場 181番 1 

地目 宅地 

地積 865.68㎡ 

 

(専有部分の建物の表示) 

１ 

 

2,650,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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家屋番号 市場 181番 1の 205 

建物の名称 205 

種類 居宅 

構造 鉄筋コンクリート造 1階建 

床面積 2階部分 57.65㎡ 

 

(敷地権の表示) 

土地の符号 1 

敷地権の種類 所有権 

敷地権の割合 922230分の 34590 

 

以上 登記簿による表示 

最高価申込者等の決定年月日 平成３０年３月１３日 
売 
却 
決 
定 
期 
日 

 最  高  価  申  込  者 次 順 位 買 受 申 込 者 

日時 平成３０年３月１６日 １７時００分 - 

場所 大和高田市役所 収納対策室 - 

 

 

 

教育委員会規則第４号 

 大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年１２月１９日 

                 大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立幼稚園規則（昭和４３年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条ただし書中「浮孔西幼稚園」を「菅原幼稚園、陵西幼稚園及び浮孔西幼稚園」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第３号 

 大和高田市教育委員会３月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成３０年３月１４日 

                         大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

日 時  平成３０年３月１６日（金）午前３時００分～ 

 場 所  大和高田市役所別棟 ２階 教育長室 

 議 案  第１号 教職員人事について 

      第３号 その他 

 

教育委員会告示第４号 

 大和高田市教育委員会３月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成３０年３月１６日 

                         大和高田市教育委員会教育長 早川 博   

日 時  平成３０年３月２３日（金）午前３時００分～ 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 第７１回大和高田市民体育大会《種目別大会》実地要項（案）について   

教育委員会 
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第２号 後援願について 

      第３号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第３号 

 大和高田市農業委員会４月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成３０年３月２７日 

    大和高田市農業委員会 会長 今村 平治郎   

 

日 時  平成３０年４月１０日（金）午後３時 

場 所  市役所 ３階 東会議室 

議 案  

第１号 農地法第３条１項について申請の件 

第２号 農地法第５条規定による申請の件 

第３号 農地法第１８条第６項について通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項による農用地利用集積計画について 

第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条による農用地利用配分計画につい

て 

第６号 その他 

 

 

 

公平委員会規則第１号 

 大和高田市公平委員会処務規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成３０年３月２９日 

大和高田市公平委員会 委員長 宮内 嵩   

   大和高田市公平委員会処務規則の一部を改正する規則 

 大和高田市公平委員会処務規則（昭和４６年公平委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第２項中「法制を担当する係長」を「課長補佐及び法制を担当する係長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

企業管理規程第１号 

 大和高田市下水道条例施行規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

                        大和高田市上下水道事業管理者    

                                         大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市下水道条例施行規程 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 公共下水道の構造の技術上の基準（第２条・第３条） 

 第３章 排水設備の設置等（第４条―第１０条） 

農業委員会 

公営企業 

公平委員会 
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 第４章 除害施設（第１１条―第１４条） 

 第５章 公共下水道の使用（第１５条―第２２条） 

 第６章 都市下水路（第２３条） 

 第７章 公共下水道の敷地等の占用（第２４条―第２６条） 

 第８章 雑則（第２７条―第２９条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号。以下「条例」という。）の施

行について必要な事項を定めるものとする。 

   第２章 公共下水道の構造の技術上の基準 

 （耐震性能を確保するために講ずべき措置） 

第２条 条例第２条の３第４号（条例第３７条の２第１項において準用する場合を含む。）に規定する

上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が定める措置は、耐震性能を確保するための次に

掲げる措置とする。 

 （１） 排水施設（これを補完する施設を含む。この条において同じ。）の周辺の地盤（埋戻し土を

含む。次号及び第４号において同じ。）に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水

施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎

の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

 （２） 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は

地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

 （３） 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合におい

ては、可撓
とう

継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置 

 （４） 前３号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の

諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置 

２ 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 （１） 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その

他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれが

あり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設 次に定めるところによる。 

  ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、

当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。 

  イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して生じる被害

が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排

水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。 

 （２） 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。 

 （排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積の数値） 

第３条 条例第２条の３第５号（条例第３７条の２第１項において準用する場合を含む。）に規定する

管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては１５０ミリメートル（自然流下によらない排水管

にあっては、３０ミリメートル）とし、排水渠の断面積にあっては５，０００平方ミリメートルと

する。 

   第３章 排水設備の設置等 

 （排水設備設置義務の免除等） 

第４条 公共用水域（水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２条第１項に規定する公共用

水域をいう。）に冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除しようとする場合で、下水

道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第１０条第１項ただし書の規定による管理
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者の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除（猶予）申請書（様式第１号）を管理者に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 （１） 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

 （２） 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面 

 （３） 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質

検査証明書 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書 

３ 管理者は、第１項の申請書を受理したときは、これを審査し、許可することを決定したときは、

排水設備設置義務免除（猶予）通知書（様式第２号）を交付するものとし、許可しないことを決定

したときは、排水設備設置義務免除（猶予）却下通知書（様式第３号）を交付するものとする。 

 （排水設備の固着方法等） 

第５条 条例第４条第２号の規定による管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおり

とする。 

 （１） 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と

食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、漏水のないよう

にその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充てんし、内外面をセメントモルタルで上

塗り仕上げとすること。 

 （２） 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高と食い違

いが生じないようにし、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をセメントモルタル

又は樹脂系モルタルで充てんし、セメントモルタルで仕上げとし、かつ、管底高より１５センチ

メートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないこと。 

 （３） 排水管の土かぶり（地表から埋設された排水管の管頂までをいう。）は、私道内では４５セ

ンチメートル以上、公道に準ずる私道内では８０センチメートル以上、宅地内では２０センチメ

ートル以上としなければならないこと。 

 （４） 前３号により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。 

 （排水設備の構造基準） 

第６条 条例第４条第３号の規定による管理者が定める排水設備の構造基準は、次に定めるところに

よるものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、別に指示する。 

 （１） 汚水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中

欄の排水管の内径及び右欄の勾配とすること。 

排水人口（人） 排水管の内径（mm） 勾配 

１５０未満 １００以上 ２．０／１００以上 

１５０以上３００未満 １２５以上 １．７／１００以上 

３００以上５００未満 １５０以上 １．５／１００以上 

５００以上 ２００以上 １．２／１００以上 

 （２） 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中

欄の排水管の内径及び右欄の勾配とすること。 

排水面積（㎡） 排水管の内径（mm） 勾配 

２００未満 １００以上 ２．０／１００以上 

２００以上４００未満 １２５以上 １．７／１００以上 

４００以上６００未満 １５０以上 １．５／１００以上 

６００以上１５００未満 ２００以上 １．２／１００以上 

１５００以上 ２５０以上 １．０／１００以上 

 （３） 汚水ますの設置箇所並びにますの深さ及び内径は、次のとおりとすること。 

  ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点又は勾配が著しく変化する箇所 
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  イ 管渠の直線部の長さが、その内径又は内のりの１２０倍を超えない範囲 

管径（mm） １００ １２５ １５０ ２００ 

最大間隔（ｍ） １２ １５ １８ ２４ 

  ウ ますの内径又は内のり及び深さの関係は、次の表のとおりとする。ただし、排水管の接続本

数が接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いる。 

ますの内径又は内のり（cm） 地表から管底までの深さ（cm） 

１５～３０ 管理者が認めるとき 

３５ １１０以下 

４０以上 １１０以上 

 （４） 汚水を排除すべき器具接続管の内径 

器具接続管の種類 内径（mm） 

小便器、手洗器及び洗面器接続管 ５０以上 

浴槽（家庭用）接続管及び炊事場接続管 ７５以上 

大便器接続管 １００以上 

 （附帯設備） 

第７条 排水設備を設置するときは、次に掲げる附帯設備を設置しなければならない。 

 （１） ごみよけ装置 

   浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅１０ミリメートル以下

のごみよけスクリーンを設ける。 

 （２） 防臭装置 

  ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流水箇所には、トラップを取り付けなければならない。 

  イ トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。 

 （３） 油脂遮断装置 

   油脂類を排水する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。 

 （４） 沈砂装置 

   土砂等を多量に排除する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。 

 （５） 水洗便所の附帯装置 

  ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ（洗浄弁）を用いる場合には、バキューム

ブレーカー（逆流防止器）を装置しなければならない。 

  イ 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。 

 （６） 排水槽及びポンプ施設 

   公共下水道より低い建築の地階等から排水される汚水は、一度自然流下によって集水し、ポン

プ施設を設けて排水しなければならない。 

 （排水設備等の計画の確認申請） 

第８条 条例第６条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者（確認を受けた計画を

変更しようとする者を含む。以下同じ。）は、工事着手７日前までに排水設備等計画（変更）確認

申請書（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げるところにより図書を添付しなければならない。この場合において、

当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既

に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。 

 （１） 申請地付近の見取図 

 （２） 平面図は縮尺１００分の１とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。 

  ア 申請地の形状及び面積 

  イ 申請地付近の道路及び境界並びに公共下水道施設の位置 

  ウ 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排水する施設の位置 

  エ 管渠の配置、形状、寸法、延長、材質及び勾配 
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  オ ます及びマンホールの位置 

  カ 除害施設及びポンプ施設の位置 

  キ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の形状、寸法、延長、材質及び位置 

  ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項 

 （３） 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示

した図面 

 （４） 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用するときは、排水設備設置・

使用同意書（様式第５号） 

 （５） 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は１００分の１とし、管渠の大きさ、勾配及び

接続する下水管渠の末端を基準とした地表並びに管渠の高さを記入すること。 

 （６） 構造詳細図は、縮尺２０分の１とし、管渠及び附属装置の構造寸法を記入すること。 

３ 管理者は、排水設備等の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）の計画が法令等の規定に

適合していることを確認したときは、排水設備等計画（変更）確認通知書（様式第６号）を交付す

るものとする。 

 （排水設備等の工事完了届及び検査済証） 

第９条 条例第９条第１項の規定による排水設備等の新設等の工事完了の届出は、排水設備等工事完

了届（様式第７号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の届出があったときは、排水設備等の新設等の工事の検査を行い、当該工事が検

査に合格したときは、検査済証（様式第８号）を交付するものとする。 

３ 前項の検査済証を交付された後でなければ公共下水道の使用を開始してはならない。 

４ 第２項の検査済証の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った建築物の適当な箇所に当該

検査済証を明示しなければならない。 

 （公共ます及び取付管の費用負担） 

第１０条 条例第１０条第２項の規定により負担しなければならない費用は、次の各号に掲げる場合

に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用とする。 

 （１） 条例第１０条第１項に規定する箇所数（同項ただし書の規定に該当する場合で、公共ます

又は取付管（以下「公共ます等」という。）の設置を特別に必要とする理由が管理者の指示である

ときは、その指示した箇所数）超えて公共ます等の設置を必要とする場合 当該箇所数を超える

公共ます等の設置に要する費用 

（２） 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合 管理者がその都度定め

る費用 

   第４章 除害施設 

 （除害施設の設置等の特例） 

第１１条 条例第１３条ただし書に規定する管理者が定める量は、１月平均７５０立方メートル以下

とする。 

２ 条例第１３条ただし書に規定する管理者が定める項目は、同条第３号、第５号、第６号、第８号

及び第９号に掲げる項目とする。 

項目 量 

生物化学的酸素要求量 １月平均排水量７５０立方メートル以下 

浮遊物質量 １月平均排水量７５０立方メートル以下 

窒素含有量 １月平均排水量７５０立方メートル以下 

燐含有量 １月平均排水量７５０立方メートル以下 

 （除害施設の設置等の届出） 

第１２条 条例第１５条第１項の規定により、除害施設の設置等の届出をしようとする者（届け出た
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事項を変更しようとする者を含む。）は、除害施設新設・増設・改築（変更）届（様式第９号）に

より、当該除害施設の設置等の工事着手予定日の１月前までに管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 （１） 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

 （２） 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害

施設の位置を明示した配置図 

 （３） 生産工程及び排水系統を明示したフローシート（生産工程一覧図） 

 （４） 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書 

  ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量 

  イ 用水源の種類及び使用量 

  ウ 排水の時間的変動及び水質の変化 

  エ 処理方法及び処理目標の計算根拠 

  オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法 

  カ 土木及び機械工事の設計図 

  キ 処理工程図 

  ク 工事費概算額 

  ケ その他必要と認められる書類 

３ 条例第１５条第２項において準用する条例第９条の規定による届出は、除害施設新設・増設・改

築完了届（様式第１０号）によって管理者に提出しなければならない。 

４ 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質

についての水質検査証明書を添付しなければならない。 

 （除害施設管理責任者の選任届） 

第１３条 条例第１６条第２項の規定により除害施設管理責任者の選任又は変更の届出をしようとす

る者は、除害施設管理責任者選任（変更）届（様式第１１号）を管理者に提出しなければならない。 

 （水質の測定等） 

第１４条 条例第１８条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行わ

なければならない。 

 （１） 下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和３７年厚生省、建設省令第１号）に定める検

定の方法により行うこと。 

 （２） 下水道法施行規則（昭和４２年建設省令第３７号）第１５条第２号ただし書の規定により

管理者が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとお

りとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その

都度定めるところによること。 

測定項目 測定回数 

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性

窒素含有量 

１４日を超えない排水の期間ごとに

１回以上 

シアン化合物  

アルキル水銀化合物  

有機燐
りん

化合物  

カドミウム及びその化合物  

鉛及びその化合物  

六価クロム化合物  

砒
ひ

素及びその化合物  

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  

ポリ塩化ビフェニル  

トリクロロエチレン  
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テトラクロロエチレン  

ジクロロメタン  

四塩化炭素  

１・２―ジクロロエタン  

１・１―ジクロロエチレン  

シス―１・２―ジクロロエチレン  

１・１・１―トリクロロエタン  

１・１・２―トリクロロエタン  

１・３―ジクロロプロペン  

チウラム  

シマジン  

チオベンカルブ  

ベンゼン  

セレン及びその化合物  

ほう素及びその化合物  

ふっ素及びその化合物  

その他 
１月を超えない排水の期間ごとに１

回以上 

 （３） 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。 

２ 水質の測定の結果は、水質測定記録表（様式第１２号）により記録し、５年間保存しなければな

らない。 

３ 第１項第２号の規定は、法第１２条の１２に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する

場合に準用する。 

   第５章 公共下水道の使用 

 （使用開始等の届出） 

第１５条 条例第２０条の規定により公共下水道の使用開始、休止、廃止又は再開の届出をしようと

する者は、その事実の生じた日から７日以内に公共下水道使用開始（休止、廃止、再開）届（様式

第１３号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 条例第２０条の規定により使用者の変更を届け出ようとする者は、公共下水道使用者変更届（様

式第１４号）を管理者に提出しなければならない。 

３ 法第１１条の２第１項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始（変

更）届（様式第１５号）に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。 

４ 法第１１条の２第２項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届（様

式第１６号）を管理者に提出しなければならない。 

 （代理人又は代表者の選定届） 

第１６条 条例第２２条第１項及び条例第２３条の規定により代理人及び代表者の選定又は変更の届

出をしようとする者は、代理人（代表者）選定又は変更届（様式第１７号）を管理者に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する届出には、代理人又は代表者の住民票の写しを添付しなければならない。 

 （汚水排出量の認定） 

第１７条 条例第２６条第１項第２号及び第３号に規定する場合の汚水排出量は、次に定めるところ

による。 

 （１） 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第２９条第１

項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの

間について計量した使用水量とする。 

 （２） 条例第３０条第１項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該

計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量と
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する。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚

水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水

量を控除した量とする。 

 （３） 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの排出汚水量

は、１世帯１人につき１月２立方メートルとする。 

 （４） 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前３号以外の場合は、人員、業態その他の

事実を考慮して認定する。 

２ 管理者は、前項第４号の規定により汚水排出量の認定をする場合において、認定月を定め、当該

認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等

とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するもの

とし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前日までの間の汚水排出量は、毎月均等

とみなす。 

３ 前項の認定月は、毎１月及び７月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の

汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。 

４ 第１項第１号若しくは第２号に規定する計量装置又は計測装置の指示量に１立方メートル未満の

端数があるときは、これを取り外す場合を除き、翌月に繰り越して計算するものとし、条例第２６

条第２項又は第１項第４号の規定により管理者が認定した汚水排出量に１立方メートル未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

５ 条例第２６条第２項の規定により汚水排出量の認定の申告をしようとする者は、汚水排出量認定

申告書（様式第１８号）に汚水排出量の算定の根拠を明らかにする書類を添付して、当該汚水排出

に係る使用料を納付すべき月の前月の１５日までに管理者に提出しなければならない。 

 （特定排水の水質の認定） 

第１８条 条例第２７条に規定する特定排水の水質の認定は、条例第３３条に規定する資料又は水質

測定の実施その他の方法により管理者が行う。 

２ 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法

その他の方法により行うものとし、測定の回数は、１月を超えない排水の期間に３回以上とする。 

３ 管理者は、特定排水の水質を認定する場合において、認定月を定め、当該認定月に認定するもの

とし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認

定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始

した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。 

４ 前項の認定月は、毎年１月及び７月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定

排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合

は、管理者が別に定める。 

 （汚水排出量等の認定通知） 

第１９条 管理者は、第１７条の規定により汚水排出量を認定した場合（同条第１項第３号の規定に

よる場合を除く。）又は前条の規定により特定排水の水質を認定した場合は、使用料を納付すべき

者に当該汚水排出量又は当該特定排水の水質を汚水の水質及び排水量認定証（様式第１９号）によ

り通知するものとする。 

 （公共下水道の一時使用） 

第２０条 条例第３１条の規定により公共下水道を一時的に使用することの許可を受けようとする者

は、その使用開始前に公共下水道一時使用申請書（様式第２０号）を管理者に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 （１） 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

 （２） 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 93 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書 

３ 管理者は、公共下水道を一時的に使用することを許可したときは、公共下水道一時使用許可書（様

式第２１号）を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、公共下水道一時使用不許可

通知書（様式第２２号）を交付するものとする。 

 （行為の許可申請等） 

第２１条 条例第３４条の規定により法第２４条第１項各号に掲げる行為の許可を受けようとすると

きは、制限行為（変更）許可申請書（様式第２３号）に次に掲げる図書を添付し管理者に提出しな

ければならない。 

 （１） 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

 （２） 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図 

 （３） 条例第３４条第２項の規定に該当する場合にあっては、前２号に掲げるもののほか、第８

条第２項第２号に掲げる図面 

 （４） 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占

有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは

占有者の同意書 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書 

２ 管理者は、法第２４条第２項の規定により許可することを決定したときは、制限行為（変更）許

可書（様式第２４号）を交付するものとする。 

３ 第６条、第７条及び第９条第１項の規定は、条例第３４条第２項に規定する排水施設について準

用する。条例第９条に規定する工事完了の届出についても、同様とする。 

 （軽微な行為等の届出） 

第２２条 条例第３５条第２項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする者は、

軽微な行為（変更）届（様式第２５号）を管理者に提出しなければならない。 

   第６章 都市下水路 

 （準用規定） 

第２３条 第２１条第１項（同項第３号の規定を除く。）の規定は条例第３７条の２第２項において準

用する条例第３４条第１項の規定により申請しようとする場合について、第２１条第２項の規定は

法第２９条第２項の規定による許可について、前条の規定は条例第３７条の２第２項において準用

する条例第３５条第２項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする場合につ

いてそれぞれ準用する。 

   第７章 公共下水道の敷地等の占用 

 （占用の許可申請等） 

第２４条 条例第３８条の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用（変

更）許可申請書（様式第２６号）に次に掲げる図書を添付し、管理者に提出しなければならない。 

 （１） 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

 （２） 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図 

 （３） 占用の求積図 

 （４） 工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者との

利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは

占用者の同意書 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書 

２ 管理者は、前項に規定する申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷地等占用（変

更）許可書（様式第２７号）を申請者に交付するものとし、許可しないことを決定したときは、そ

の旨を通知するものとする。 

３ 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければなら
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ない。 

 （１） 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。 

 （２） 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。 

 （権利の譲渡等の承認） 

第２５条 条例第４０条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水

道敷地等占用権移転承認申請書（様式第２８号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷

地等占用権移転承認書（様式第２９号）を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、

その旨を通知するものとする。 

 （原状回復の届出） 

第２６条 条例第４３条第２項の規定により原状回復の届出をしようとする者は、公共下水道敷地等

原状回復届（様式第３０号）を管理者に提出しなければならない。 

   第８章 雑則 

 （使用料等の免除等） 

第２７条 条例第４４条の規定により使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収の免除

又は猶予を受けようとする者は、下水道使用料免除等申請書（様式第３１号）を管理者に提出しな

ければならない。 

２ 管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の申請書にその理由を明らかにする書類を添付

させることができる。 

３ 管理者は、第１項に規定する申請があったときは、内容を審査して、当該金額の全部若しくは一

部の徴収を免除し、又は猶予するかどうかの適否を決定し、下水道使用料免除等決定（却下）通知

書（様式第３２号）により通知する。 

 （身分証明書） 

第２８条 法第１３条第２項及び法第３２条第５項に規定する身分を示す証明書は、様式第３３号に

よる。 

 （補則） 

第２９条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

   

排水設備設置義務免除（猶予）申請書 

 年   月   日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請者 住 所 

氏 名                印 

（電話               ） 

 

 

  

排水設備設置義務の       について、許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 

 

事 業 者 名 

（又は学校名） 
 代表者名  

建物又は土地 

の 所 有 者 
大和高田市          町 

番   号 

番地 

種 別 □一般家庭  □工場（業種      ） □その他（      ） 

 

        
敷 地 面 積            ㎡ 排 水 人 口           人 

免除等申請の 

対象下水区分 
□家庭汚水  □冷却水  □プール排水  □その他（      ） 

 

 

放 流 先  

下 水 の 量 １か月 約                ㎥ 

猶 予 期 限 

（猶予申請の場合） 
          年     月     日 

理 由 

 

 

 

添 付 図 書 

１ 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示） 

２ 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図書 

３ 工場その他の事業所の場合は水質検査証明書 

４ その他大和高田市上下水道事業管理者が指示する図書 

 

 

免除 
猶予 
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冷 却 水 等 の 調 書 

工場・事業所名  代表者名  

所 在 地 大和高田市          町     番   号
    番地 

作 業 内 容  

使 
 
 

用 
 
 

水 
 
 

量 

上水道（㎥/日平均）  用 
 
 
 
 

途 
 
 
 
 

別 

原料用水（㎥/日平均）  

地下水（㎥/日平均）  洗浄用水（㎥/日平均）  

  
ボイラー用水 

（㎥/日平均） 
 

  
冷却用水 

（㎥/日平均） 
 

    

使 用 水 量 

（㎥/日平均） 

 

 

河川へ直接放流しよ

うとする冷却水等の

水量 

（㎥/日平均） 

 

公共下水道へ排

除しようとする

水量 

（㎥/日平均） 

 

河川へ直接放流しよ

うとする冷却水等の

種類等 

種 類 工 程 内 容 等 排水量（㎥/日平均） 

 

 

左の水源 

    

    

    

１ の 排 水 口 数 
 

 

１週間の 

操業日数           日 

摘      要  

（注） 

１ 冷却水等の種類は、機器冷却用水、冷凍機用水等その使用目的ごとに記入すること。 

２ 工程内容等は、冷却等の対象物、方法、工程等具体的にすること。 

３ 冷却方式が具体的に分かる図面を添付すること。 
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様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

排水設備設置義務免除（猶予）通知書 

年   月   日 

 

 

        様 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

  

年  月  日付けで申請のあった排水設備設置義務の        

については、次のとおり許可します。 

事 業 者 名 

（又は学校名） 
            代表者名  

建物又は土地 

の 所 在 地 
大和高田市          町 

番    号  

番地 

許 可 対 象 

下 水 の 区 分 
 

放 流 先  

猶 予 期 限           年     月     日 

条 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除 
猶予 
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様式第３号（第４条関係） 

 

排水設備設置義務免除（猶予）却下通知書 

年   月   日 

 

 

          様 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

  

年  月  日付けで申請のあった排水設備設置義務の        

については、次の理由で却下したので通知します。 

 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除 
猶予 
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様式第４号（第８条関係） 

受 付 番 号 第        号 決            裁 

受 付 年 月 日 年  月  日      

確 認 番 号 第        号 
     

確 認 年 月 日 年  月  日 

排水設備等計画（変更）確認申請書 

   年   月   日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

申請者 住 所           

（設置者） 

     氏 名            印              

（電話               ） 

排水設備等の計画（計画の変更）の確認を受けたいので次のとおり申請します。 

計 画 の 区 分 

排 水 設 備 □新設  □増設  □改築 貸 付 金 □活用 □不活用 

水 洗 便 所 □新設  □増設  □改造  □その他の改築 

設 置 場 所 大和高田市     町    番   号
    番地  

排 除 方 式 □分流式    □特定施設設置工場等 

使 用 者 名 （電話              ）  

施 工 業 者 名 

（公認業者） 

 担 当 責 任 

技 術 者 名 

 

土地所有者名 

 

家屋所有者名 

 

排 水 設 備 

所 有 者 名 

 除 害 施 設 

の 有 無 
□有 □無 

使 用 水 源 □水道水  □井戸水   □その他（    ） 予定排水 １日約   ｍ3 

排 水 人 口 人 敷 地 面 積 ㎡ 

着 工 予 定 日     年   月   日 完 工 予 定 日      年   月   日 

変 更 前 の 

確 認 年 月 日 
年   月   日 

変 更 前 の 

確 認 番 号 
第         号 

(注)※工事着手７日前までに提出すること。 

 

 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 100 

様式第５号（第８条関係） 

 

排水設備設置・使用同意書 

年  月  日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

届出人 住 所                

（使用者）氏 名            印 

（電話               ） 

 

 

次のとおり、排水設備を設置・使用することに所有者から同意を得たので、次のとおり届け

出ます。 

 

 

 

建築物の所在地 大和高田市        町     番   号
    番地 

土地所有者 

住所 

氏名          印 （電話                ） 

家屋所有者 

住所 

氏名          印 （電話                ） 
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様式第６号（第８条関係） 

 

排水設備等計画（変更）確認通知書 

 

 

年   月   日 

         様 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

 

    年   月   日付けで申請のあった排水設備等の計画（計画の変更）について

は確認したので通知します。 

設 置 場 所 大和高田市     町    番   号
    番地 

使 用 者 名 
 

               （電話                   ）  

申 請 受 付 年 月 日         年     月     日 

確認年月日及び番号         年     月     日  第       号 

指 定 工 事 店 名  

着 工 予 定    年  月  日 完 工 予 定    年  月  日 

指示事項 

 

 

 

 

 

 
（注）この書類は、工事の着手検査等に必要なものですから大切に保管してください。 
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様式第７号（第９条関係） 

 

排水設備等工事完了届 

   年  月  日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

届出者 住 所            

氏 名            印 

（電話             ） 

排水設備の工事がしゅん工いたしましたから検査願いたく届け出ます。 

工事区分 

排水設備 □新設 □増設 □改築 貸付金 □活用  □不活用 

水洗便所 □新設 □増設 □改造 □その他の改築 

設 置 場 所 大和高田市     町     番   号
    番地 

申 請 者 名  使 用 者 名  

施工業者名 印 責任技術者名 印  

確認年月日    年   月   日  確 認 番 号 第           号 

工 事 着 手 

年 月 日 
   年   月   日  

工 事 完 了 

年 月 日 
     年   月   日 

受 付    年   月   日  検 査 結 果 □合格  □不合格 

検 査    年   月   日  
排 水 設 備 
検査済証番号 

第          号 

検 査 員   印    

検 査 員 印    

補修箇所及び内容（指示年月日） 

（注）※工事完了後５日以内に提出すること。 

    ※補修の指示を受けたときは直ちに補修し改めて工事完了届を提出すること。 

    ※二重枠の中は記入しないこと。 
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様式第８号（第９条関係） 

検  査  済  証 

   証第     号 

    年  月  日 

           様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

次の排水設備等の工事について、検査した結果、先に確認した内容のとおり竣工したことを

証します。 

工 事 区 分 

排 水 設 備 □新設 □増設 □改築 

水 洗 便 所 □新設 □増設 □改造 □その他の改築 

設 置 場 所 大和高田市     町      番   号
    番地 

申 請 者 名 

 

使 用 者 名 

 

確認年月日 年   月   日 確 認 番 号 第          号 

工 事 完 了 

届出年月日 
    年   月   日 検査済年月日     年   月   日 
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様式第９号（第１２条関係） 

 

除害施設新設・増設・改築（変更）届 

   年   月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者 殿 

届出者 住 所            

氏 名            印 

（電話               ） 

除害施設の新設・増設・改築（計画変更）をしたいので次のとおり届け出ます。 

工 事 区 分 □新設 □増設 □改築 

設 置 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地  

事 業 所 名 

 

代 表 者 名 

 

業 種 印 製 造 品 目   

排 水 量 

１日最大      ㎥ 

操 業 時 間 

時  分～   時  分  

１日最大      ㎥  

施 工 者 
 

                （電話            ） 

設 計 者 氏 名  所 属  

着 手 予 定 日 年   月  日  完了予定日 年    月   日  

排 水 設 備 

施 工 業 者 
 

添 付 図 書 

① 付近見取図 

② 配 置 図 

③ 生産工程及び排水系統図 

④ 除害施設の設計図 

（注）計画変更の場合は、新旧明確に区分すること。 

添付図書は、裏を参考に作成のこと。 
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１ ①には、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 

２ ②には、縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置

及び除害施設の位置を明示すること。 

３ ③には、生産工程及び排水系統のフローシートを明示すること。 

４ ④の設計図書には、次の事項を明示すること。 

 ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量 

 イ 用水源の種類及び使用量 

 ウ 排水の時間的変動及び水質の変化 

 エ 処理方法及び処理目標の計算根拠 

 オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法 

 カ 土木及び機械工事の設計図 

 キ 処理工程図 

 ク 工事費概算額 

 ケ その他、大和高田市上下水道事業管理者が必要と認める事項 

 

 

 

様式第１０号（第１２条関係） 

除害施設新設・増設・改築完了届 

   年   月  日  

 大和高田市上下水道事業管理者 殿 

                    届出者 住 所            

                        氏 名            印 

（電話            ） 

 

    年   月   日付けで届け出た除害施設新設・増設・改築が完了したので、次の

とおり届け出ます。 

工 事 区 分 □新設 □増設 □改築 

設 置 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

事 業 所 名 

 

代 表 者 名 
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完了年月日 年   月   日 
使 用 開 始 

年 月 日 
年   月   日 

添 付 図 書 

水質検査証明書 

 （この場合の採水及び検査は、水質が最も悪いと推定される時刻に１日１回か

つ４日以上連続して行ったものであること。） 

検 査 年   月   日  検 査 結 果  

水 質 別紙のとおり 検 査 員  

 

再 検 査 年   月   日  検 査 結 果  

水 質 別紙のとおり 検 査 員  

 

別紙 

水  質  の  内  容 

 

項 目 単  位 
計     画 

※完了後 
原 水 処 理 水 

温 度 度    

色 相     

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び 

硝酸性窒素含有量 
ｍｇ/ℓ     

水 素 イ オ ン 濃 度 水素指数    

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 ｍｇ/ℓ     

浮 遊 物 質 量 ｍｇ/ℓ     

ノルマルヘキサン抽出物質含有量     

鉱 油 類 含 有 量 ｍｇ/ℓ     

動 植 物 油 脂 類 含 有 量 ｍｇ/ℓ     

窒 素 含 有 量 ｍｇ/ℓ     

燐 含 有 量 ｍｇ/ℓ     

沃 素 消 費 量     

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

シ ア ン 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

有 機 燐 化 合 物 ｍｇ/ℓ     
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鉛 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

六 価 ク ロ ム 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

砒 素 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

水銀及びアルキル水銀その他の水銀 

化合物 
ｍｇ/ℓ     

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル ｍｇ/ℓ     

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン     

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン     

ジ ク ロ ロ メ タ ン     

四 塩 化 炭 素     

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン     

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン     

シ ス -1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン     

1 , 1 , 1 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン     

1 , 1 , 2 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン     

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン     

チ ウ ラ ム     

シ マ ジ ン     

チ オ ベ ン カ ン ブ     

ベ ン ゼ ン     

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物     

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物     

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物     

フ ェ ノ ー ル 類 ｍｇ/ℓ     

銅 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ） ｍｇ/ℓ     

マンガン及びその化合物（溶解性） ｍｇ/ℓ     

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 ｍｇ/ℓ     

ダ イ オ キ シ ン 類 Ｐｇ/ℓ     

 

（注）※印の欄は記入しないこと。 
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様式第１１号（第１３条関係） 

 

除害施設管理責任者選任（変更）届 

   年   月  日  

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

                     届出者 住 所              

                         氏 名            印 

                         （電話               ） 

  

 除害施設管理責任者を    したので、次のとおり届け出ます。 

事 業 所 名 

 

代 表 者 名 

 

所 在 地 大和高田市            町        番   号
    番地 

管理責任者名  生 年 月 日 年    月   日生 

所属部課係名 

 

 

                （電話              ） 

資 
 
 
 
 
 

格 
 
 
 
 
 
 

等 

資           格 取  得  年  月  日 

  

  

  

  

  

変更前の管理責任者名   

選任 
変更 
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様式第１２号（第１４条関係） 

水 質 測 定 記 録 表 

 

測定年月日 

及 び 時 刻 

測 定 場 所 

特定施設の 

使 用 状 況 

採

水

者 

分

析

者 

測 定 項 目 

備 考 名

称 

排水量 

単 位 

㎥/日 

 

    

           

 

（注）※採水の年月日と分析の年月日が異なる場合には、備考欄にこれを明示すること。 

 

 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 110 

様式第１３号（第１５条関係） 

公共下水道使用開始（休止、廃止、再開）届 

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者 殿 

                   届出者 住 所 

 氏 名             印 

  （電話              ） 

 公共下水道の使用 

開始
休止
廃止
再開

 するので、次のとおり届け出ます。 

排 水 場 所 大和高田市 町  
番   号 

    番地 

事 業 所 名  
使 用 者 又 は 

代 表 者 名 
 

使 用 水 又 は 

汚 水 の 区 分 

□水道水（使用者番号第      号・※給水栓番号第      号 

※メーター番号第        号） 

□井戸水（手動・ポンプ）   □その他（       ）           

用 途 区 分 

□家事用    □官公署・学校        □工場用（業種内容           ） 

□病院      □公衆（共同）浴場    □一時使用                           

□その他（業種内容         ）                                   

開始等年月日    年  月  日  除 害 施 設 有 ・ 無 

水 洗 便 所 有  ・  無 し 尿 浄 化 槽 有 ・ 無 

ポ

ン

プ 
種 別 口 径 揚 水 能 力 平均稼動時間 台 数 摘        要 

  ｍ3/hr 時間/日   

      

動

力

設

備 

種   別 馬  力 台 数 摘       要 

    

    

一 般 ・ 特 定 

区 分 
□区分する □区分しない 

水道総務課 
連   絡 

  年   月   日 

台 帳 整 理    年   月   日 担 当 者  

※給水栓番号及びメーター番号は

必ず記入すること。 

区

分 

お   客   様   番   号 

台 帳 親 番 枝 番 

受付№ 
 

１ 
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様式第１４号（第１５条関係） 

 

公共下水道使用者変更届 

   年   月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

届出者 住 所 

    氏 名             印 

（電話                ） 

 

 公共下水道の使用者の変更をするので、次のとおり届け出ます。 

排 水 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

変 更 年 月 日      年       月      日 

変 更 事 項 変    更    前 変    更    後 

使 

用 

者 

住 所   

氏 名 印  印  

そ 
 
 
 

の 
 
 
 

他 
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様式第１５号（第１５条関係） 

公共下水道使用開始（変更）届 

年  月  日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

届出者 住 所                

氏 名（法人にあってはその商号及び代表者の職氏名） 

               印 

 

(電話                 ) 

 

 公共下水道の使用 するので、次のとおり届け出ます。 

 

排 水 場 所 大和高田市      町 
番  号 

番地 
排 水 口 数  

排 水 汚 水 の 

水 量 及 び 水 質 

水 量 

水 質 

月平均       ㎥  日最大        ㎥ 

下記のとおり 

開始(変更)年月日        年       月       日 

処 理 方 法  施設名称  

記 

排出口      

単位 

   項    目      月量 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

温 度      度 

色 相       

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素 

及 び 硝 酸 性 窒 素 含 有 量 
      

水 素 イ オ ン 濃 度      水素指数 

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量      ５日間ｍｇ/ℓ  

浮 遊 物 質 量      ｍｇ/ℓ  

ノルマルヘキサン抽出物質含有量      ｍｇ/ℓ  

鉱 油 類 含 有 量      ｍｇ/ℓ  

動 植 物 油 脂 類 含 有 量      ｍｇ/ℓ  

窒 素 含 有 量      ｍｇ/ℓ  

燐 含 有 量      ｍｇ/ℓ  

開始 
変更 
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沃 素 消 費 量      ｍｇ/ℓ  

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

シ ア ン 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

有 機 燐 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

鉛 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

六 価 ク ロ ム 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

砒 素 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀 

そ の 他 の 水 銀 化 合 物 
     ｍｇ/ℓ  

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル      ｍｇ/ℓ  

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン      ｍｇ/ℓ  

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン      ｍｇ/ℓ  

ジ ク ロ ロ メ タ ン       

四 塩 化 炭 素       

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン       

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン       

シ ス -1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン       

1 , 1 , 1 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン       

1 , 1 , 2 -ト リ ク ロ ロ エ タ ン       

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン       

チ ウ ラ ム       

シ マ ジ ン       

チ オ ベ ン カ ン ブ       

ベ ン ゼ ン       

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物       

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

フ ェ ノ ー ル 類      ｍｇ/ℓ  

銅 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物      ｍｇ/ℓ  

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ）       

マンガン及びその化合物（溶解性）      ｍｇ/ℓ  
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ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物       

ダ イ オ キ シ ン 類      Ｐｇ/ℓ  

※       

※       

※       

※       

※       

摘 要  

備考１ ※印の欄は、下水道法施行令第９条の１１第１項第６号に該当する項目について記載す

ること。 

  ２ 摘要の欄は、排水汚水の水量及び水質の推定の根拠等を記載すること。 

  ３ 除害施設の設置等を要する場合には、その概要を明らかにする図書及び図面を添付する

こと。 
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様式第１６号（第１５条関係） 

 

 
公共下水道使用開始届 

年   月   日  

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請者 住 所 

  氏 名             印          

（電話               ） 

 

 

 次のとおり、公共下水道の使用を開始するので届け出ます。 

 

排 除 場 所 大和高田市     町 

番  号 

番地 
排水口数 

 

 

 

開始年月日  

特定施設 

の 種 類 
 

 

 

備考 

特定施設の種類の欄は、水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１に掲げる号番号及び名称を記載すること。 
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様式第１７号（第１６条関係） 

 

代理人（代表者）選定又は変更届 

   年  月  日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

届出人 住 所 

氏 名              印   

（電話               ） 

代理人 

代表者 を選定したので、次のとおり届け出ます。 

排 水 場 所 大和高田市         町       番   号
    番地 

本 人 の 住 所  

本 人 の 名 前  

代 理 人 

（代表者） 

住 所  

氏 名  承諾印  

旧 代 理 人 

（旧代表者） 

住 所  

氏 名  承諾印  

変更の理由  
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様式第１８号（第１７条関係） 

 

 

汚水排出量認定申告書 

   年  月  日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申告者 住 所            

   氏 名            印   

（電話             ） 

 

      年    月分の汚水排水量の認定を受けたいので、次のとおり申告します。 

排 水 場 所 大和高田市         町       番   号
    番地 

使 用 者 名  営 業 種 目  

使 用 水 の 

区 分 及 び 量 

区       分 量 

□水道水（給水栓番号第        号） ㎥  

□井戸水（ 手動 ・ ポンプ ） ㎥  

□その他（               ） ㎥  

計 ㎥  

製 品 及 び 

製 造 高 

品       目 製 造 高（月間） 

  

  

  

汚 水 排 水 量 ㎥    

算 定 の 根 拠  

添 付 書 類 汚水排水量の算定の根拠を明らかにする書類 
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様式第１９号（第１９条関係） 

 

汚水の水質及び排水量認定証 

   年  月  日  

        様 

 

大和高田市上下水道事業管理者    印   

 

    年  月  日付けで申告のあった汚水の排水量及び水質を次のとおり認定します。 

排 水 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

業 種  

認 定 排 出 量 

１ 水道汚水 ㎥  

合 
 

計 

 

 

 

  

㎥  

２ 井戸汚水 ㎥  

３ その他（  ） ㎥  

認 定 水 質 

生物化学的酸素要求量  

浮 遊 物 質 量  

調 査 年 月 日 年      月      日 

認 定 年 月 日 年      月      日 

備 考  
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様式第２０号（第２０条関係） 

公共下水道一時使用申請書 

年   月   日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請者 住 所            

氏 名              印  

（電話               ） 

 

公共下水道の一時使用について、許可を受けたいので次のとおり申請します。 

排 水 場 所 大和高田市        町       番   号
    番地 

排 水 目 的  

使 用 期 間       年   月   日 ～      年   月   日 

排 水 す る 

下 水 の 種 類 
 

ポ

ン

プ 

種  別 口 径 揚 水 能 力 平均稼動時間 台 数 予定排水量 摘 要 

  ㎥/hr 時間/日  ㎥/日  

       

       

動

力

設

備 

種     別 馬    力 台    数 摘         要 

    

    

    

現場責任者氏名  

添付図書 

① 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

② 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方式を明示した図面 
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様式第２１号（第２０条関係） 

 

公共下水道一時使用許可書 

   年  月  日 

        様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

   年  月  日付けで申請のあった公共下水道の一時使用については、次のとおり許可

します。 

排 水 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

排 水 目 的  

使 用 許 可 期 間  年   月   日 ～      年   月   日    

排 水 す る 

下 水 の 種 類 
 

予 定 排 水 量 ㎥  ※開始指示数  

条 件 

１ 下水道法、大和高田市下水道条例及び大和高田市下水道条例施行規程を遵守すること。 

２ 許可を受けた目的外に使用しないこと。 

３ 使用を廃止したときは、原状に復すこと。 

４ 公共下水道施設を損傷しないこと。 

５ 使用前に仮設メーター等を設置し、必ず※開始指示数を写真等で記録しておくこと。 

６ 使用料は、排水量が確定後速やかに納めること。 

７ 使用期間を延長するときは、改めて許可の申請をすること。 
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様式第２２号（第２０条関係） 

 

公共下水道一時使用不許可通知書 

  年  月  日 

        様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

   年  月  日付けで申請のあった公共下水道の一時使用については、次の理由により

許可しないことと決定したので通知します。 

 

（理 由） 
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様式第２３号（第２１条関係） 

制限行為（変更）許可申請書 

年  月  日 

  

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

申請者 住 所           

    氏 名        印             

（電話           ） 

公共下水道（都市下水路）に物件を設けることについて許可（変更許可）を受けたいので、次

のとおり申請します。 

設 置 場 所 大和高田市         町     番   号
    番地 

設 置 の 目 的  

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占
用
面
積 

㎡    

設 置 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

工 事 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

施 行 者 

住 所 

氏 名              （電話             ） 

変 更 前 の 

許 可 年 月 日 
   年   月   日 

変 更 前 の 

許 可 番 号 
第      号 

添 付 図 書 

① 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図 

② 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配地図 

③ 利害関係人の同意書 
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様式第２４号（第２１条関係） 

制限行為（変更）許可書 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

 大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

   年  月  日付けで申請のあった公共下水道（都市下水路）物件を設けることについ

ては、次のとおり許可します。 

排 水 場 所 大和高田市         町       番   号
    番地 

設 置 の 目 的  

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占

用

面

積 

 

 

 

 

 

㎡  

設 置 期 間  年   月   日 ～      年   月   日    

条 件 
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様式第２５号（第２２条関係） 

 

軽微な行為（変更）届 

年   月   日 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

届出者  住 所           

    氏 名            印    

（電話             ） 

 軽微な 行 為
変 更 をするので次のとおり届け出ます。 

設 置 場 所 大和高田市            町       番   号
    番地  

設 置 の 目 的  

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占
用
面
積 

㎡    

設 置 期 間        年   月   日  ～    年   月   日  

工 事 期 間        年   月   日  ～    年   月   日  

施 行 者 

住 所 
 

氏 名 

変 更 前 の 

 

許 可 年 月 日 

   年   月  日 

変 更 前 の 

 

許 可 番 号 

第      号 
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様式第２６号（第２４条関係） 

 

公共下水道敷地等占用（変更）許可申請書 

年  月  日 

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

申請者  住 所           

    氏 名             印               

（電話              ） 

公共下水道（都市下水路）敷地等の占用の許可（変更許可）を受けたいので、次のとおり申

請します。 

占 用 場 所 大和高田市         町      番   号
    番地  

占 用 の 目 的  

□ 新 規 

□ 更 新 

□ 変 更 

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占
用
面
積 

㎡    

占 用 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

更 新 又 は 

変 更 の 場 合 
従 前 の 許 可 年 月 日 年   月   日 

工 事 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

添 付 図 書 

１ 付近見取図 

 

２ 設置しようとする物件又は工作物の平面図及び断面図並びに配置図 

 

３ 占用の求積図 

 

４ 利害関係人の同意書 
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様式第２７号（第２４条関係） 

 

公共下水道敷地等占用（変更）許可書 

    第     号 

年  月  日 

        様 

 

 大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

   年  月  日付けで申請（変更許可申請）のあった公共下水道（都市下水路）敷地等

の占用については、次のとおり許可します。 

占 用 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

占 用 の 目 的  

設 置 期 間  年   月   日 ～      年   月   日    

占 用 面 積 ㎡  占 用 料 円  

条 件 
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様式第２８号（第２５条関係） 

公共下水道敷地等占用権移転承認申請書 

年  月  日 

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

申請者（占用者）住 所           

         氏 名          印      

（電話             ） 

 公共下水道（都市下水路）敷地等の占用権を移転することについて、承認を受けたいので、次

のとおり申請します。 

占 用 場 所 大和高田市         町      番   号
    番地 

占用許可年月日 

及 び 占 用 期 間 
  年   月   日許可 年  月  日～  年  月  日 

占 用 面 積 ㎡ 

移 転 の 種 類 □譲渡   □転貸   □その他（                ） 

移 転 年 月 日 年  月  日 転貸期間 年  月  日～  年  月  日 

移 転 の 相 手 

住 所 

 

氏 名           印  （電話             ） 

移 転 の 理 由  
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様式第２９号（第２５条関係） 

公共下水道敷地等占用権移転承認書 

 第     号  

年  月  日  

          様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印 

 

   年  月  日付けで申請のあった公共下水道の敷地等の占用権を移転することについ

ては、次のとおり承認します。 

占 用 場 所 大和高田市         町      番   号
    番地 

占 用 許 可 期 間   年    月    日 ～      年    月    日   

占 用 面 積 ㎡ 

移 転 の 種 類 １ 譲渡  ２ 転貸  ３ その他（             ） 

移 転 年 月 日 年  月  日 転貸期間 年  月  日～   年  月  日 

移 転 の 相 手 

住 所 

 

氏 名         印  （電話              ） 

条 件 
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様式第３０号（第２６条関係） 

 

公共下水道敷地等原状回復届 

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請者（占用者）住 所           

         氏 名          印           

（電話             ） 

公共下水道の敷地等を原状に回復するので、次のとおり届け出ます。 

占 用 場 所 大和高田市         町      番   号
    番地  

占 用 許 可 年 

月 日 及 び 占 

用 許 可 期 間 

  年   月   日許可 

年    月    日から 

 

    年    月    日まで 

原 状 回 復 の 

理 由 
 

原 状 回 復 の 

方 法 
 

着 工 予 定 日 年    月    日  完工予定日    年   月   日  

※ 指示事項 

 

 

 

 

※ 

処理 
※検査 年    月    日 ※検査員 印  

※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第３１号（第２７条関係） 

下水道使用料免除等申請書 

年   月   日  

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

                          申請者  住 所           

                         氏 名           印 

                         （電話            ） 

 

 使用料の免除等を受けたいので、次のとおり申請します。 

設 置 又 は 

占 用 場 所 
大和高田市         町      番   号

    番地 

区 分 □ 下水道使用料   □ 手数料   □ 占用料 

免 除 等 の 内 容 

区 分 □ 全部免除   □ 一部免除   □ 猶予 

期 間 又 は 期 限 年   月   日 ～   年   月   日  

金 額 又 は 率  

 理 由 
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様式第３２号（第２７条関係） 

下水道使用料免除等決定（却下）通知書 

第     号 

年  月  日 

               様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

   年   月   日付けで申請のあった使用料の免除等については、次のとおり決定・

却下したので通知します。 

設 置 又 は 

占 用 場 所 
大和高田市         町      番   号

    番地 

区 分  □ 下水道使用料   □ 手数料   □ 占用料 

免 除 等 の 内 容 

区 分 □ 全部免除 □ 一部免除 □ 猶予 

期 間 又 は 期 限 年   月   日 ～   年   月   日 

金 額 又 は 率  

却 下 理 由  
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様式第３３号（第２８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業管理規程第２号 

 大和高田市水洗便所改造助成条例施行規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

                                 大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市水洗便所改造助成条例施行規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大和高田市水洗便所改造助成条例（昭和５９年条例第２５号。以下「条例」と

いう。）第８条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （助成金の交付申請） 

第２条 条例第４条の規定により助成金の交付を受けようとする者（以下「申請人」という。）は、水

洗便所改造助成金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添付して、上下水道事業管理者（以下

「管理者」という。）に提出しなければならない。 

 （１） 納税証明書 

 （２） その他管理者が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申請は、大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号）第６条の規定による

排水設備等の計画の確認申請と同時に行うものとする。 

 

第     号 

 

      職 員 証 

所属 

職名 

氏名 

生年月日 

 

 上記の者は、下水道法第１３条第１

項及び第３２条第１項の規定により

排水設備等の検査及び公共下水道（都

市下水路）の維持管理等のため立入検

査をすることができる者であること

を証明します。 

交付日  年  月  日  

 

大和高田市上下水道事業管理者  印   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注   意 

 

 １ この証は、職務の執行の際し必

要があるときは提示しなければな

らない。 

 ２ この証は、いかなる理由があっ

ても、他人に貸与し、又は譲渡し

てはならない。 

 ３ この証を、紛失し、又は損傷し

たときは、直ちに大和高田市上下

水道事業管理者に届け出なければ

ならない。 

 

（表） （裏） 

６ｃｍ 

９ｃｍ 
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 （助成の決定） 

第３条 管理者は、前条第１項の規定により助成金交付の申請があったときは、その可否を決定し、

水洗便所改造助成金交付決定通知書（様式第２号）により申請人に通知する。 

 （助成金の交付手続） 

第４条 申請人は、条例第６条に規定する検査に合格後、速やかに所定の手続により助成金の交付手

続を行うものとする。 

 （補則） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

様式第１号（第２条関係） 

      
       銀行     店 

      
貯金の種類    普通  当座 

口座番号            

大和高田市水洗便所改造助成条例に基づき助成金
を交付してよろしいですか。 

 
フリガナ 

口座名義 

  

 
１．振込口座は申請人と同一名義であ
ること。 

２．フリガナは必ず記入してください。 

 

  

水便所改造助成金交付申請書 

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請人     

住 所              

氏 名             印 

（電話           ） 

 水洗便所改造助成金の交付を受けたいので、大和高田市水洗便所改造助成条例施行規程第２条

により申請します。 

設 置 場 所 大和高田市 

使 用 者 

住  所  大和高田市 

氏  名 
 

家 屋 所 有 者 

住  所 
 

氏  名 
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便 所 の 型 式 

 

便 器 の 数 
大便器       個 

小便器       個 

兼用便器      個 

 

 

改造予定工事費 円 助成金交付申請額    ￥１０,０００円  

施工指定工事店  

※ 確認年月日 ※ 検査年月日 ※ 使用開始年月日 ※ 助成金交付決定番号

及び年月日 

第       号 

  年  月  日 

（注意）※印欄は記入しないこと。 

※ 添付書類・完納証明書 （市県民税非課税の場合は、別途、非課税証明書） 

 

様式第２号（第３条関係） 

 

水便所改造助成金交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

大和高田市上下水道事業管理者  印  
  

 

 

 

       年    月    日付けで申請のあった水洗便所改造助成金の交付につい

ては、次とおり決定したので通知します。 

 

 

 

 

助成金交付決定番号   第                   号 

交 付 決 定 番 号                       円 

 

企業管理規程第３号 

 大和高田市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克  

大和高田市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大和高田市水洗便所改造資金貸付基金条例（昭和５９年条例第９号。以下「条

例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 
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 （借受けの申請） 

第２条 水洗便所改造資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「申請人」と

いう。）は、水洗便所改造資金借受（変更）申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して上

下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければならない。変更した場合も、同様

とする。 

 （１） 申請人及び連帯保証人の納税証明書 

 （２） その他管理者が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申請は、大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号。以下「下水道条例」

という。）第６条の規定による排水設備等の計画確認申請と同時に行わなければならない。 

 （連帯保証人） 

第３条 申請人は、条例第４条第４号に規定する連帯保証人を定めなければならない。 

２ 連帯保証人は、市内に１年以上居住し、住民基本台帳に記録され、独立の生計を営み、かつ、市

税を滞納していない者で、借受人に代わり資金を償還するにつき十分な能力を有しているものでな

ければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。 

３ 管理者は、必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。 

 （貸付けの決定） 

第４条 管理者は、第２条第１項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、貸付けの可

否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付承認（変更）・不承認通知書（様式第２号）により

申請人に通知するものとする。変更した場合も、同様とする。 

 （工事の施工） 

第５条 前条の規定により貸付承認を受けた者（以下「借受人」という。）は、貸付承認の通知を受け

た日から２月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。ただし、当該期間内に工事

が完成しないことについて、やむを得ない理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。 

 （借受けの手続） 

第６条 借受人は、下水道条例第９条に定める検査に合格した後に、水洗便所改造資金借用証書（様

式第３号）に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。 

 （１） 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書 

 （２） 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類 

 （償還方法の変更） 

第７条 借受人は、条例第１０条の規定によりその償還の条件を変更しようとするときは、償還方法

変更申請書（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、償還方法変更（承認・不承

認）通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 （届出の義務） 

第８条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届（様式第６号）により直ちにその

旨を管理者に届け出なければならない。 

 （１） 第２条第１項の申請書に記載した事項を変更したとき。 

 （２） 借受人又は連帯保証人が、仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受け

たとき。 

 （３） 水洗便所化した建築物を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。 

 （補則） 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

      
       銀行     店 

      
貯金の種類    普通  当座 

口座番号            

大和高田市水洗便所改造資金貸付基金条例に基づ
き貸付してよろしいですか。 

 
フリガナ 

口座名義 

 

水洗便所改造資金借受（変更）申請書 

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

申 請 人   

  住 所              

氏 名                印 

（電話              ） 

 

連帯保証人 

  住 所                  

氏 名                印 

（電話              ） 

次のとおり申請します。 

資金借受申請 

（変更）金額 
           円 既 存 便 所 の 型 

□ く み 取 便 所  

□ 浄 化 槽 便 所 

設 置 場 所 大和高田市                                     

建築物の所有者 

住  所  

氏  名  

建築物の使用者 

住  所  

氏  名  

施行指定工事店  工 事 見 積 額 円 

申請人平均月収 円 連帯保証人平均月収 円 

右

欄

は

記

入

し

な

い

こ

と 

市民税・固定資産税・都市計画税等 完納している。 
□ 申   請   人 

□ 連 帯 保 証 人 

竣工検査合格年月日            年       月       日 

貸付決定（変更）金額             円 貸付け   可  ・  否 

貸付年月日                年       月       日 

竣工検査員               印 貸付決定番号 第        号 

※添付書類 納税証明書（非課税証明書）申請者、連帯保証人 各１通 
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様式第２号（第４条関係） 

 

水便所改造資金貸付承認（変更）・不承認通知書 

 

第     号 

 

年  月  日 

 

         様 

大和高田市上下水道事業管理者     印  

 

 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった水洗便所改造資金の貸付けについては、 

 

次 の と お り     したので通知します。 

貸 付 の 可 否       承   認   ・   不 承 認 

貸  付  決  定 

（変更）金額 
                           円 

償  還  方  法 
貸付交付の月の翌月から     月の均等分割払いとし、毎月月末まで

１０，０００円ずつ償還する。 

不 承 認 の 理 由  

備 考  

この承認通知書を受けた日から起算して２か月以内に工事を竣工してください。 

 

また、竣工検査に合格しないと資金を交付しませんので御承知ください。 

 

 

 

 

 

 

決定 
変更 

 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 138 

様式第３号（第６条関係） 

 

 収  入 

水洗便所改造資金借用証書 

 印  紙                              年  月  日 

 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

 

借 受 人     

  住 所            

氏 名               印 

（電話             ） 

 

連帯保証人      

  住 所             

氏 名               印 

（電話             ） 

 

 

 水洗便所改造資金を次のとおり借用しました。 

 償還については、大和高田市水洗便所改造資金貸付基金条例及び大和高田市水洗便所改造資金

貸付基金条例施行規程を遵守し、償還することを約するため連帯保証人と連署のうえ本書を提出

いたします。 

借用金額      金               円也 

借用期間 
          年     月     日から 

          年     月     日まで 

償還方法 
      年   月から   月の均等分割払いとし、毎月末日までに

１０，０００円ずつ償還する。 

 本書に借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付します。 
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様式第４号（第７条関係） 

   

償還方法変更申請書 

  

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

借 受 人            

住 所                

氏 名              印 

（電話            ） 

 

連帯保証人    

住 所                

氏 名              印 

（電話            ） 

 

借 用 金 額                             円 

償 還 方 法  

上記のとおり水洗便所改造資金を借用し、   年    月    日に第    回分

まで（現在まで償還総額              円）を償還しましたが、以下の理由に

より償還に支障が生じましたので、償還方法の変更を承認くださるよう申請します。 

 

１ 申請理由 

 

 

 

２ 償還方法 
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承 認 
不承認 

様式第５号（第７条関係） 

   

償還方法変更（承認・不承認）通知書 

  

第     号 

年  月  日 

 

借 受 人         様 

 

連帯保証人         様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印  

 

 

      年    月    日付けで申請のあった償還方法の変更については、 

 

次 の と お り したので通知します。 
 

借 用 期 間      年   月   日から     年   日   日まで 

償 還 方 法  

不承認の理由  

備     考  
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様式第６号（第８条関係） 

  

  

異    動    届 
 

  

年  月  日 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

届 出 人            

住 所                

氏 名              印 

（電話            ） 

 

 

 

次のとおり、                   について異動が生じましたので届け

出ます。 

設 置 場 所 

番    号 

大和高田市          町 

                             番地 

連
帯

保
証

人 

新 
氏名 

 

住所 

 

旧   

建

築

物

の 
所

有

者 
新   

旧   

使 

用 

者 

新   

旧   

その他 

 

 

 

（注） 

連帯保証人の異動の場合は、新連帯保証人の印鑑証明書・納税証明書を添付すること。 

 

 

企業管理規程第４号 
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 大和高田市排水設備指定工事店等に関する規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

大和高田市排水設備指定工事店等に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号。以下「条例」という。）第７

条第３項の規定に基づき、本市の排水設備指定工事店（以下「指定工事店」という。）及び排水設

備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）の指定、指定の取消しその他必要な事項を定め

るものとする。 

 （指定工事店の資格） 

第２条 指定工事店としての指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、次に掲げる要件に

該当する者でなければならない。 

 （１） 奈良県内に営業に適する店舗を有している者 

 （２） 専属の責任技術者を１人以上有する者 

 （３） 工事に必要な設備及び器材を備えている者 

 （４） 禁錮以上の刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けること

がなくなっている者 

 （５） 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でない者 

 （６） 第１０条第１項の規定により指定の取消しを受けた者は、取消しの日から２年以上経過し

ている者 

 （７） その他上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める条件を備える者 

 （指定の申請） 

第３条 指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定（更新）申請書（様式第１号）を管理

者に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。 

 （１） 履歴書（法人にあっては代表者の履歴書） 

 （２） 営業所の付近見取図、平面図及び写真 

 （３） 事業経歴書 

 （４） 大和高田市排水設備工事責任技術者証の写し又は奈良県排水設備工事責任技術者証の写し 

 （５） 誓約書（様式第２号） 

 （６） 雇用技術者名簿（様式第３号） 

 （７） 所有機械器具調書 

 （８） 法人にあっては、登記事項証明書及び定款 

 （９） 支店又は出張所については、本社からの委任状 

 （１０） 印鑑証明書（代表者） 

 （１１） その他管理者が必要と認める書類 

３ 第１項の申請書の提出期間は、毎年５月１日から同月３１日までとする。ただし、相続、合併等

により、指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定を受けようとする場合は、この限りでない。 

 （指定の決定） 

第４条 管理者は、前条の規定による申請の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定

することを決定したときは、指定工事店証書（様式第４号）を交付し、排水設備指定工事店指定台

帳（様式第５号）に記載するものとする。 

２ 管理者は、指定しないときは、その理由を付した書面をもって申請者にその旨通知するものとす

る。 
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 （指定工事店の告示） 

第５条 管理者は、前条第１項の規定により指定したとき、又は第１０条第１項の規定により業務を

停止させ、若しくは指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。 

 （指定期間） 

第６条 指定期間は、第４条第１項の指定工事店証書の交付の日から５年とする。ただし、更新を妨

げない。 

２ 前項ただし書の更新をしようとするときは、指定期間満了の日の１月前までに第３条第１項及び

第２項各号に掲げる関係書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がな

いと認めたときは、この限りでない。 

 （指定工事店の義務） 

第７条 指定工事店は、条例、大和高田市下水道条例施行規程（平成２９年企業管理規程第１号。以

下「施行規程」という。）及びこの規程並びに関係法令を遵守し、その他市の指示に従うほか、次

に掲げる義務を負う。 

 （１） 第３条第１項及び第２項に掲げる申請書の記載事項に変更が生じたときは、その都度７日

以内に排水設備指定工事店申請事項変更届（様式第６号）を管理者に提出しなければならない。 

 （２） 営業所において、公衆の見やすい箇所に第４条第１項の指定工事店証書を掲げなければな

らない。 

 （３） 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。 

 （４） 指定工事店は、工事施行の７日前までに排水設備工事着工届（様式第７号）を管理者に提

出しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。 

 （５） 工事は、全て責任技術者に指導又は監督を行わせ、配管技能者に施工させ、その施工に関

する事項を担当し、誠実かつ迅速に完成し、しゅん工後は、直ちに排水設備工事しゅん工届（様

式第８号）に使用材料を記したしゅん工図を添付して管理者に提出し、責任技術者立会いの上、

管理者の検査を受けなければならない。 

 （６） 前号の検査の結果不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に修補しなければ

ならない。この場合において、修補の完成を工事の完了とみなし、同号の規定を適用する。 

 （７） 検査に合格後１年以内に生じた故障については、管理者の指示に従って無償で修補しなけ

ればならない。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認めた場合は、この限りでない。 

 （８） 災害時における復旧工事その他管理者の要求があったときは、いつでも協力しなければな

らない。 

 （９） 指定工事店の名義を他に貸与し、又は管理者の承認を受けないで、下請人によって施工さ

せてはならない。 

 （１０） 指定工事店は、排水設備工事申込受付簿（様式第９号）及び排水設備工事材料受払簿（様

式第１０号）を備えなければならない。 

 （１１） 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。 

 （１２） 違反工事の摘発に協力しなければならない。 

 （１３） 業務上市に損害を与えたときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。 

 （指定工事店証書の書換え交付等の申請） 

第８条 指定工事店は、指定工事店証書の記載事項に変更を生じたときは、その指定工事店証書を添

えて、遅滞なく管理者に指定工事店証書の書換え交付を申請しなければならない。 

２ 指定工事店は、指定工事店証書を滅失したときはその理由書を、汚損し、又は破損したときはそ

の汚損し、又は破損した指定工事店証書を添えて、遅滞なく管理者に指定工事店証書の再交付を申

請しなければならない。 

 （指定工事店証書の返納） 

第９条 指定工事店は、指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき、又は廃業等の届出を
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したときは、遅滞なく管理者に指定工事店証書を返納しなければならない。 

 （指定の取消し等） 

第１０条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を停止させ、又

は指定を取り消すものとする。 

 （１） 第２条各号に規定する資格要件を欠くに至ったとき。 

 （２） 第７条各号に規定する義務に違反したとき。 

 （３） 責任技術者その他の雇用従業員に業務上不適当な行為があったとき。 

 （４） その他指定工事店としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定による業務停止及び指定の取消しによる損害については、市はその責任を負わない。 

 （責任技術者の登録資格） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。 

 （１） 未成年、成年被後見人及び被保佐人 

 （２） 破産者で復権を得ないもの 

 （３） 第１５条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から２年を経過していな

い者 

２ 指定工事店（法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員）が責任技術者で、そ

の者が主として業務に従事するときは、専属の責任技術者を置かないことができる。 

３ 責任技術者は、２以上の指定工事店に所属してはならない。 

 （責任技術者の登録） 

第１２条 条例第７条第２項の規定により管理者が行う責任技術者の登録（以下「責任技術者の登録」

という。）は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者（第１５条の規定により登録を取り消

された者又は責任技術者としての登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとするものを含

む。）について行う新規登録及び第１４条第４項に規定する有効期間の満了に伴い、その更新を受

けようとする者について行う更新登録とする。 

２ 条例第７条第２項の規定により管理者が行う責任技術者の登録資格の認定は、新規登録にあって

は管理者が指定する者（以下「指定試験機関」という。）が行う排水設備工事責任技術者試験に合

格した者について書類審査の方法によって行うものとし、更新登録にあっては次条第３項の排水設

備工事責任技術者更新講習を修了した者（同項ただし書に該当する者を含む。）について書類審査

の方法によって行うものとする。 

３ 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。 

 （責任技術者の登録の申請） 

第１３条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては管理

者が定める期間内に排水設備工事責任技術者登録申請書（様式第１１号）を、更新登録を受けよう

とする場合にあっては次条第４項に規定する有効期間が満了する日の１月前までに排水設備工事

責任技術者登録更新申請書（様式第１２号）をそれぞれ管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。 

 （１） 排水設備工事責任技術者登録申請書の場合 

  ア 奈良県排水設備工事責任技術者証の写し又は前条第２項の試験の合格通知書の写し 

  イ 住民票の写し（原本） 

  ウ 顔写真（上半身及び無帽の縦４センチメートル×横３センチメートルの正面向きのもの） 

  エ 登録手数料の領収書の写し 

 （２） 排水設備工事責任技術者登録更新申請書の場合 

  ア 次項の講習の修了証の写し 

  イ 前号イ、ウ及びエに掲げる書類及び写真 

３ 第１項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術
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者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受

講できない者は、当該理由がやんだ後当該講習又はこれに準ずると管理者が認める講習を受講しな

ければならない。 

 （責任技術者証） 

第１４条 管理者は、前条の規定により責任技術者の登録をした者に大和高田市排水設備工事責任技

術者証（様式第１３号。以下「責任技術者証」という。）を交付する。 

２ 責任技術者証の有効期間は、交付の日から起算して４年を経過する日後における最初の６月３０

日までとする。 

３ 責任技術者は、次条第１項の規定により資格を取り消されたとき、又は前項の有効期間が満了し

たときは、７日以内に責任技術者証を管理者に返還しなければならない。 

４ 管理者は、責任技術者に認定しないときは、その理由を付した書類をもって申請者にその旨を通

知する。 

 （資格の取消し） 

第１５条 管理者は、責任技術者が条例、施行規程若しくはこの規程又は関係法令に違反し、又はそ

の他不正若しくは業務上不適当な行為があったと認めるときは、その登録資格の効力を取り消し、

又は処分することができる。 

２ 前項の規定による取消し又は処分による損害については、市はその責任を負わない。 

 （手数料） 

第１６条 条例第８条に規定する手数料は、管理者が定める期日までに納付しなければならない。 

２ 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

 （廃業等の届出） 

第１７条 指定工事店が排水設備工事業を廃止したとき、又は死亡、破産若しくは法人の合併により

消滅したときは、１月以内にその旨を管理者に届け出なければならない。 

 （監督） 

第１８条 管理者は、指定工事店に対して監督上必要があると認めるときは、その業務について報告

を求め、関係帳簿、書類等を提出させ、又は工事施工に関する調査を行うことができる。 

 （補則） 

第１９条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

 

 

  

排水設備指定工事店指定（更新）申請書 

 

年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

住 所           

                    申請人 

氏 名           印  

（電話          ） 

 

 

 

 

 

 

大和高田市排水設備指定工事店の指定（更新）を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

営  業  所 

名称又は商号  

住   所  

代表者氏名  

設立年月日  

事 業 内 容  

責任技術者 
氏名             住所 

 

             印 

受 付 番 号  
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様式第２号（第３条関係） 

  

誓   約   書 

 

年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

                   名称又は商号 

 

住 所           

                   代表者 

氏 名           印   

 

 

 

 

 

 

大和高田市排水設備工事の指定工事店として指定を受けましたが、私は、大和高田市排水設備

指定工事店等に関する規程をはじめ、これに関連する事項を遵守することはもちろん、不正又は

不適当な行為をしたときは、どのような処分を受けても何ら異議を申し立てないことをここに誓

約いたします。 
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様式第３号（第３条関係） 

  

雇 用 技 術 者 名 簿 

 

 

 

                   名称又は商号 

 

住 所           

                   代表者 

氏 名              印   

氏   名 生年月日 年齢 住      所 資 格 資格年月日 

給排水設

備工事従

事年数 
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様式第４号（第４条関係） 

  

指 定 工 事 店 証 書 

 

 

  

大和高田市 第    号 

 

 

大 和 高 田 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 証 書 

 

                  名称又は商号 

 

住 所           

                  代表者 

氏 名               印   

 

 上記の者を、大和高田市排水設備指定工事店として、次の期間指定する。 

指   定   期   間 

年   月   日から 

年   月   日まで 

 

年   月   日 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   
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様式第５号（第４条関係） 

 

  

排 水 設 備 指 定 工 事 店 指 定 台 帳 
 

  名 称 又 は 商 号 

 

  代 用 者 氏 名 

 

  事務所の所在地 

 

  電 話 番 号 

指 定 

番 号 

指 定  

年 月 日 

 指   定    

 期   間 

排水設備工事  

責任技術者名  
備       考 

 年 月 日 
年 月 日から 

年 月 日まで 

 

  

 年 月 日 
年 月 日から 

年 月 日まで 

  

  

 年 月 日 
年 月 日から 

年 月 日まで 

 

  

 年 月 日 
年 月 日から 

年 月 日まで 
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様式第６号（第７条関係） 

 

排水設備指定工事店申請事項変更届 

 

年   月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

                  名称又は商号 

 

住 所           

                  代表者 

氏  名
ふ り が な

           印   

（電話          ）    

 

 

 指定工事店申請事項に変更が生じましたので、次のとおり届け出ます。 

変更届出事項発生年月日 年     月     日 

変更届出事項 

 休業、廃業、死亡又は

既に提出した書類等の記

載事項の変更内容 

 

備       考  

添 付 書 類 

 

１．住民票  ２．指定工事店証書 
 

 

 名称又は商号変更の場合 

１．誓約書 ２．印鑑証明書 ３．登記簿謄本及び定款 ４．指定工事店証書  
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様式第７号（第７条関係） 

 

受付番号        

 

排水設備工事着工届 

 

年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

 

大和高田市排水設備指定工事店名      

                   名称又は商号 

 

住 所               

                      代表者 

氏 名           印   

 

 

 

    年  月  日付けで申込みしました排水設備工事は    年  月  日 

から着工いたします。 

   

 

 

 

                    設置申込者 

住 所               

                   

                                    氏 名           印   
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様式第８号（第７条関係） 

 

排水設備工事しゅん工届 

 

年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

 

大和高田市排水設備指定工事店名      

                   名称又は商号 

 

住 所            

                   代表者 

                                            氏 名                   印   

 

責任技術者            

氏 名                   印   

 

 

    年  月  日から着工いたしました排水設備工事は    年  月  日 

しゅん工いたしましたので、しゅん工検査をお願いします。 

しゅん工図は別紙のとおり添付いたします。 

 

 

設置申込者            

     住 所           

氏 名                   印   

 
 

 

様式第９号（第７条関係） 

排水設備工事申込受付簿 

番 

 

号 

受 付 

 

年月日 

申 込 者 

住 所 

氏 名 

計画確 

認申請 

年月日 

市受付 

 

番 号 

着 工 

 

年月日 

しゅん工 
 

年 月 日 

しゅん工検査 

 

年 月 日 

備考 
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様式第１０号（第７条関係） 

排水設備工事材料受払簿 

年月日 材料品名 

受     入 払      出 残      高 

数量 単価 金 額 数量 単価 金 額 数量 単価 金 額 
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様式第１１号（第１３条関係） 

 

排水設備工事責任技術者登録申請書 

 

   年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

住 所               

                      申請人 

氏  名
ふ り が な

           印   

（電話          ） 

 

 

 大和高田市排水設備工事責任技術者の登録を受けたいので申請いたします。 

所属指定工事店 

名称又は商号  

所 在 地  

代 表 者 氏 名  

主 な 資 格  

給排水工事設計施工 

経 験 年 数 
 

※ 登 録 番 号 大 和 高 田 市  第         号 
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※ 登 録 年 月 日             年    月    日 

※ 登 録 期 間 
自           年    月    日 

至           年    月    日 

※印欄は記入しないこと。 

  添付書類 ① 奈良県排水設備工事責任技術者証の写し又は第１２条第２項の試験合格通 

知書の写し   

② 住民票の写し（原本）１通 

③ 顔写真（４ｃｍ×３ｃｍ） ２枚 

④ 登録手数料（新規 ３，０００円）の領収書の写し 

 

様式第１２号（第１３条関係） 

 

排水設備工事責任技術者登録更新申請書 

 

     年  月  日 

 

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

住 所               

                      申請人 

氏  名
ふ り が な

           印   

（電話          ） 

 

 

 大和高田市排水設備工事責任技術者の登録更新を受けたいので申請いたします。 

所属指定工事店 

名称又は商号代

表 者 
 

所 在 地  

代 表 者 氏 名  

主 な 資 格  

給排水工事設計施工 

経 験 年 数 
 

※ 登 録 番 号 大 和 高 田 市  第         号 
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※ 登 録 年 月 日             年    月    日 

※ 登 録 期 間 
自           年    月    日 

至           年    月    日 

※印欄は記入しないこと。 

  添付書類 ① 奈良県排水設備工事責任技術者証の写し又は第１３条第３項の講習修了証

の写し 

② 住民票の写し（原本）  １通 

③ 顔写真（４ｃｍ×３ｃｍ） ２枚 

④ 登録手数料（更新 ５００円）の領収書の写し 

 

様式第１３号（第１４条関係） 

 

大和高田市排水設備工事 

責任技術者証     番号 

 

氏  名              

  住  所              

  生年月日              

  所属指定 

  工事店名              

 

上記の者は、大和高田市排水設備 

 工事責任技術者であることを証明す 

 る。 

                    本証の有効期間 

    年  月  日           年  月  日から 

                      年  月  日まで 

大和高田市上下水道事業管理者   印 

 

                 

 

（表） 

１４ｃｍ １４ｃｍ 

 

 

写   真 
９ｃｍ 
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企業管理規程第５号 

 大和高田市私道への公共下水道管布設取扱規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市私道への公共下水道管布設取扱規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、公共下水道の処理区域内私道に対して一定の基準を設けて、公共下水道管の布

設を行うことにより、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。 

（公共下水道管を布設する私道の条件） 

第２条 公共下水道管を布設することができる私道は、次の各号のいずれかの要件に該当しなくては

ならない。 

（１） 公道から他の公道に通じていること。 

（２） 幅員がおおむね１メートル以上で工事に支障なく、かつ、技術上公共下水道管の布設が可

能であること。 

（３） 建築確認申請で公法上の手続を経た道路であること。 

２ 前項の他に、次の各号のすべての要件を備えた道路でなければならない。 

（１） 汚水排除対象戸数が２戸以上あること。 

（２） 当該私道に面した全戸に水洗化の意思があること。 

（３） 不特定多数の者が交通の用に供していること。 

（４） 私道敷の所有者が公共下水道管の布設を承諾していること。 

（５） 私道敷の使用期間は、公共下水道管としての用途を廃止するときまでとし、使用料は無償

とする。 

（６） 私道敷の所有者が所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物権その他の権利を設定

し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者

に対し、公共下水道管布設部分の使用権を承継する確約が得られていること。 

（７） その他上下水道管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める要件を備えていること。 

 （適用除外） 

第３条 私道が次のいずれかに該当する場合は、この規程を適用しないものとする。 

 

     注      意 

                        大和高田市排水設備 

 １ この証明書は、常時携帯し、他人に     工事責任技術者証 

  貸し付け、又は譲渡してはならない。 

 ２ この証明書は、関係者の請求があっ 

  たときは、提示しなければならない。 

 ３ この証明書を紛失し、又は損傷した 

  ときは、直ちに大和高田市上下水道事 

  業管理者に届け出なければならない。 

 ４ 責任技術者としての資格を失ったと 

  きは、直ちに大和高田市上下水道事業 

  管理者に返還しなければならない。 

 

９ｃｍ （裏） 
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（１） 国及び地方公共団体の所有する家屋（官公舎、県営住宅、市営住宅等をいう。）のみが所

在する場合 

（２） 公社、公団及び法人の所有する家屋（公団住宅、社宅等をいう。）のみが所在する場合 

 （申請） 

第４条 私道における公共下水道管の布設を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、第２

条に規定する要件を満たす私道に面した家屋の所有者又は使用者でなければならない。 

２ 申請者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて管

理者に提出しなければならない。 

（１） 公共下水道管布設承諾書（様式第２号） 

（２） 私道敷使用貸借契約書（様式第３号） 

（３） 私道の位置図及び土地所有者の区画図（様式第４号） 

（４） 私道の平面図（様式第５号） 

 （決定通知） 

第５条 管理者は、前条第２項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道管

布設可否決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

 （工事費） 

第６条 公共下水道管の布設に要する工事費は、市の負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合に

おいては、申請者と協議して定めるものとする。 

 （維持管理） 

第７条 この規程により布設された公共下水道施設は、市に帰属し、通常の維持管理は市が行うもの

とする。 

 （路面の復旧） 

第８条 路面の復旧は、原則として原形どおりとし、市が行う。その後の路面の維持管理は、当該私

道の所有者が行うものとする。 

 （補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

様式第１号（第４条関係） 
（表） 

公共下水道管布設申請書 

年   月   日  

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

住 所                  

申請者（代表者） 

氏 名                印 

（電話               ） 

 

下記の私道に公共下水道管を布設してくださるよう、必要書類を添付して申請します。 

なお、公共下水道管が布設された場合には、裏面記載の申請者は、１年以内に排水設備の改

造及びくみ取便所の水洗化の工事を施工するとともに、市が布設した施設の維持管理について
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も市の指示に従い、当該使用者において責任を負うことを確約し、また、公共下水道管以外の

公共事業は一切要望しない旨を念のため申し添えます。 

 

 

記 

 

 

私道の位置 

 

                           町 
          大和高田市                       番地 
                          丁目 
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（裏） 

公共下水道管布設申請者名簿 

申 請 者 建 物 所 有 者 

様式第５号 

の 平 面 図 

対 象 番 号 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印  
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印  
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印  
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
 

住所 

氏名             印 

住所 

氏名             印 
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様式第２号（第４条関係） 

公共下水道管布設承諾書 

年   月   日  

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

 

次に表示された土地に公共下水道管を布設することを承諾します。また、将来においても遵

守事項を守り、異議の申し立て等一切致しません。 

住 所 氏 名 印 私道敷地番 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

（遵守事項） 

１ 別途締結する私道敷使用貸借契約に同意します。 

２ 上記の土地の所有権を他に譲渡した場合は、その譲渡人に対し、この承諾内容を承諾させ、市

に迷惑がかからないようにします。 

３ 布設に伴い、上水道、ガス、排水施設等が支障となる場合は、それらの移設に同意します。な

お、移設については、市に一任します。 
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様式第３号（第４条関係） 

私道敷使用貸借契約書 

 

大和高田市（以下「甲」という。）と              （以下「乙」という。）とは、

私道敷地の使用貸借について、次のとおり使用貸借契約を締結する。 

第１条 乙は、その所有する私道敷のうち次の部分（以下「貸付土地」という。）を公共下水道布設

用地として、甲に無償で貸し付ける。 

所 在 地 地 目 貸 付 面 積 位 置 

大和高田市          町 

 

               番地 

 

私道敷      ㎡のうち 

 

         ㎡ 

別図のと

おり 

第２条 貸付土地の使用貸借期間は、公共下水道敷としてこの用途を廃止するまでとする。 

第３条 乙が貸付土地の所有権を第三者に譲渡し、又は貸付土地について制限物権その他の権利を

設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、乙は譲渡人その他新たに権利を取得すること

となる者に対し、この契約に基づき甲が有する土地使用貸借権を承継させ、又は承認させ、当該

権利の行使に支障を生じさせてはならない。 

２ 乙において、前項に該当する理由が生じたときは、速やかにその旨を甲に申し出るとともに、

甲が命じる必要な措置をとらなければならない。 

第４条 乙は、貸付土地の上に工作物を建築しないもとする。 

第５条 乙の都合により公共下水道の布設替えを要する場合は、甲に届け出て施工を依頼するとと

もに、当該布設替えの要する経費は、乙が負担する。 

第６条 前各条に記載のない事項その他この契約に疑義のある事項は、甲乙協議の上、決定するも

のとする。 

 

年   月   日   

 

（甲）  住 所  

名 称 大和高田市 

代表者 大和高田市上下水道事業管理者     印  

（乙） 住 所 

氏 名 
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様式第４号（第４条関係） 

私道の位置図及び土地所有者の区画図 

 

（注）様式第１号の平面図対象番号を土地所有者の区画図に記入すること。 

N 
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様式第５号（第４条関係） 
私 道 の 平 面 図 

 

（注）１ 様式第１号の平面図対象番号を平面図に記入すること。 

２ 各戸の便所、風呂、台所等及び取付ます希望設置箇所を明記すること。 

N 
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 様式第６号（第５条関係） 

 

第       号   

   年   月   日   

 

          様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印   

 

公共下水道管布設可否決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった公共下水道管布設について、私道への公共下水道

管布設の取扱要綱第５条の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。 

布 設 可 否 可 否 

所 在 地 使 用 面 積 布 設 位 置 

 

私道          ㎡のうち 
 

            ㎡ 

土地の地番 

布設を否とした場

合 そ の 理 由 
 

 

企業管理規程第６号 

 大和高田市公共下水道認可区域外流入の許可に関する規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市公共下水道認可区域外流入の許可に関する規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、大和高田市公共下水道認可区域外から公共下水道に下水を流入させるため、下

水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第２４条第１項の規定による許可を行う
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場合の許可基準等を定め、もって大和高田市公共下水道の管理の適正を期することを目的とする。 

 （許可基準） 

第２条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、大和高田市公共下水道認可区域外から公

共下水道への下水の流入（以下「区域外流入」という。）に係る申請があった場合において、法２

４条第２項及び大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号。以下「条例」という。）第４条

に規定する技術上の基準に適合するほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、区域外流入を行う

ことにより、接続される公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないと認めるときは、

大和川上流流域下水道管理者と協議の上、許可するものとする。 

 （１） 区域外流入の対象となる下水が、国、地方公共団体及び公共的団体（学校法人、医療法人

その他の法人格を有するものに限る。）が直接事業主体となって施工する学校、病院その他の公共

施設から排除されるものであり、かつ、公共下水道の維持管理上支障がないと認めるもの 

 （２） 前号に掲げるもののほか、区域外流入のための工事（以下「流入工事」という。）が、公共

下水道の計画に整合し、かつ、公共下水道の維持管理上支障がないと認めるもの 

 （許可申請） 

第３条 区域外流入の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大和高田市下水道条例

施行規程（平成２９年企業管理規程第１号)第２１条第１項に規定する制限行為（変更）許可申請

書に代えて、区域外流入制限行為許可申請書（様式第１号)を管理者に提出しなければならない。 

 （許可の決定） 

第４条 管理者は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに可否を決定し、その旨を区域

外流入制限行為可否決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

 （占用及び掘削申請等） 

第５条 前条の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）が流入工事を施工する場合にお

いて、公道に下水道管等を埋設するため、道路の占用及び掘削の許可申請をしようとするときは、

管理者を経由して、当該道路管理者に提出するものとする。 

２ 使用者は、流入工事を施工する場合において、公道以外の土地に下水道管を埋設するときは、当

該土地の所有者の私有地使用承諾書（様式第３号）を管理者に提出しなければならない。 

３ 流入工事における住民、周辺対策等については、使用者の責任において行うものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 使用者は、流入工事に必要な経費を全額負担しなければならない。 

 （下水道施設の無償譲渡） 

第７条 使用者は、条例第３４条第２項において準用する条例第９条の規定による竣
しゅん

工検査を受けた

後、速やかに市に公共下水道施設無償譲渡書（様式第４号）を提出し、下水道管等を市に無償で譲

渡しなければならない。 

 （許可の取消し） 

第８条 管理者は、使用者がこの規程の規定を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すこと

ができる。 

 （補則） 

第９条 区域外流入の許可を受けた場合の公共下水道の使用料の徴収その他必要な事項は、法及び条

例によるものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

区域外流入制限行為許可申請書 
 

年   月   日  

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 
 

申請者 住 所 

氏 名            印 

（電話            ） 

大和高田市公共下水道認可区域外流入の許可に関する規程第３条の規定に基づき、次のとお

り申請します。 

設 置 場 所 大和高田市         町      番   号
    番地 

設 置 の 目 的  

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占

用

面

積 

㎡  

設 置 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

工 事 期 間        年   月   日  ～    年   月   日 

施 行 者 

住 所 

氏 名              （電話            ） 

添 付 図 書 

① 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図 

② 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配地図 

③ 利害関係人の同意書 



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 169 

様式第２号（第４条関係） 

区域外流入制限行為可否決定通知書 
    第      号  

年   月  日  

住 所 

氏 名        様 

 

大和高田市上下水道事業管理者     印  
 

 

      年  月  日付けで申請のあった大和高田市公共下水道認可区域外流入工事に

ついては、次のとおり決定したので通知します。 

決 定 区 分 □  許 可 す る            □  許 可 し な い 

設 置 場 所 大和高田市            町        番   号
    番地 

設 置 の 目 的  

物 件 の 種 類 

及 び 名 称 

規 模 等 

 

占

用

面

積 

 

 

 

㎡  

設 置 期 間  年   月   日 ～      年   月   日    

工 事 期 間 年   月   日 ～      年   月   日    

施 行 者 
住 所 

氏 名              （電話            ） 

条 件  

不 許 可 の 理 由  
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様式第３号（第５条関係） 

私 有 地 使 用 承 諾 書 

年   月   日 

  

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

申請者 住 所           

氏 名           実印   

（電話             ） 

 

この度、区域外流入のための下水道管の埋設工事に当たり、下記に表示された土地に公共下水道

施設を布設することを承諾します。また、将来においても遵守事項を守り、異議の申し立て等一切

致しません。 

 

記 

 

所 在 地 地 目 使 用 面 積 位 置 

    

 

（遵守事項） 

１ 私有地の使用は、無償とします。 

２ 私有地の使用期間は、公共下水道としてこの用途を廃止するまでとします。 

３ 私有地の所有権を他に譲渡する場合は、その譲受人に対してこの承諾内容を継承させることを

条件とします。
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様式第４号（第７条関係） 

公共下水道施設無償譲渡書 

年   月   日 

 

大和高田市上下水道事業管理者  殿 

 

譲渡人 住 所           

氏 名              印 

（電話              ） 

 

      年   月   日付けの許可に基づき施行した公共下水道施設に関する工事が完了

しましたので、下記施設を無償譲渡します。 

 

記 

 

設 置 場 所  

施 設 の 内 容  

添 付 図 書  

備 考  

 

 

 

企業管理規程第７号 

 大和高田市ディスポーザ排水処理システム設置等に関する規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市ディスポーザ排水処理システム設置等に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公共下水道の機能及び構造の保全並びに公共下水道に排除される下水の水質保

全のため、ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽又は固液分離装置で処理し、その排水を公
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共下水道へ排除する機器の総体をいい、建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１

００号)による改正前の建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３８条の規定に基づく建設大

臣の認定（以下「建設大臣認定」という。）を受けたもの又は公益社団法人日本下水道協会が作成

した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準（案）（以下「基準」という。）に適

合する評価を受けたものをいう。 

 （２） 使用者 設置されたシステムを利用し、最終的にシステムの維持管理について責務を負う

べき次の者をいう。 

   ア 独立建築物の所有者又は賃借人 

   イ 賃貸の集合建築物の所有者 

   ウ 分譲の集合建築物の所有者の代表者 

 （３） 設置者 システムを設置しようとする者をいう。 

 （４） メーカー システムを製造し、又は販売する者で、建設大臣認定を受け、又は基準に適合

する評価を受けたものをいう。 

 （５） 専門の維持管理業者 システムの機器等について熟知し、専門的な知識及び高度の技術力

をもって維持管理事業を営む者をいう。 

 （排水設備計画の確認） 

第３条 設置者は、大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号)第６条の規定に基づく確認申請

の際に、大和高田市下水道条例施行規程（平成２９年企業管理規程第１号）第８条第２項に規定す

る図書のほか、次の書類を添付し、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）に届け出なけ

ればならない。届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 （１） ディスポーザ排水処理システム設置等届出書（様式第１号） 

 （２） 建設大臣認定書の写し又は適合評価書の写し 

 （３） システムの仕様書 

 （４） 誓約書（様式第２号） 

 （５） 維持管理計画書（様式第３号） 

 （６） 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約等確約書（様式第４号） 

 （７） その他管理者が必要と認める書類 

 （維持管理に関する指導等） 

第４条 管理者は、システムの維持管理のため、使用者又は設置者に対し、次に掲げる事項について

指導することができる。 

 （１） システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結するこ

と。 

 （２） システムが適正に維持管理されていることを確認するため、専門の維持管理業者が実施す

る保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を３年間保存するとともに、管理者が必要であ

ると認めたときは、その資料を提出すること。 

 （３） その他管理者が行う維持管理に協力すること。 

２ 管理者は、システムの維持管理が適正に行われていることを確認するため、必要があると認める

場合は、立入検査等の措置を講ずることができる。 

 （排除の制限及び改善の指導） 

第５条 管理者は、システムから公共下水道へ排除された下水が、公共下水道を損傷し、若しくは機

能を阻害するおそれがあるとき、又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、当該システ

ムの使用者又は設置者に対し、排除の制限又は当該システムの改善の指導を行うことができる。 

 （地位の継承） 

第６条 使用者又は設置者は、システムの設置された建築物の所有権を移転（売買、貸付等をいう。）

する場合は、その相手方がシステムの適正な維持管理を行うべき地位を継承するものであること及
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び第４条第１項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めな

ければならない。 

（メーカーに対する指導） 

第７条 管理者は、メーカーに対し、次に掲げる事項について指導することができる。 

 （１） システムの販売に当たり、使用者又は設置者に対し、当該システムの維持管理について、

専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結する必要があることを説明し、その理解を得

ること。 

 （２） 使用者又は設置者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力する必要があること

を説明し、その理解を得ること。 

 （３） その他システムの適正な維持管理に関すること。 

 （補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 
 

 

ディスポーザ排水処理システム設置等届出書 
 

 

年  月  日  

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

住 所                  

設置者 氏 名               印  

（電話               ） 

  ディスポーザ排水処理システムの設置（変更）をしたいので、次のとおり届け出ます。 

 

（添付書類） 

１．国土交通大臣認定書の写し又は適合評価書の写し 

２．システムの仕様書 

３．誓約書（様式第２号） 

４．維持管理計画書（様式第３号） 

５．維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約等確約書（様式第４号） 

６．その他大和高田市上下水道事業管理者が必要と認める書類 

建

築

物

の

概

要 

名 称  

所 在 地 
                町 
大和高田市 
                番地 

戸 数  

設

置

シ

ス

テ

ム 

名 称  

認定番号又は 

適合評価番号 
 

メーカー名  

排水設備等計画確 

認申請書確認番号 

※ この欄は記入しないこと。 

第       号 
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様式第２号（第３条関係） 

  

  

誓 約 書 
 

  

年  月  日  

 大和高田市上下水道事業管理者  殿 

住 所                  

設置者 氏 名               印  

（電話               ） 

 大和高田市ディスポーザ排水システム設置等に関する規程に規定された事項及び下記に掲げ

る事項の遵守を誓約します。 

記 

１ 自己の責任をもって、維持管理計画書のとおり適切な維持管理を行うこと。 

２ 維持管理体制に変更が生じる場合は、事前に書面で提出すること。 

３ 公共下水道への放流水質について、市から測定結果を求められたときは、速やかに応じる

こと。 

４ 公共下水道への放流水質が性能評価値に適合しないときは、速やかに改善すること。 

５ システムから発生する汚泥は、責任をもって処理すること。 

６ 市がシステムについて基準等を新たに設け、又は変更したときは、これに従うこと。 

７ システムの設置された建築物を他に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲受人

又は貸借人に対し誓約事項を継承すること。 
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様式第３号（第３条関係） 

維 持 管 理 計 画 書 

年   月   日  

住 所             

設置者 氏 名          印  

（電話           ） 

 

一

般

事

項 

設置場所及び建築物の名称 大和高田市 

システム名 

認定日又は適合評価日： 

認定番号又は適合評価番号： 

名称： 

メーカー名： 

工事施工予定 
着工予定年月日： 

使用開始予定年月日： 

施工指定工事店名  

維持管理業者 

住所： 

商号： 

電話： 

設

置

施

設

の

仕

様 

ディスポーザ 

形式： 

製造年月日： 

品番： 

排水処理槽 

設計人員：              人 

設計生ゴミ量：            ㎏/日 

設計汚水量：             ㎥/日 

算定根拠 

設計人員：              人 

設計生ゴミ量：            ㎏/日 

設計汚水量：             ㎥/日 

維

持

管

理 

維持管理体制 

部位 ディスポーザ 排水配管部 排水処理部 

保守点検内 

容及び維持 

管 理 頻 度 

機器の点検整備 

（   回/年） 

 

 

 

配管内の点検 

（   回/年） 

清掃 

（   回/年） 

 

 

定期点検 

（   回/年） 

水質検査 

（   回/年） 

汚泥引き抜き 

（   回/年） 

点検項目 別紙のとおり 

そ

の

他 

維持管理業務委託契約書の写

し 

別紙のとおり 

保守点検記録 保存年限：３年 

保守点検記録の報告 報告頻度：大和高田市上下水道事業管理者の指示による。 

（注）維持管理業務委託契約を申請時までに締結できないときは、維持管理業務委託契約等確約書

（様式第４号）を提出し、契約締結後に契約書の写しを提出するものとする。 
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様式第４号（第３条関係） 

維持管理業務委託契約等確約書 

年   月   日  

  

大和高田市上下水道事業管理者 殿 

 

住 所               

設置者 氏 名             印 

（電話              ） 

 

 下記の建築物の設置するディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約書について

は、当該契約を締結後、速やかにその写しを提出することを確約します。 

 

記 

建

築

物

の

概

要 

名 称  

所 在 地 大和高田市 

戸 数  

設

置

シ

ス

テ

ム 

名 称  

認定番号又は 

適合評価番号 
 

メーカー名  

 

企業管理規程第８号 

  大和高田市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う水道事業関係規程の整

備に関する規程を次のように定める。 

平成２９年４月１日 
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大和高田市上下水道事業管理者    

大和高田市長 吉田 誠克   

   大和高田市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う水道事業関係規程

の整備に関する規程 

（大和高田市水道事業事務分掌規程の一部改正） 

第１条 大和高田市水道事業事務分掌規程（昭和４２年企業管理規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業事務分掌規程 

  第１条中「大和高田市水道事業の設置等に関する条例」を「大和高田市水道事業及び下水道事業

の設置等に関する条例」に改める。 

  第２条に次の１号を加える。 

  （３） 下水道課 管理係、建設係 

  第４条の２中「管理・給水グループ」の次に「、管理係及び建設係」を加え、「水道事業管理者」

を「上下水道事業管理者」に改め、同条を第４条の３とする。 

  第４条の次に次の１条を加える。 

  （下水道課の事務分掌） 

 第４条の２ 下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。 

  管理係 

  （１） 職員の給与、人事及び労務に関すること。 

  （２） 下水道事業の企画広報に関すること。 

（３） 条例、規程の制定改廃に関すること。 

（４） 文書の収受及び発送に関すること。 

（５） 入札及び契約に関すること。 

（６） 予算編成及び決算の調製に関すること。  

（７） 業務状況の公表に関すること。 

（８） 経理に関すること。  

（９） 財政計画に関すること。 

（１０） 企業債及び資金計画に関すること。  

（１１） 貯蔵品の購入及び管理に関すること。  

  （１２） 公共下水道の普及及び水洗便所への改造促進に関すること。 

  （１３） 公共下水道の使用料（他に委任した事務に係るものを除く。）に関すること。 

  （１４） 公共下水道の水質管理に関すること。 

  （１５） 公共下水道の使用に関すること。 

  （１６） 公共下水道の供用開始に関すること。 

  （１７） 公共下水道施設の維持管理に関すること。 

  （１８） 流域下水道との調整に関すること。 

  （１９） 公共下水道台帳の調製及び保管に関すること。 

  （２０） 排水設備に関すること。 

  （２１） 市以外の者が行う下水道施設の審査及び指導に関すること。   

  （２２） 課の他の係の補助に関すること。 

 建設係 

  （１） 公共下水道事業の設計及び施工に関すること。 

  （２） 流域下水道との調整に関すること。 

  （３） 公共下水道事業の調査、計画、認可及び変更に関すること。 
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  （４） 課の他の係の補助に関すること。 

（大和高田市水道事業決裁規程の一部改正） 

第２条 大和高田市水道事業決裁規程（平成９年企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業決裁規程 

  第１条中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

  第２条第５号中「大和高田市水道事業事務分掌規程」を「大和高田市上下水道事業事務分掌規程」

に改める。 

  第６条の見出しを「（管理者の決裁事項）」に改め、同条第１項中「大和高田市水道事業の設置等

に関する条例」を「大和高田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に、「市長」を「管

理者」に改め、同項第２３号中「給水区域」の次に「及び排水区域」を加える。 

  第７条第６号及び第７号中「水道料金」の次に「、下水道使用料」を加え、同条第１０号中「水

道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」を加え、同条に次の１号を加

える。 

  （２６） 水洗便所改造資金の貸付け及び償還に関すること。 

  第９条第４号中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第１１条の次に次の１条を加える。 

  （下水道課長の専決事項） 

 第１１条の２ 下水道課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

  （１） 水洗便所改造助成金の交付に関すること。 

  （２） 排水設備に関すること。 

  第１３条第１項第１号中「市長」を「管理者」に改める。 

（大和高田市水道事業管理者が保有する公文書の開示に関する規程の一部改正） 

第３条 大和高田市水道事業管理者が保有する公文書の開示に関する規程（平成１３年企業管理規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業管理者が保有する公文書の開示に関する規程 

  本則中「大和高田市水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（大和高田市水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正） 

第４条 大和高田市水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程（平成１３年企業管理規

程第２号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業管理者が保有する個人情報の保護に関する規程 

  本則中「大和高田市水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（大和高田市水道事業電気工作物保安規程の一部改正） 

第５条 大和高田市水道事業電気工作物保安規程（昭和４５年企業管理規程第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業電気工作物保安規程 

  第１条中「大和高田市水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」

を加える。 

  第２条中「大和高田市水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

（企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第６条 企業職員の給与に関する規程（昭和４２年企業管理規程第２号）の一部を次のように改正す

る。 
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  第６条第１項に次の１号を加える。 

  （４） 職員が、下水浚渫
しゅんせつ

に従事したとき、１日につき８００円を支給する。 

（大和高田市水道事業被服貸与規程の一部改正） 

第７条 大和高田市水道事業被服貸与規程（昭和４４年企業管理規程第２号）の一部を次のように改

正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業被服貸与規程 

  第６条第３項中「管理者」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」に改める。 

  第７条第１項中「を経て水道総務課長」を削り、同条第２項中「総務課長」を「上下水道部長」

に改める。 

（大和高田市水道料金等徴収嘱託員に関する規程の一部改正） 

第８条 大和高田市水道料金等徴収嘱託員に関する規程（昭和６０年企業管理規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」を加える。 

  第２条第１項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

  第３条第２項中「大和高田市水道事業会計規程」を「大和高田市上下水道事業会計規程」に改め

る。 

  第４条第４号中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  様式第１号及び様式第２号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」

に改める。 

（大和高田市水道量水器開閉栓等業務嘱託員に関する規程の一部改正） 

第９条 大和高田市水道量水器開閉栓等業務嘱託員に関する規程（平成２４年企業管理規程第１号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

  第３条第２項中「大和高田市水道事業会計規程」を「大和高田市上下水道事業会計規程」に改め

る。 

  様式第１号及び様式第２号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」

に改める。 

 （大和高田市水道料金等集金事務委託規程の一部改正） 

第１０条 大和高田市水道料金等集金事務委託規程（昭和４５年企業管理規程第５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

  第６条第１項中「出納取扱金融機関」を「大和高田市上下水道事業出納取扱金融機関（以下、「出

納取扱金融機関」という。）」に改め、「収納取扱金融機関」を「大和高田市上下水道事業収納取

扱金融機関（以下、「収納取扱金融機関」という。）」に改める。 

  別記様式を次のように改める。 
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別記様式 
   

（表）      

 

大和高田市水道料金等集金員証  
 

 
次の者は、大和高田市水道料金等集金員であることを証する。 

 

 

 

 

 

 
写 
 
 
 
 
真 

氏  名         （歳） 

生年月日    年  月  日 

 

 

発行者  

大和高田市上下水道事業管理者  印 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
          （  年  月  日発行）  

（裏）      

注  意 

 

１ この証は、職務中は常に携帯し、関係人から請求があったときは、提
示しなければならない。 

 

２ この証は、他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。 

 

３ この証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に届け出なけれ
ばならない。 

 

４ この証は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、直
ちに返還しなければならない。 

 

５ この証の有効期間は、発行の日から１年間とする。 

 

 

（大和高田市水道料金等の徴収又は収納の事務の委託に関する規程の一部改正） 

第１１条 大和高田市水道料金等の徴収又は収納の事務の委託に関する規程（平成１４年企業管理規

程第３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に改める。 

  第７条第１項中「大和高田市水道事業出納取扱金融機関」を「大和高田市上下水道事業出納取扱

金融機関」に改める。 

（大和高田市水道事業会計規程の一部改正） 

第１２条 大和高田市水道事業会計規程（昭和４２年企業管理規程第７号）の一部を次のように改正

する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業会計規程 

  第１条中「（以下「水道事業」という。）」を「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」
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に改める。 

  第２条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項中「及び水道総務課長」を

「、水道総務課長及び下水道課長」に改める。 

  第２条の２中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に、「又は水道総務課長」を「、水道

総務課長又は下水道課長」に改める。 

  第４条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項中「大和高田市水道事業出

納取扱金融機関」を「大和高田市上下水道事業出納取扱金融機関」に、「大和高田市水道事業収納

取扱金融機関」を「大和高田市上下水道事業収納取扱金融機関」に改める。 

  第５条第１項、第９条第１項及び第１４条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第１８条第１項中「大和高田市水道料金等集金事務委託規程」を「大和高田市水道料金等の徴収

又は収納の事務の委託に関する規程」に、「大和高田市水道料金等収納事務委託規程」を「大和高

田市水道料金等の徴収又は収納の事務に関する委託規程」に改める。 

  第１９条第５項中「水道事業の預金口座」を「水道事業の預金口座又は下水道事業の預金口座」

に改める。 

  第１９条第６項中「水道事業」を「水道事業又は下水道事業」に改める。 

第２２条中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第２５条第１項中「大和高田市水道事業決裁規程」を「大和高田市上下水道事業決裁規程」に改

める。 

  第２６条第１項中「大和高田市水道事業決裁規程」を「大和高田市上下水道事業決裁規程」に改

め、同条第４項中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第２７条の次に次の１条を加える。 

  （繰替払） 

 第２７条の２ 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の８第３号の規定に

より繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応

じ、当該各号に掲げる収入金とする。 

  （１） 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金 

  （２） 下水道事業の負担金及び分担金の報奨金の支払 当該下水道事業の負担金及び分担金の

収入金 

  第３７条第１項、第３９条、第４０条、第４１条第１項、第４５条、第５３条第１項及び第８８

条中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  別表第１中「勘定科目表」を「水道事業勘定科目表」に改め、別表第２の次に次の表を加える。 

 別表第３（第１４条関係） 

 下水道事業勘定科目表 

収益勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

 下水道事業

収益 

     

 営業収益   主たる営業活動から生ずる収益  

  下水道使用料  下水道使用料  

   下水道使用料   

  雨水処理負担

金 

  

  雨水処理負担

金 

雨水ポンプ場に係る長期借入金の償還

金等の一般会計負担金 

  受託事業収益   

    受託工事収益 排水設備の新設又は修繕等の受託工事

の収益 
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    その他受託事

業収益 

 

   その他営業収

益 

  

    手数料 排水設備指定工事店登録手数料及び排

水設備責任技術者登録手数料等 

材料売却収益 上記以外の営業収益 

     雑収益 

 営業外収益     金融及び販売活動に伴う収益その他主

たる営業活動以外から生ずる収益 

  受取利息及び

配当金 

    

    預金利息 普通預金・定期預金等の利子 

    貸付金利息 長期貸付金・短期貸付金等の利子 

  他会計補助金   

   他会計補助金 一般会計等からの補助金 

  長期前受金戻

入 

  

   長期前受金戻

入 

地方公営企業法施行規則（昭和２７年総

理府令第７３号。以下「則」という。）

第２１条第２項又は第３項の規定によ

り償却した長期前受金の額のうち営業

外収益として整理するもの 

  消費税及び地

方消費税還付

金 

    

     消費税及び地

方消費税還付

金 

  

  資本費繰入収

益 

  

   資本費繰入収

益 

 

   雑収益     

不用品売却益 不用品の売却収益 

その他雑収益   

 特別利益     当年度の経常的収益から除外すべき利

益 

   特別利益     

    固定資産売却

益 

固定資産の売却価額が当該固定資産の

売却時の帳簿価額を超える金額 

      過年度損益修

正益 

前年度以前の損益の修正で利益の性質

を有するもの 

      その他特別利

益 

  

費用勘定 

 款 項 目 節 （科目区分の説明） 

 下水道事業

費用 

        

 営業費用     主たる営業活動から生ずる費用 

   管渠費   管渠の維持及び作業に要する費用 

 報酬 臨時職員又は嘱託員等に対する報酬 

     給料 職員の本給 
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     職員手当 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び

特殊作業等の諸手当 

   退職給付費 職員の退職手当 

       

     法定福利費 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険

料、失業保険料、労災保険料及び労務災

害補償費等 

     旅費 旅費に関する規定等に基づいて職員等

に支給する旅費 

     賃金 臨時雇用及び人夫の賃金 

 被服費 被服貸与規定に基づいて職員に貸与す

る被服の購入費 

     備消耗品費 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年

数１年未満又は取得価額１０万円未満

の器具、備品費等 

     燃料費 工事用、自動車用燃料費 

     光熱水費 ガス料金、水道料金等 

 印刷製本費 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、

帳簿等の製本費 

     通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料等 

     手数料 汚水の水質検査手数料等 

     賃借料 借地料、電子複写器等借上料 

     修繕料 有形固定資産等の維持修繕に要する工

事請負、修理等の費用 

     委託料 設備の維持管理等の委託に要する費用 

     請負工事費 管渠工事に要する費用 

     材料費 有形固定資産等の維持修繕に要する諸

材料費 

     補償費 補償費、賠償金、見舞金等 

広告料 広告、宣伝に要する費用 

    食糧費  

 交際費  

 報償費 報償金、奨励金等 

 厚生費   

 負担金 日本下水道協会負担金等 

      研修費  

 保険料  

    賞与引当金繰

入額 

賞与引当金として計上するための繰入

額 

    修繕引当金繰

入額 

修繕引当金として計上するための繰入

額 

      特別修繕引当

金繰入額 

特別修繕引当金として計上するための

繰入額 

    貸倒引当金繰

入額 

貸倒引当金として計上するための繰入

額 

    その他引当金

繰入額 

その他引当金として計上するための繰

入額 

    雑費  

    受託事業費   管渠工事等の受託工事に要する費用 

      報酬   

      給料   
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      職員手当   

    退職給付費  

      法定福利費   

      旅費   

      賃金   

      被服費   

      備消耗品費   

      燃料費   

      光熱水費   

      印刷製本費   

      通信運搬費   

      手数料   

      賃借料   

      修繕料   

      委託料   

      請負工事費   

      材料費   

      補償費   

      広告料   

      食糧費   

      交際費   

      報償費   

      厚生費   

     負担金   

      研修費   

      保険料   

   賞与引当金繰

入額 

 

    修繕引当金繰

入額 

 

    特別修繕引当

金繰入額 

 

    貸倒引当金繰

入額 

 

      その他引当金

繰入額 

  

      雑費   

 普及指導費  公共下水道の普及指導に要する費用 

  報酬  

  給料  

  職員手当  

  退職給付費  

  法定福利費  

  旅費  

  賃金  

  被服費  

  備消耗品費  

  燃料費  

  光熱水費  

  印刷製本費  

  通信運搬費  

  手数料  
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  賃借料  

  修繕料  

  委託料  

  請負工事費  

  材料費  

  補償費  

  広告料  

  食糧費  

  交際費  

  報償費  

  厚生費  

  負担金  

  研修費  

  保険料  

  賞与引当金繰

入額 

 

  修繕引当金繰

入額 

 

  特別修繕引当

金繰入額 

 

  貸倒引当金繰

入額 

 

 その他引当金

繰入額 

 

    雑費  

   業務費  下水道使用料の調定、集金及び検針その

他業務に要する費用 

    報酬  

    給料  

    職員手当  

    退職給付費  

    法定福利費  

    旅費  

    賃金  

    被服費  

    備消耗品費  

    燃料費  

    光熱水費  

    印刷製本費  

    通信運搬費  

    手数料  

    賃借料  

    修繕料  

    委託料  

    請負工事費  

    材料費  

    補償費  

    広告料  

    食糧費  

    交際費  

    報償費  

    厚生費  
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    負担金  

    研修費  

    保険料  

    賞与引当金繰

入額 

 

    修繕引当金繰

入額 

 

    特別修繕引当

金繰入額 

 

    貸倒引当金繰

入額 

 

    その他引当金

繰入額 

 

    雑費  

  総係費  事業活動の全般に関連する費用並びに

使用料の調定、集金、検針その他の業務

に要する費用 

      報酬   

     給料   

    職員手当   

     退職給付費   

      法定福利費   

      旅費   

      賃金   

      被服費   

      備消耗品費   

      燃料費   

      光熱水費   

      印刷製本費   

      通信運搬費   

      手数料   

      賃借料   

      修繕料   

      委託料   

      請負工事費   

      材料費   

      補償費   

      広告料   

      食糧費   

      交際費   

 報償費   

 厚生費   

      負担金   

 研修費   

 保険料   

 賞与引当金繰

入額 

  

 修繕引当金繰

入額 

 

 特別修繕引当

金繰入額 

 

 貸倒引当金繰  
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入額 

      その他引当金

繰入額 

  

    雑費   

   流域下水道維

持管理負担金 

 大和川上流・宇陀川流域下水道事業費に

係る維持管理負担金 

    流域下水道維

持管理負担金 

 

    減価償却費   則第１３条、第１５条又は第１６条の規

定による償却額 

 有形固定資産

減価償却費 

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬

具、工具、器具及び備品、リース資産等

（耐用年数１年未満又は取得価格１０

万円未満のものを除く。）の償却額 

     無形固定資産

減価償却費 

リース資産等の減価償却費 

    資産減耗費     

 固定資産除却

費 

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び

撤去費 

      たな卸資産減

耗費 

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による

除却費及び低価法による評価損 

    その他営業費

用 

  上記以外の営業費用 

      材料売却原価   

    雑損失  

  営業外費用     金融及び財務活動に伴う費用 

 支払利息及び

企業債取扱諸

費 

  その他主たる営業活動に係る費用以外

の費用 

      企業債利息 企業債に対する利息 

 長期借入金利

息 

長期借入金に対する利息 

    一時借入金利

息 

一時借入金に対する利息 

    公課費     

   公課費 

 消費税及び地

方消費税 

  

   消費税及び地

方消費税 

    雑支出   上記以外の営業外費用 

    不用品売却原

価 

 

    消費税雑損失  

    その他雑支出  

  特別損失     当年度の経常費用から除外すべき損失 

    特別損失     

    固定資産売却

損 

固定資産の売却価額が当該固定資産の

売却時の帳簿価額に不足する金額 

      減損損失 事業年度の末日において予測すること

ができない減損が生じたもの又は減損

損失を認識すべきものの当該生じた減
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損による損失又は認識すべき減損損失

の額 

    災害による損

失 

台風、地震、火災等災害による損失の額 

    過年度損益修

正損 

前年度以前の損益の修正で損失の性質

を有するもの 

    貸倒引当金繰

入額 

 

      その他特別損

失 

貸倒引当金繰入額等 

  予備費       

    予備費     

      予備費   

資産勘定 

 款 項 目 節 （科目区分の説明） 

 固定資産         

 有形固定資産     土地、建物、構築物、機械、器具及び備

品等（耐用年数１年未満又は取得価格が

１０万円未満のものを除き、将来営業の

用に供する目的をもって所有する資産、

例えば遊休施設、未稼働施設を含む。） 

   土地     

   施設用地 本庁舎用地等やポンプ場施設等のため

に用いる土地 

     その他用地 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経

営附属用土地であり、土地の取得に関し

て要した費用、買収費、買収手数料、整

地費（建物又は構築物に直接関係のある

ものを除く。）及び測量費の合計額 

  建物  事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、そ

の他経営附属用建物、建物と一体をなす

暖房、照明、通風等の附属設備、買収建

物を使用するために要した模様替え、改

造等の費用及び建物に直接関係ある整

地費を含む。 

    施設用建物 本庁舎等もっぱら事務所の用に供され

ている建物やポンプ場施設の用に供さ

れている建物 

     建物附属設備  

    建物減価償却

累計額 

   

      建物減価償却

累計額 

 

    構築物   下水道管渠及びマンホール等土木施設

又は工作物 

      管路施設  

   ポンプ場施設  

   構築物減価償

却累計額 

    

 
   

 構造物減価償

却累計額 

 

    機械及び装置   機械、装置及びコンベア等の運搬設備並
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びにこれらの附属品 

 ポンプ場用電

気設備 

電動機、変圧器等及び所内配電設備（建

物に含むものを除く。） 

      ポンプ場用機

械設備 

 

      処理機械設備  

    機械及び装置

減価償却累計

額 

    

      機械及び装置

減価償却累計

額 

  

    車両運搬具   自動車、その他の陸上運搬具 

      車両運搬具   

    車両運搬具減

価償却累計額 

    

      車両運搬具減

価償却累計額 

  

    工具、器具及

び備品 

  機械及び装置の附属設備に含まれない

器具及び電話設備、金庫、タイプライタ

ー、机等の備品で耐用年数１年以上であ

り、かつ、取得価格が１０万円以上のも

の 

      工具、器具及

び備品 

    工具、器具及

び備品減価償

却累計額 

    

      工具、器具及

び備品減価償

却累計額 

  

    リース資産   有形固定資産（建設仮勘定を除く。）に

係るファイナンス・リース取引における

リース資産 

      リース資産 

    リース資産減

価償却累計額 

    

      リース資産減

価償却累計額 

  

   建設仮勘定  有形固定資産の建設又は改良のため支

出した工事費（前払金等を含む。）    建設仮勘定 

 無形固定資産     有償取得した水利権、借地権、地上権、

施設利用権 

    電話加入権     

    電話加入権  

   施設利用権   

    流域下水道施

設利用権 

大和川上流流域下水道第２浄化センタ

ー及びそれに繋がる管渠を利用する権

利 

    リース資産   無形固定資産（営業権を除く。）に係る

ファイナンス・リース取引におけるリー

ス資産 

 リース資産 

  投資その他の

資産 

      

    投資有価証券   金融商品取引法（昭和２３年法律第２５
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 投資有価証券 号）第２条に規定する有価証券で投資の

目的をもって所有するもの 

    出資金     

 出資金 

   長期貸付金   

    長期貸付金  

   長期貸付金貸

倒引当金 

  

    長期貸付金貸

倒引当金 

長期貸付金の回収不能による損失に備

えるために引き当てるもの 

   基金   

    基金  

   基金貸倒引当

金 

  

    基金貸倒引当

金 

基金の回収不能による損失に備えるた

めに引き当てるもの 

   長期前払消費

税 

  

    長期前払消費

税 

 

 流動資産 

  

        

 現金預金       

   現金   現金、当座預金、支払期限の到来した公

社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵

便振替貯金証書等 

 小払資金 

   預金 普通預金 貸借対照表日から起算して１年以内に

期限が到来する定期預金、普通預金等  当座預金 

 通知預金 

 定期預金 

 未収金       

  営業未収金   営業活動に係る収益の未収入額 

  

      未収下水道使

用料 

下水道使用料の未収額 

  その他営業未

収金 

 

 営業外未収金   営業活動によらない未収入額 

      未収消費税及

び地方消費税

還付金 

  

    未収受取利息 受取利息の未収額 

    その他営業外

未収金 

 

    その他未収金  固定資産売却代金等上記以外の未収金 

      その他未収金   

  未収金貸倒引

当金 

   

   未収金貸倒引

当金 

  

    未収金貸倒引

当金 

 

  有価証券       
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    有価証券     

      有価証券 一時的所有を目的とする有価証券（差入

保証金の代用として提供されたもので

短期間内に返却されるものを除く。） 

  貯蔵品     いまだ使用に供されていない材料並び

に耐用年数１年未満又は取得価額１０

万円未満の工具、器具及び備品（固定資

産の建設、改良に使用するため取得され

たもので建設仮勘定に属するものを除

く。） 

 原材料費 

        

      原材料費  

  短期貸付金   貸付金で返済期日が貸借対照表日から

起算して１年以内のもの    短期貸付金  

    短期貸付金 

  短期貸付金貸

倒引当金 

  未収金の回収不能による損失に備える

ために引き当てるもの 

   短期貸付金貸

倒引当金 

 

   短期貸付金貸

倒引当金 

 前払費用     前払賃借料、前払利息等一定の契約に従

い、継続的に役務の提供を受ける場合、

いまだ提供されていない役務に対して

支払われた対価で貸借対照表日から起

算して１年以内に費用となるもの 

    前払費用   

      前払費用 

  前払金     物品等の購入、工事の請負等に際して前

払された金額で前払費用に属しないも

の 

    前払金   

      前払金 

    前払消費税及

び地方消費税 

    

      前払消費税及

び地方消費税 

  

  未収収益    

   未収収益   

    未収収益  

  未収収益貸倒

引当金 

   

   未収収益貸倒

引当金 

  

    未収収益貸倒

引当金 

 

      

  その他流動資

産 

      

    保管有価証券   差入保証金の代用として提供を受けた

有価証券で短期間内に返却する見込み

のもの 

      保管有価証券 

    仮払消費税及

び地方消費税 

    

      仮払消費税及

び地方消費税 

  

    特定収入仮払  当該特定収入で賄った課税支出につい
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消費税及び地

方消費税 

て控除対象とならない消費税及び地方

消費税 

     特定収入仮払

消費税及び地

方消費税 

負債勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

 固定負債         

 企業債     建設改良費等（建設若しくは改良に要す

る経費又は地方債に関する省令（平成１

８年総務省令第５４号）第１２条に規定

する公営企業の建設又は改良に要する

経費に準ずる経費をいう。）の財源に充

てるために発行する企業債（１年以内に

償還期限の到来するものを除く。） 

 企業債   

   企業債 

        

       

他会計借入金       

    他会計借入金     

      他会計借入金 建設改良等の財源に充てるため他の会

計から繰り入れた借入金（１年以内に返

済期限の到来するものを除く。） 

  リース債務   ファイナンス・リース取引におけるリー

ス債務（１年以内に支払期限の到来する

ものを除く。） 

   リース債務  

    リース債務 

  引当金       

   退職給与引当

金 

  

    退職給与引当

金 

 

    退職給付引当

金 

    

        

      退職給付引当

金 

将来生じることが予想される職員に対

する退職手当の支払に充てるための引

当額（１年以内に使用される見込みのも

のを除く。） 

   修繕引当金   

    修繕引当金  

    特別修繕引当

金 

    

      特別修繕引当

金 

数事業年度ごとに定期的に行われる特

別の大修繕に備えて計上する引当金（１

年以内に使用される見込みのものを除

く。） 

 流動負債     

  一時借入金     貸借対照表日から起算して１年以内に

返還しなければならない借入金  一時借入金   

     一時借入金 

 企業債   １年以内に償還期限の到来する建設改

良費等の財源に充てるために発行する

企業債 

  企業債  

   企業債 

 他会計借入金    

  他会計借入金   

   他会計借入金  
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 リース債務   １年以内に支払期限の到来するファイ

ナンス・リース取引におけるリース債務   リース債務  

   リース債務 

 未払金       

  営業未払金   営業活動に係る通常の取引により発生

する未払金 

      営業未払金   

  

  

 営業外未払金     

   未払消費税及

び地方消費税 

  

    その他営業外

未払金 

 

    その他未払金   固定資産購入代金の未払額等 

      その他未払金 上記以外の未払金 

  未払費用     未払利息、未払賃借料等一定の契約に従

い、継続的に役務の提供を受ける場合、

すでに提供を受けた役務の対価の未払

額 

    未払費用   

      未払費用 

  前受金    

   前受金   

    前受金  

  前受収益    

   前受収益   

    前受収益  

  引当金    

   退職給付引当

金 

 将来生じることが予想される職員に対

する退職手当の支払いに充てるための

引当額のうち１年以内に使用される見

込みのもの 

    退職給付引当

金 

   賞与引当金  翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度

負担相当額を見積り計上する引当金     賞与引当金 

   修繕引当金  企業の所有する設備等について、毎事業

年度行われる通常の修繕が何らかの理

由で行われなかった場合において、その

修繕に備えて計上する引当金 

    修繕引当金 

   特別修繕引当

金 

 数事業年度ごとに定期的に行われる特

別の大修繕に備えて計上する引当金の

うち、１年以内に使用される見込みのも

の 

    特別修繕引当

金 

  その他流動負

債 

    預り金、預り有価証券等上記以外の流動

負債      

    預り金     

      保証金   

      源泉所得税等   

    共済費掛金等  

      その他預り金   

   預り有価証券   

   預り有価証券  

    仮受消費税及

び地方消費税 

    

      仮受消費税及

び地方消費税 
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 繰延収益         

 長期前受金     償却資産の取得又は改良に充てるため

の補助金、負担金その他これらに類する

ものの交付を受けた場合におけるその

交付を受けた金額に相当する額等 

   長期前受金   

 長期前受金 

     

 長期前受金収

益化累計額 

    
  

  長期前受金収

益化累計額 

 
 

   長期前受金収

益化累計額 
 

資本勘定 

 款 項 目 節 （科目区分の説明） 

 資本金       企業開始時（地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）適用時）における引

継資本金の額 
 資本金     

   資本金   

     固有資本金 企業開始時の引継資本金 

     組入資本金 企業開始後の利益を源泉とするもの 

     繰入資本金 企業開始後の追加出資によるもの 

 剰余金     

  資本剰余金    

   資本剰余金   

    資本剰余金  

  利益剰余金    

   当年度未処分

利益剰余金 

 当年度末における繰越利益剰余金又は

繰越欠損金の額に当年度の純利益又は

純損失の金額を加減した額 

    繰越利益剰余

金年度末残高 

 

 資本的収入        

 企業債    

  下水道事業債   

  下水道事業債 事業に係る長期借入金 

他会計出資金    

 一般会計出資

金 

  

  一般会計出資

金 

一般会計からの出資金 

他会計負担金    

 他会計負担金   

  他会計負担金 一般会計等からの負担金 

他会計補助金    

 他会計補助金   

  他会計補助金 一般会計等からの補助金 

他会計借入金    

 他会計借入金   

  他会計借入金 一般会計等からの借入金 

国庫補助金    

 国庫補助金   

  国庫補助金  

県補助金    

 県補助金   
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  県補助金  

分担金及び負

担金 

   

 分担金及び負

担金 

  

  分担金及び負

担金 

 

固定資産売却

代金 

   

 固定資産売却

代金 

  

  固定資産売却

代金 

 

長期貸付金償

還金 

   

 長期貸付金償

還金 

  

  長期貸付金償

還金 

 

  

  その他資本的

収入 

   

   その他資本的

収入 

  

    その他資本的

収入 

 

 資本的支出     

 建設改良費    

  管路建設費  管渠新設工事に要する費用 

   報酬  

   給料  

   職員手当  

   退職給付費  

   法定福利費  

   旅費  

   賃金  

   被服費  

   備消耗品費  

   燃料費  

   光熱水費  

   印刷製本費  

   通信運搬費  

   手数料  

   賃借料  

   修繕料  

   委託料  

   請負工事費  

   材料費  

   補償費  

   広告料  

   食糧費  

   交際費  

   報償費  



平成３０年４月１０日（火） 大 和 高 田 市 公 報 第３５１号 

 197 

   厚生費  

   負担金  

   研修費  

   保険料  

   賞与引当金繰

入額 

 

   修繕引当金繰

入額 

 

   特別修繕引当

金繰入額 

 

   貸倒引当金繰

入額 

 

   その他引当金

繰入額 

 

  雑費  

 管路改良費 

 

 管渠更生工事に要する費用 

  報酬  

  給料  

  職員手当  

  退職給付費  

  法定福利費  

  旅費  

  賃金  

  被服費  

  備消耗品費  

  燃料費  

  光熱水費  

  印刷製本費  

  通信運搬費  

  手数料  

  賃借料  

  修繕料  

  委託料  

  請負工事費  

  材料費  

  補償費  

  広告料  

  食糧費  

  交際費  

  報償費  

  厚生費  

  負担金  

  研修費  

  保険料  

  賞与引当金繰

入額 

 

  修繕引当金繰

入額 

 

  特別修繕引当

金繰入額 

 

  貸倒引当金繰  
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入額 

  その他引当金

繰入額 

 

  雑費  

 リース債務支

払額 

  

  リース債務支

払額 

 

 流域下水道建

設負担金 

  

  流域下水道建

設負担金 

大和川上流・宇陀川流域下水道事業費に

係る建設負担金 

固定資産購入

費 

   

 有形固定資産

購入費 

  

  機械及び装置

購入費 

 

  器具備品購入

費 

 

  車両運搬具購

入費 

 

  土地購入費  

 無形固定資産

購入費 

  

  無形固定資産

購入費 

 

企業債償還金    

 企業債償還金   

  企業債償還元

金 

 

他会計借入金

償還金 

   

 他会計借入金

償還金 

  

  他会計借入金

償還金 

 

長期貸付金    

 長期貸付金   

  長期貸付金  

その他資本的

支出 

   

 その他資本的

支出 

  

  その他資本的

支出 

 

予備費    

 予備費   

  予備費  

たな卸資産

購入限度額 

    

 たな卸資産購    
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入限度額 

  たな卸資産購

入限度額 

  

   たな卸資産購

入限度額 

 

 

（大和高田市水道事業契約規程の一部改正） 

第１３条 大和高田市水道事業契約規程（昭和４２年企業管理規程第６号）の一部を次のように改正

する。 

  題名及び条文を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業契約規程 

大和高田市上下水道事業の契約事務については、大和高田市契約規則（平成１１年３月２３日規

則第９号）の例による。この場合において、大和高田市契約規則中「市長」とあるのは「上下水道

事業管理者」と、「施行令第１６７条の２第１項第１号」とあるのは、「地方公営企業法施行令（昭

和２７年政令第４０３号）第２１条１４第１項第１号」と、「規則」とあるのは「管理規程」と読

み替えるものとする。 

（大和高田市水道事業行政財産使用料規程の一部改正） 

第１４条 大和高田市水道事業行政財産使用料規程（平成１４年企業管理規程第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市上下水道事業行政財産使用料規程 

  第１条中「大和高田市水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」

を加える。 

  第２条第１項中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に改める。 

  第３条中「大和高田市水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第６条中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  様式第１号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に、「水道事

業」を「上下水道事業」に改める。 

  様式第２号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に、「大和高

田市水道事業行政財産使用料規程」を「大和高田市上下水道事業行政財産使用料規程」に改める。 

（大和高田市職員等の水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程の一部改正） 

第１５条 大和高田市職員等の水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程（平成２

６年企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    大和高田市職員等の上下水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程 

  第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）」を加える。 

  第２条第１号ウ中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

  第３条中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

  様式第１号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に、「大和高

田市職員等の水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」を「大和高田市職員等

の上下水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」に改める。 

  様式第２号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に、「大和高

田市職員等の水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」を「大和高田市職員等

の上下水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」に、「水道事業管理者」を「上

下水道事業管理者」に改める。 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=-25950281&UKEY=1507184879&REFID=32210050001600000000&JYO=167%202%200&KOU=1%200&BUNRUI=H&HANSUU=6&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
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  様式第３号及び様式第４号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」

に、「大和高田市職員等の水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」を「大和

高田市職員等の上下水道事業行政財産における通勤用自動車の駐車に関する規程」に改める。 

（大和高田市水道事業給水条例施行規程の一部改正） 

第１６条 大和高田市水道事業給水条例施行規程（昭和４８年企業管理規程第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第４条中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に改める。 

（大和高田市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程の一部改正） 

第１７条 大和高田市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程（平成２５年企業

管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」に改

める。 

  第４条第１項及び第２項、第５条第２項及び第３項、第６条第１項並びに第７条から第９条まで

の規定中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。 

  様式第１号及び様式第２号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」

に改める。 

（大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部改正） 

第１８条 大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（大和高田市特設配水管工事負担金に関する規程の一部改正） 

第１９条 大和高田市特設配水管工事負担金に関する規程（昭和４５年企業管理規程第２号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第１項第４号中「大和高田市水道事業管理者」を「大和高田市上下水道事業管理者」に改

める。 

（大和高田市上下水道部長に対する事務委任規程の廃止） 

第２０条 大和高田市上下水道部長に対する事務委任規程（平成１５年企業管理規程第２号）は、廃

止する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

上下水道事業告示第８号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第７条の規定

により、次の者から大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者の廃止の届出がありましたので、同

規程第１０条第２号の規定により告示する。 

平成３０年３月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉田 誠克   

業者名          代表者名    所在地 

大西設備工業       大西 利彦   奈良県奈良市法華寺町６６６ 

 

上下水道事業告示第９号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 
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平成３０年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉田 誠克   

業者名          代表者名    所在地 

大西設備工業株式会社   大西 真也   奈良県奈良市法華寺町６６６ 

フジタ水道設備      藤田 裕樹   奈良県御所市東辻６９－３ 

 
上下水道事業告示第１０号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、上下水道料金等の収

納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の

４第１項の規定により告示します 

平成３０年４月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉田 誠克   

１・受託者の氏名 

・株式会社 タカダ 奈良営業所 

・弁護士法人 舘野法律事務所 

  ２・委任期間 

   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

平成３０年１月１０日付け大和高田市公報第３４８号正誤（原稿誤り） 

【誤】 

 企業管理規程第１号 

【正】 

 企業管理規程第８号 
 

原稿誤り 


